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◇大和高田市行政組織条例及び大和高田市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例の一部を

改正する等の条例（企画創生課） 

１ 理由 

著しい社会情勢の変化の下、多様化及び複雑化する行政課題に対応するために、分散している

業務を集約し、効率化を図ることで組織の持続性を高めることを主な目的として、機構改革を行

うに当たり、所要の改正を行うものです。 

２ 内容 

第１条 大和高田市行政組織条例の一部改正 

１ 特命事務を政策部門に統合するために、第２条第２項を削除し、特命事務の推進を企画政策

部の分掌事務に加えます。（第２条関係） 

２ 地域振興部及び保健部をこども・健康部に改めます。（第２条関係） 

３ 地域振興部の分掌事務を、他部の分掌事務に振り分ける改正を行います。（第３条関係） 

４ こども・健康部を創設することを受けて、福祉部、市民生活部及び環境建設部のそれぞれが

所管する分掌を改めます。 

５ その他所要の改正 

第２条 大和高田市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例の廃止 

大和高田市職務権限の特例に関する条例を廃止します。 

附則第３項から第７項まで 

第１条の廃止に伴う所要の改正を行います。 

３ 施行期日 

令和８年４月１日 

 

◇大和高田市行政手続条例の一部を改正する条例（法務課） 

１ 理由 

近年のアナログ規制の見直しにより、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するため

のデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律が公布され、行政手続法に規定する名宛人の所

在が判明しない場合の聴聞の通知について、公示事項を電子情報処理組織を使用する方法により閲

覧ができる状態に置くことを可能とする改正が行われたことから、これに合わせて、本市の行政手

続における聴聞の通知についても同様の措置により不特定多数の者が公示事項を閲覧することが

できるよう所要の改正を行うものです。 

２ 内容 

１ 名宛人の所在が判明しない場合の聴聞の通知について、電子情報処理組織を使用する方法によ

公布された条例のあらまし 
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り不特定多数の者が公示事項を閲覧することができる状態に置くとともに、公示事項を掲示場に

掲示することに加えて、電子計算機の映像面に表示したものを閲覧することができる状態に置く

措置をとることができるよう規定を改めます。（第１５条関係） 

２ その他所要の改正 

３ 施行期日 

デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部

を改正する法律附則第１条第２号に掲げる規定の施行の日 

 

◇大和高田市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個

人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例（情報政策課） 

１ 理由 

地方公共団体情報システムの標準化に関する法律に基づき地方公共団体情報システムを標準化

するに当たり、標準システムの仕様として実装される「住登外者宛名番号管理機能」については個

人番号の独自利用を行う事務として整理された旨がデジタル庁より通知されました。 

このことを受けて、令和８年１月以降の本市情報システムが標準システムへの移行に合わせて

「住登外者宛名番号管理機能」による住登外者の情報の管理に関する事務を独自利用事務として定

めるとともに、住登外者の情報を他業務で利用又は提供ができるよう規定を整備するほか所要の改

正を行います。 

２ 内容 

１ 住登外者宛名番号管理機能及び住登外者宛名情報の定義を規定します。（第２条関係） 

２ 法定事務及び準法定事務について住登外者の情報を利用できるよう規定します。（第４条関係） 

３ 住登外者の情報の管理に関する事務を独自利用事務として加えます。（別表第１関係） 

４ 独自利用事務を行う事務において、住登外者の情報を利用できるよう、それぞれの事務の特定

個人情報の欄に住登外者宛名情報を加えます。（別表第２関係） 

５ 市長部局の管理する住登外者宛名情報を市長部局から教育委員会に提供できるよう規定しま

す。（別表第３関係） 

６ その他所要の改正 

３ 施行期日 

  公布の日 

 

◇地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例（法務課） 

１ 理由 

地方自治法が改正され、新たに公金収納事務のデジタル化及び情報システムの適正な利用等のた

めの規定の整備が行われたところ、当該規定の整備より生じた条例中の法律を引用する部分につい

ての条ずれの改正を行います。 

２ 内容 

第１条 大和高田市監査委員条例の一部改正 

地方自治法を引用する部分について、「第２４３条の２の８第３項」を「第２４３条の２の９

第３項」に改めます。（第１０条関係） 

第２条 大和高田市立病院事業の設置等に関する条例の一部改正 

地方自治法を引用する部分について、「第２４３条の２の８第８項」を「第２４３条の２の９

第８項」に改めます。（第６条関係） 
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第３条 大和高田市下水道事業の設置等に関する条例の一部改正 

地方自治法を引用する部分について、「第２４３条の２の８第８項」を「第２４３条の２の９

第８項」に改めます。（第５条関係） 

３ 施行期日 

  地方自治法の一部を改正する法律附則第１条第３号に掲げる規定の施行の日 

 

◇職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例（人事課） 

１ 理由 

職員の福祉を増進するため、子を養育する職員について、当該子が小学校就学後においても職員

が安心して勤務を継続することができるように、小学校就学前までの子を養育する職員が請求でき

る育児時間のための部分休業とは別に、新たに小学校３年生までの子を養育する職員が育児のため

に部分的に休暇を取得することができるよう子育て部分休暇を新設するための所要の改正を行う

ものです。 

２ 内容 

１ 満９歳に達する日以後の最初の３月３１日までの子を養育する職員が１日につき２時間を超

えない範囲内で取得することができる子育て部分休暇について、新たに規定します。（新第１５

条の３関係） 

２ その他所要の改正 

３ 施行期日 

  令和８年４月１日 

 

◇大和高田市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例（人事

課） 

１ 理由 

職員等の旅費等に関する条例の改正により、一般職の職員等に支給される旅費の種目が令和８年

度より変更となることが予定されるところ、議会議員に費用弁償として支給する旅費について、市

長に支給される当該変更後の旅費の例によりこれを支給するための所要の改正を行います。 

２ 内容 

１ 議会議員に支給する費用弁償について、変更後の市長に支給する旅費の種目（転居費、着後滞

在費及び家族移転費を除く。）及び額の例によることとします。（第４条関係） 

２ その他所要の改正 

３ 施行期日 

  令和８年４月１日 

 

◇大和高田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例

（人事課） 

１ 理由 

職員等の旅費等に関する条例の改正により、一般職の職員等に支給される旅費の種目が令和８年

度より変更となることが予定されるところ、特別職の職員で非常勤のものに費用弁償として支給す

る旅費について、一般職の職員等に支給される当該変更後の旅費の例によりこれを支給するための

所要の改正を行います。 

２ 内容 
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１ 特別職の職員に支給する費用弁償について、変更後の一般職の職員等に支給する旅費の種目

（転居費、着後滞在費及び家族移転費を除く。）及び額の例によることとし、当該旅費に加えて、

車賃を支給することとします。（第６条関係） 

２ その他所要の改正 

３ 施行期日 

  令和８年４月１日 

 

◇大和高田市実費弁償条例の一部を改正する条例（人事課） 

１ 理由 

職員等の旅費等に関する条例の改正により、一般職の職員等に支給される旅費の種目が令和８年

度より変更となることが予定されるところ、実費弁償について、一般職の職員に支給される当該変

更後の旅費の例によりこれを支給するための所要の改正を行います。 

２ 内容 

１ 実費弁償について、変更後の一般職の職員に支給する旅費の種目（転居費、着後滞在費及び家

族移転費を除く。）及び額の例によることとし、当該実費弁償に加えて、車賃及び日当を支給す

ることとします。（新第３条から第６条まで関係） 

２ その他所要の改正 

３ 施行期日 

  令和８年４月１日 

 

◇特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部を改正する条例（人事課） 

１ 理由 

一般職の職員に支給される期末手当の支給割合が改定されることが予定されるところ、本条例で

定める一般職の職員に支給される期末手当の支給割合の読み替えに係る部分を変更する改正を行

うものです。 

２ 内容 

第１条 特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部改正 

一般職の職員に支給される期末手当の支給割合の読み替えに係る部分について「１００分の１

２５」を「、６月に支給する場合には１００分の１２５、１２月に支給する場合には１００分の

１２７．５」に改めます。（第６条関係） 

第２条 特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部改正 

一般職の職員に支給される期末手当の支給割合の読み替えに係る部分について「、６月に支給

する場合には１００分の１２５、１２月に支給する場合には１００分の１２７．５」を「１００

分の１２６．２５」に改めます。（第６条関係） 

３ 施行期日 

  公布の日（第１条） 

令和８年４月１日（第２条） 

 

◇一般職の職員の給与等に関する条例及び教育職員の給与等に関する特別措置条例の一部を改正す

る条例（人事課） 

１ 理由 

公立の義務教育諸学校等に勤務する教育職員の処遇改善が図られた法律の改正に準拠した所要
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の改正を行います。 

２ 内容 

第１条 一般職の職員の給与等に関する条例の一部改正 

教育職給料表（１）及び（２）の適用を受ける職員が受ける給料月額の加算について、その加

算の適用を受ける職務の級に４級を加え、当該加算する額についても変更します。（別表第２備

考関係） 

第２条 教育職員の給与等に関する特別措置条例の一部改正 

１ 教職調整額の金額を変更します。（第３条関係） 

２ その他所要の改正 

３ 施行期日 

  令和８年１月１日 

 

◇一般職の職員の給与等に関する条例及び大和高田市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に

関する条例の一部を改正する条例（人事課） 

１ 理由 

人事院勧告に基づく一般職の職員の給与に関する法律等の改正に鑑み、本市の一般職の職員の給

与を改定します。 

２ 内容 

１ 一般職の職員の給与等に関する条例の一部改正（第１条関係） 

（１） 全ての給料表について、給料額の引上げを行います。（別表第１から別表第３まで関係） 

（２） 通勤手当のうち、自動車等の使用者に支給する手当の中で一部の使用距離区分の支給額

をそれぞれ引き上げます。（第８条の２関係） 

（３） 宿日直手当の上限額を引き上げます。（第１４条関係） 

（４） 令和７年１２月期の期末手当及び勤勉手当の支給割合をともに０．０２５月分（再任用

職員にあっても０．０２５月分）引き上げます。（第１７条及び第１８条関係） 

●一般職員・会計年度任用職員 

 現行 改正後 改定の内容 

６月期 
期末手当 1.25月 1.25月 0.00月 

支給済み 
勤勉手当 1.05月 1.05月 0.00月 

１２月期 
期末手当 1.25月 1.275月 0.025月 

計0.05月 
勤勉手当 1.05月 1.075月 0.025月 

計 4.6月 4.65月 0.05月  

●定年前再任用短時間勤務職員 

 現行 改正後 改定の内容 

６月期 
期末手当 0.7月 0.7月 0.000月 

支給済み 
勤勉手当 0.5月 0.5月 0.000月 

１２月期 
期末手当 0.7月 0.725月 0.025月 

計0.05月 
勤勉手当 0.5月 0.525月 0.025月 

計 2.4月 2.45月 0.05月  

２ 一般職の職員の給与等に関する条例の一部改正（第２条関係） 

（１） 通勤手当のうち、自動車等の使用者に支給する手当について、６６，４００円を超えな

い範囲内で自動車等の使用距離の区分に応じて市長が規則で定める額とします。（第８条の２

関係） 

（２） 令和８年６月期以降の期末手当及び勤勉手当の支給割合を平準化します。（第１７条及
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び第１８条関係） 

●一般職員・会計年度任用職員 

 現行 改正後 改定の内容 

６月期 
期末手当 1.250月 1.2625月 0.0125月 計 

0.025月 勤勉手当 1.05月 1.0625月 0.0125月 

１２月期 
期末手当 1.275月 1.2625月 ▲0.0125月 計 

▲0.025月 勤勉手当 1.075月 1.0625月 ▲0.0125月 

計 4.65月 4.65月 0.000月 0.00月 

●定年前再任用短時間勤務職員 

 現行 改正後 改定の内容 

６月期 
期末手当 0.7月 0.7125月 0.0125月 計 

0.025月 勤勉手当 0.5月 0.5125月 0.0125月 

１２月期 
期末手当 0.725月 0.7125月 ▲0.0125月 計 

▲0.025月 勤勉手当 0.525月 0.5125月 ▲0.0125月 

計 2.45月 2.45月 0.00月 0.000月 

３ 大和高田市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部改正（第３条関係） 

（１） 特定任期付職員の給料表について、給料額の引上げを行います。（第７条関係） 

（２） 令和７年１２月期の期末手当及び勤勉手当の支給割合をともに０．０２５月分（再任用

職員にあっても０．０２５月分）引き上げます。（第８条関係） 

 現行 改正後 改定の内容 

６月期 
期末手当 0.95月 0.95月 0.00月 計 

0.00月 勤勉手当 0.875月 0.875月 0.00月 

１２月期 
期末手当 0.95月 0.975月 0.025月 計 

0.05月 勤勉手当 0.875月 0.90月 0.025月 

計 3.65月 3.7月 0.05月 0.05月 

４ 大和高田市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部改正（第４条関係） 

令和８年６月期以降の期末手当及び勤勉手当の支給割合を平準化します。（第８条関係） 

 現行 改正後 改定の内容 

６月期 
期末手当 0.95月 0.9625月 0.0125月 計 

0.025月 勤勉手当 0.875月 0.8875月 0.0125月 

12月期 
期末手当 0.975月 0.9625月 ▲0.0125月 計 

▲0.025月 勤勉手当 0.90月 0.8875月 ▲0.0125月 

計 3.7月 3.7月 0.0月 0.0月 

３ 施行期日 

  公布の日（第１条及び第３条） 

  令和８年４月１日（第２条及び第４条） 

 

◇職員等の旅費等に関する条例の一部を改正する条例（人事課） 

１ 理由 

   国家公務員等の旅費制度について、国内外の経済社会情勢の変化に対応するとともに実態及び

運用に即した法令の整備による手続の簡素化を図るため、国家公務員等の旅費に関する法律の規

定の整備に合わせた所要の改正を行います。 

２ 内容 

１ 出張の定義に、旅行命令権者が認める場合に、住所、居所その他旅行命令権者が認める場所を

離れて旅行することを加えます。（第１条の２関係） 
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２ 市が旅行役務提供契約を締結した旅行業者等に関する規定を新たに加えます。（第１条の２及

び第２条関係） 

３ 旅行者に対する旅行命令簿等の提示を、旅行命令簿等に記載又は記録をする事項の通知に改め

ます。（第３条関係） 

４ 旅費の種目及びその計算に係る内容について規定の変更を行います。（新第５条から第１６条

まで関係） 

５ 旅費の請求について、電磁的方法によりこれを行うことができることとします。（新第１７条

関係） 

６ 旅費の支給額の上限について定めます。（新第２０条関係） 

７ 旅行者等が違反して旅費の支給又は旅費に相当する金額の支払を受けた場合における当該旅

費等の返納に関する規定を定めます。（新第２８条関係） 

８ 条例で定める執行状況について、必要な監査又は措置を求めることができる旨定めます。（新

第２９条関係） 

９ その他所要の改正 

３ 施行期日 

  令和８年４月１日 

 

◇大和高田市市民交流センター条例の一部を改正する条例（まち振興課） 

１ 理由 

市民と行政のさらなる連携及び協働の推進並びに施設稼働率の向上を目指し、交流スペースの一

部の専用を廃止することに加え、多目的室及び会議室の使用対象者の制限をなくすよう改正します。

また、市民交流センターの運営健全化を目的に、施設使用料及び施設運営を見直すよう改正します。 

２ 内容 

１ 交流スペースの一部を専用的に使用する規定を削り、多目的室及び会議室の使用対象者の条件

を廃止します。（第５条関係） 

２ 別表第１（１）に記載された使用料の区分及び額を改正し、使用者が営利団体又は事業を営む

個人であるときの使用料は改正後の表中の額に２を乗じて得た額とします。（第１０条関係） 

●改正前 

（１） 多目的室、会議室及び交流スペースの使用料 

午前 午後 午前・午後 夜間 午後・夜間 全日

午前９時か
ら正午まで

午後１時か
ら午後５時
まで

午前９時か
ら午後５時
まで

午後６時か
ら午後９時
まで

午後１時か
ら午後９時
まで

午前９時か
ら午後９時
まで

市民活動団体 1,520円 2,030円 3,550円 1,520円 3,550円 5,070円

市民活動団体以外の者 5,090円 5,090円 10,180円 5,090円 10,180円 15,270円

市民活動団体 610円 810円 1,420円 610円 1,420円 2,030円

市民活動団体以外の者 2,030円 2,030円 4,060円 2,030円 4,060円 6,090円

市民活動団体 450円 610円 1,060円 450円 1,060円 1,510円

市民活動団体以外の者 1,520円 1,520円 3,040円 1,520円 3,040円 4,560円

区分

多目的室

会議室

スペース
の一部

 

●改正後 

（１） 多目的室及び会議室の使用料 
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午前 午後 午前・午後 夜間 午後・夜間 全日

午前９時か
ら正午まで

午後１時か
ら午後５時
まで

午前９時か
ら午後５時
まで

午後６時か
ら午後９時
まで

午後１時か
ら午後９時
まで

午前９時か
ら午後９時
まで

本市に住所を有する者（法
人その他の団体にあって
は、本市に事務所を有する
者。この表において「市民
等」という。）

2,100円 2,800円 4,900円 2,100円 4,900円 7,000円

市民等以外の者 4,200円 5,600円 9,800円 4,200円 9,800円 14,000円

市民等 900円 1,200円 2,100円 900円 2,100円 3,000円

市民等以外の者 1,800円 2,400円 4,200円 1,800円 4,200円 6,000円

会議室

区分

多目的室

 

３ 自動車駐車場の使用料の額について、最初の１時間は無料、その後１時間につき２００円、１

日の上限を１，０００円とするよう規定を改めます。（別表第２関係） 

４ その他所要の改正 

３ 施行期日 

  令和８年７月１日 

 

◇大和高田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例（保育幼

稚園課） 

１ 理由 

子ども・子育て支援法第３４条第２項及び第４６条第２項の規定により、特定教育・保育施設の

運営に関する基準及び特定地域型保育事業の運営に関する基準について条例でこれを定めなけれ

ばならないとされているところ、同法第３４条第３項及び第４６条第３項の規定により内閣府令で

定める従うべき基準及び参酌すべき基準について、これらの基準の改正内容に迅速に対応するため、

条例の規定について、新たに当該内閣府令で定める基準の例によることとする改正を行います。 

２ 内容 

○案の骨子 

第１条（趣旨） 

第２条（特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準） 

第３条（委任） 

３ 施行期日 

  公布の日 

 

◇大和高田市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（保育幼稚園課） 

１ 理由 

児童福祉法第３４条の１６第１項の規定により、家庭的保育事業等の設備及び運営の基準につい

て条例でこれを定めなければならないとされているところ、同条第２項の規定により内閣府令で定

める従うべき基準及び参酌すべき基準について、これらの基準の改正内容に迅速に対応するため、

条例の規定について、新たに当該内閣府令で定める基準の例によることとする改正を行います。 

２ 内容 

○案の骨子 

第１条（趣旨） 

第２条（家庭的保育の設備及び運営に関する基準） 



令和８年１月９日（金） 大 和 高 田 市 公 報 第４４４号 

 

 

 

 

 

11 

第３条（委任） 

３ 施行期日 

  公布の日 

 

◇大和高田市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（保育幼稚園課） 

１ 理由 

児童福祉法第３４条の８の２第１項の規定により、放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基

準について条例でこれを定めな  ければならないとされているところ、同条第２項の規定により

内閣府令で定める参酌すべき基準について、これらの基準の改正内容に迅速に対応するため、条例

の規定について、新たに当該内閣府令で定める基準の例によることとする改正を行います。 

２ 内容 

○案の骨子 

第１条（趣旨） 

第２条（放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準） 

第３条（委任） 

３ 施行期日 

  公布の日 

 

 

 

条例 

大和高田市行政組織条例及び大和高田市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例の一部を改

正する等の条例（企画創生課） 

条例第３１号 

大和高田市行政組織条例及び大和高田市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例の一部

を改正する等の条例をここに公布する。 

令和７年１２月１６日 

大和高田市長 堀内 大造   

大和高田市行政組織条例及び大和高田市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例の

一部を改正する等の条例 

 （大和高田市行政組織条例の一部改正） 

第１条 大和高田市行政組織条例（平成１９年条例第２９号）の一部を次のように改正する。 

第２条第１項中第４号を削り、第５号を第４号とし、同号の次に次の１号を加える。 

（５） こども・健康部 

第２条第１項中第６号を削り、第７号を第６号とし、第８号を第７号とし、同条第２項を削る。 

第３条を次のように改める。 

（分掌事務） 

第３条 部等の分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。 

（１） 企画政策部 

ア 秘書に関すること。 

イ 組織に関すること。 

ウ 人事、研修及び福利厚生に関すること。 

条 例 
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エ 広報及び広聴に関すること。 

オ 国際交流及び観光に関すること。 

カ 情報政策に関すること。 

キ 産業振興に関すること。 

ク 特命事務の推進に関すること。 

ケ 政策の企画及び施策の総合調整に関すること。 

（２） 総務部 

ア 議会に関すること。 

イ 財政に関すること。 

ウ 文書に関すること。 

エ 財産に関すること。 

オ 市税の賦課（国民健康保険税を除く。）及び徴収に関すること。 

カ 法制に関すること。 

キ 契約及び工事の検査に関すること。 

ク 他の部等の主管に属さない事項に関すること。 

（３） 市民生活部 

ア 戸籍、住民基本台帳に関すること。 

イ 国民年金に関すること。 

ウ 人権に関すること。 

エ 防災に関すること。 

オ 生活安全に関すること。 

カ 地域コミュニティに関すること。 

キ 国民健康保険（国民健康保険税の徴収を除く。）に関すること。 

ク 後期高齢者医療保険に関すること。 

（４） 福祉部 

ア 障害者福祉に関すること。 

イ 高齢者福祉に関すること。 

ウ 生活支援に関すること。 

エ 介護保険に関すること。 

オ 福祉施策の総合調整に関すること。 

（５） こども・健康部 

ア こども家庭福祉に関すること。 

イ 保健衛生に関すること。 

ウ こども家庭福祉施策の総合調整に関すること。 

（６） 環境建設部 

ア 廃棄物対策に関すること。 

イ 道路、河川及び橋りょうに関すること。 

ウ 住宅及び建築に関すること。 

エ 都市計画に関すること。 

オ 公園及び緑地に関すること。 

カ 下水道に関すること。 

  （７） 市立病院 病院事業に関すること。 
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（大和高田市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例の廃止） 

第２条 大和高田市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例（令和２年条例第３２号）は、

廃止する。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の際現に効力を有する市長が行った処分、手続その他の行為又は現に市長に対し

てなされた申請その他の行為で、この条例の施行の日以後教育委員会が管理し、及び執行すること

となる事務に係るものは、同日以後においては、教育委員会が行った処分、手続その他の行為又は

教育委員会に対してなされた申請その他の行為とみなす。 

 （大和高田市スポーツ推進審議会条例の一部改正） 

３ 大和高田市スポーツ推進審議会条例（昭和５４年条例第５号）の一部を次のように改正する。 

第２条各号列記以外の部分中「、市長」を「、大和高田市教育委員会（以下「教育委員会」とい

う。）」に、「市長に」を「教育委員会に」に改め、同条第１号中「第１０条第１項」を「第１０

条第１項及び第２項」に改める。 

第４条中「市長」を「教育委員会」に改める。 

第７条中「地域振興部」を「教育委員会事務局」に改める。 

第８条中「市長」を「教育委員会」に改める。 

（大和高田市運動場条例の一部改正） 

４ 大和高田市運動場条例（昭和２７年条例第２５号）の一部を次のように改正する。 

第２条から第５条までの規定及び第８条中「市長」を「教育委員会」に改める。 

第９条第２項中「市長」を「教育委員会」に改め、「執行し」の次に「、市長が」を加える。 

第１１条中「市長」を「教育委員会」に改める。 

（大和高田市立総合体育館条例の一部改正） 

５ 大和高田市立総合体育館条例（昭和５７年条例第６号）の一部を次のように改正する。 

第３条中「市長」を「大和高田市教育委員会（以下「教育委員会」という。）」に改める。 

第４条及び第７条から第９条までの規定中「市長」を「教育委員会」に改める。 

（大和高田市立武道館条例の一部改正） 

６ 大和高田市立武道館条例（平成３年条例第１０号）の一部を次のように改正する。 

第３条中「市長」を「大和高田市教育委員会（以下「教育委員会」という。）」に改める。 

第４条から第６条までの規定、第１０条及び第１３条中「市長」を「教育委員会」に改める。 

別表備考１中「市長」を「教育委員会」に、同表備考３中「規則」を「教育委員会が規則」に改

める。 

（大和高田市文化会館条例の一部改正） 

７ 大和高田市文化会館条例（平成７年条例第２６号）の一部を次のように改正する。 

第３条第１項中「市長」を「大和高田市教育委員会（以下「教育委員会」という。）」に改め、

同条第２項中「市長」を「教育委員会」に改める。 

第４条、第５条及び第１１条中「市長」を「教育委員会」に改める。 

第１２条第２項中「市長が」を「教育委員会は」に改め、「執行し、」の次に「市長は」を加え

る。 

第１３条第２項中「前項」を「、前項」に、「その賠償責任」を「、その賠償責任」に改める。 
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別表の２ 附属設備及びその使用料中「市長」を「教育委員会」に改める。 

 

大和高田市行政手続条例の一部を改正する条例（法務課） 

条例第３２号 

大和高田市行政手続条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

令和７年１２月１６日 

大和高田市長 堀内 大造   

大和高田市行政手続条例の一部を改正する条例 

大和高田市行政手続条例（平成１０年条例第３号）の一部を次のように改正する。 

第１５条第１項中「名あて人」を「名宛人」に改め、同条第３項中「名あて人」を「名宛人」に、

「その者の氏名、同項第３号及び第４号に掲げる事項並びに当該行政庁が同項各号に掲げる事項を記

載した書面をいつでもその者に交付する旨を当該行政庁の事務所の掲示場に掲示すること」を「公示

の方法」に改め、同項後段を削り、同条に次の１項を加える。 

４ 前項の公示の方法による通知は、不利益処分の名宛人となるべき者の氏名、第１項第３号及び第

４号に掲げる事項並びに当該行政庁が同項各号に掲げる事項を記載した書面をいつでもその者に

交付する旨（以下この項において「公示事項」という。）を規則で定める方法により不特定多数の

者が閲覧することができる状態に置くとともに、公示事項が記載された書面を当該行政庁の事務所

の掲示場に掲示し、又は公示事項を当該事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲

覧をすることができる状態に置く措置をとることによって行うものとする。この場合においては、

当該措置を開始した日から２週間を経過したときに、当該通知がその者に到達したものとみなす。 

第１６条第１項中「同条第３項後段」を「同条第４項後段」に改める。 

第２２条第３項中「第１５条第３項」の次に「及び第４項」を、「同条第３項」の次に「及び第４

項」を加え、「名あて人」を「名宛人」に改め、「参加人」と、」の次に「同項中」を加え、「掲示

を始めた日から２週間を経過した」を削り、「、掲示を始めた」を「、当該措置を開始した」に改め

る。 

第２９条前段中「及び」の次に「第４項並びに」を加え、同条後段中「「同項第３号」を「同条第

４項中「第１項第３号」に、「同条第３号」を「第２８条第３号」に、「同条第３項後段」を「同条

第４項後段」に、「第１５条第３項後段」を「第１５条第４項後段」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本

法等の一部を改正する法律（令和５年法律第６３号）附則第１条第２号に掲げる規定の施行の日か

ら施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の大和高田市行政手続条例の規定は、この条例の施行の日以後にする聴聞

の通知について適用し、同日前にした聴聞の通知については、なお従前の例による。 

 

大和高田市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番

号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例（情報政策課） 

条例第３３号 

大和高田市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個

人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。 
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令和７年１２月１６日 

大和高田市長 堀内 大造   

大和高田市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づ

く個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例 

大和高田市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個

人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例（平成２７年条例第３１号）の一部を次のように

改正する。 

第２条に次の２号を加える。 

（７） 住登外者宛名番号管理機能 市の事務を処理するために利用する情報システムの機能であ

って住登外者（市の住民基本台帳に記録されていない者をいう。以下同じ。）を特定する固有の

番号を付番し、管理するものをいう。 

（８） 住登外者宛名情報 住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する情報

をいう。 

第４条第１項中「及び」を「、」に改め、「特定個人番号利用事務」の次に「並びに市長又は教育

委員会が住登外者宛名情報を利用して行う法別表の右欄に掲げる事務及び法第９条第１項に規定する

準法定事務（以下この条において「準法定事務」という。）」を加え、同条中第４項を第５項とし、

第３項の次に次の１項を加える。 

４ 市長又は教育委員会は、法別表の右欄に掲げる事務又は準法定事務を処理するために必要な限

度で、住登外者宛名情報であって自らが保有するものを利用することができる。 

別表第１中「 

１６  教育

委員会 

就学困難と認められる児童生徒の保護者に対する必要な

援助に関する事務であって規則で定めるもの 

１７  教育

委員会 

障害のある児童生徒の保護者に対する必要な援助に関す

る事務であって規則で定めるもの 

」を 

「 

１６ 市長 住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管

理に関する事務であって規則で定めるもの 

１７ 教育委

員会 

就学困難と認められる児童生徒の保護者に対する必要

な援助に関する事務であって規則で定めるもの 

１８ 教育委

員会 
障害のある児童生徒の保護者に対する必要な援助に関

する事務であって規則で定めるもの 

１９ 教育委

員会 

住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管

理に関する事務であって規則で定めるもの 

」に改める。 

別表第２の１の項中「又は生活保護法」を「、生活保護法」に改め、「外国人生活保護関係情報」

という。）」の次に「又は住登外者宛名情報」を加え、同表の２の項から７の項までの規定中「又は

外国人生活保護関係情報」を「、外国人生活保護関係情報又は住登外者宛名情報」に、同表の８の項

中「又は住民票関係情報」を「、住民票関係情報又は住登外者宛名情報」に、同表の９の項中「又は
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障害者関係情報」を「、障害者関係情報又は住登外者宛名情報」に、同表の１０の項中「又は外国人

生活保護関係情報」を「、外国人生活保護関係情報又は住登外者宛名情報」に、同表の１１の項及び

１２の項中「又は障害者関係情報」を「、障害者関係情報又は住登外者宛名情報」に、同表の１３の

項中「又は外国人生活保護関係情報」を「、外国人生活保護関係情報又は住登外者宛名情報」に改め、

同表の２０の項の次に次のように加える。 

２１ 教育委員

会 
就学困難と認められる児童生徒の

保護者に対する必要な援助に関す

る事務であって規則で定めるもの 

住登外者宛名情報であって規則で定

めるもの 

２２ 教育委員

会 
障害のある児童生徒の保護者に対

する必要な援助に関する事務であ

って規則で定めるもの 

住登外者宛名情報であって規則で定

めるもの 

別表第３の２の項の次に次のように加える。 

３ 教育委員会 住登外者宛名番号管理機能による

住登外者の情報の管理に関する事

務であって規則で定めるもの 

市長 住登外者宛名情報で

あって規則で定める

もの 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例（法務課） 

条例第３４号 

地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例をここに公布する。 

令和７年１２月１６日 

大和高田市長 堀内 大造   

地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例 

（大和高田市監査委員条例の一部改正） 

第１条 大和高田市監査委員条例（昭和３９年条例第４６号）の一部を次のように改正する。 

第１０条中「第２４３条の２の８第３項」を「第２４３条の２の９第３項」に改める。 

（大和高田市立病院事業の設置等に関する条例の一部改正） 

第２条 大和高田市立病院事業の設置等に関する条例（平成１７年条例第１１号）の一部を次のよう

に改正する。 

第６条中「第２４３条の２の８第８項」を「第２４３条の２の９第８項」に改める。 

（大和高田市下水道事業の設置等に関する条例の一部改正） 

第３条 大和高田市下水道事業の設置等に関する条例（令和７年条例第１２号）の一部を次のように

改正する。 

第５条中「第２４３条の２の８第８項」を「第２４３条の２の９第８項」に改める。 

附 則 

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律（令和６年法律第６５号）附則第１条第３号に掲げ

る規定の施行の日から施行する。 
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職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例（人事課） 

条例第３５号 

職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

令和７年１２月１６日 

大和高田市長 堀内 大造   

職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 

職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成７年条例第５号）の一部を次のように改正する。 

第１１条中「介護時間」の次に「、子育て部分休暇」を加える。 

第１５条の２の次に次の１条を加える。 

（子育て部分休暇） 

第１５条の３ 子育て部分休暇は、職員（育児短時間勤務職員等又は育児休業法第１９条第１項の規

定による部分休業の承認を受けることができる職員を除く。）が満９歳に達する日以後の最初の３

月３１日までの子を養育するため、公務の運営に支障がある場合を除き、１日の勤務時間の一部に

つき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。 

２ 子育て部分休暇の時間は、１日につき２時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。 

３ 第１５条第３項の規定は、子育て部分休暇について準用する。 

第１７条の見出し及び同条第１項中「及び介護時間」を「、介護時間及び子育て部分休暇」に改め

る。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

（準備行為） 

２ 子育て部分休暇に関し必要な手続は、この条例の施行の日前においても行うことができる。 

 

大和高田市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例（人事課） 

条例第３６号 

大和高田市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例をここ

に公布する。 

令和７年１２月１６日 

大和高田市長 堀内 大造   

大和高田市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例 

大和高田市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例（平成２０年条例第２９号）

の一部を次のように改正する。 

第４条第２項を次のように改める。 

２ 前項の規定により支給する旅費の種目は、職員等の旅費等に関する条例（昭和２７年条例第１３

号）第５条に規定する旅費の種目（転居費、着後滞在費及び家族移転費を除く。）とする。 

第４条第３項中「前項」を「前２項」に、「旅費の支給方法」を「議長等の旅費の支給」に改め、

同項を同条第４項とし、同条第２項の次に次の１項を加える。 

３ 第１項の規定により支給する旅費の額は、市長に支給する旅費の額に相当する額とする。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 
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（経過措置） 

２ この条例による改正後の大和高田市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の

規定は、この条例の施行の日以後に出発した旅行に係る旅費の支給について適用し、同日前に出発

した旅行に係る旅費の支給については、なお従前の例による。 

 

大和高田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例（人

事課） 

条例第３７号 

大和高田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例

をここに公布する。 

令和７年１２月１６日 

大和高田市長 堀内 大造   

大和高田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する

条例 

大和高田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭和３５年条例第３５

号）の一部を次のように改正する。 

第２条第１項中「別表第１」を「別表」に改める。 

第６条第２項中「種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当及び宿泊料」を「種目は、職員等の

旅費等に関する条例（昭和２７年条例第１３号）第５条に規定する旅費の種目（転居費、着後滞在費

及び家族移転費を除く。）及び車賃」に改め、同項ただし書を削り、同条第３項から第５項までを次

のように改める。 

３ 第１項の規定により支給する旅費（車賃を除く。）の額は、市長に支給される旅費の例による。

ただし、別表の２項に掲げる特別職の職員に係る旅費の額にあっては、一般職の職員に支給される

旅費の例による。 

４ 車賃の額は、１キロメートルにつき１８円とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを

得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支給することができない場合には、実費額とする。 

５ 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、旅行中における年度の経過等のため車賃を区分し

て計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ

以降の分に区分した路程ごとに通算して計算する。 

第６条に次の２項を加える。 

６ 前項の規定により通算した路程に１キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。 

７ 定期的に一般旅客営業を行っているバス、軌道、ケーブルカー等を利用して旅行するのが通常の

経路である場合には、その実費額を支給する。 

第７条中「費用弁償の計算、調整及び請求手続その他の支給方法」を「特別職の職員の旅費の支給」

に改め、「に支給する旅費」を削る。 

附則第３項中「別表第１」を「別表」に改める。 

別表第１を別表とする。 

別表第２を削る。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 
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２ この条例による改正後の大和高田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条

例の規定は、この条例の施行の日以後に出発した旅行に係る旅費の支給について適用し、同日前に

出発した旅行に係る旅費の支給については、なお従前の例による。 

（大和高田市消防団に関する条例の一部改正） 

３ 大和高田市消防団に関する条例（昭和３６年条例第１４号）の一部を次のように改正する。 

第１５条第２項中「別表第１」を「別表」に改める。 

 

大和高田市実費弁償条例の一部を改正する条例（人事課） 

条例第３８号 

大和高田市実費弁償条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

令和７年１２月１６日 

大和高田市長 堀内 大造   

大和高田市実費弁償条例の一部を改正する条例 

大和高田市実費弁償条例（昭和３５年条例第１５号）の一部を次のように改正する。 

第３条を次のように改める。 

（実費弁償の種目） 

第３条 実費弁償の種目は、職員等の旅費等に関する条例（昭和２７年条例第１３号）第５条に規定

する旅費の種目（転居費、着後滞在費及び家族移転費を除く。次条及び第６条において「鉄道賃等」

という。）、車賃及び日当とする。 

第５条を第８条とし、第４条を第７条とし、第３条の次に次の３条を加える。 

（鉄道賃等） 

第４条 鉄道賃等の額は、別表のとおりとする。 

（車賃） 

第５条 車賃の額は、別表のとおりとする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情

により定額の車賃で旅行の実費を支給することができない場合には、実費額とする。 

２ 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、旅行中における年度の経過等のため車賃を区分し

て計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ

以降の分に区分した路程ごとに通算して計算する。 

３ 前項の規定により通算した路程に１キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。 

４ 定期的に一般旅客営業を行っているバス、軌道、ケーブルカー等を利用して旅行するのが通常の

経路である場合には、その実費額を支給する。 

（日当） 

第６条 日当の額は、別表のとおりとする。 

２ 第４条の鉄道賃等を支給する場合であって、路程が鉄道１００キロメートル未満、水路５０キロ

メートル未満又は陸路２５キロメートル未満の旅行の場合における日当の額は、公務上の必要又は

天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除くほか、前項の規定にかかわらず、同項の定

額の２分の１に相当する額とする。 

３ 鉄道、水路又は陸路にわたる旅行については、鉄道４キロメートル、水路２キロメートルをもっ

てそれぞれ陸路１キロメートルとみなして、前項の規定を適用する。 

４ 前３項の規定にかかわらず、奈良県内に旅行する場合は、日当を支給しない。ただし、公務上の

必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合は、この限りでない。 

別表を次のように改める。 
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別表（第４条、第５条及び第６条） 

鉄道賃等 
車賃 

〔１キロメートルにつき〕 

日当 

〔１日につき〕 

一般職の職員の例により計算した額 １８円 ２，０００円 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の大和高田市実費弁償条例の規定は、この条例の施行の日以後に行う出頭、

出席又は参加に係る実費弁償について適用し、同日前に行った出頭、出席又は参加に係る実費弁償

については、なお従前の例による。 

 

特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部を改正する条例（人事課） 

条例第３９号 

特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

令和７年１２月１６日 

大和高田市長 堀内 大造   

特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部を改正する条例 

第１条 特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例（昭和３４年条例第３号）の一部を次のよう

に改正する。 

第６条ただし書中「１００分の１２５」を「、６月に支給する場合には１００分の１２５、１２

月に支給する場合には１００分の１２７．５」に改める。 

第２条 特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部を次のように改正する。 

第６条ただし書中「、６月に支給する場合には１００分の１２５、１２月に支給する場合には１

００分の１２７．５」を「１００分の１２６．２５」に改める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、令和８年４月１日から施行する。 

 

一般職の職員の給与等に関する条例及び教育職員の給与等に関する特別措置条例の一部を改正する条

例（人事課） 

条例第４０号 

一般職の職員の給与等に関する条例及び教育職員の給与等に関する特別措置条例の一部を改正す

る条例をここに公布する。 

令和７年１２月１６日 

大和高田市長 堀内 大造   

一般職の職員の給与等に関する条例及び教育職員の給与等に関する特別措置条例の一部を改

正する条例 

（一般職の職員の給与等に関する条例の一部改正） 

第１条 一般職の職員の給与等に関する条例（昭和３２年条例第６３号）の一部を次のように改正す

る。 

別表第２ア 教育職給料表（１）備考第２号中「は、この表の額に７，７００円」を「にあって

はこの表の額に１１，５００円をそれぞれ加算した額とし、その職務の級が４級である職員で市長



令和８年１月９日（金） 大 和 高 田 市 公 報 第４４４号 

 

 

 

 

 

21 

が規則で定めるものの給料月額にあってはこの表の額に３，８００円」に改める。 

別表第２イ 教育職給料表（２）備考第２号中「は、この表の額に７，５００円」を「にあって

はこの表の額に１１，５００円をそれぞれ加算した額とし、その職務の級が４級である職員で市長

が規則で定めるものの給料月額にあってはこの表の額に４，０００円」に改める。 

（教育職員の給与等に関する特別措置条例の一部改正） 

第２条 教育職員の給与等に関する特別措置条例（昭和４６年条例第２０号）の一部を次のように改

正する。 

第２条中「イ教育職給料表（二）」の次に「（次条第１項及び第３条の２において「教育職給料表」

と総称する。）」を加える。 

第３条第１項中「のうちその属する職務の級が給料表の２級又は１級である者」を「（職務の級

が教育職給料表の４級、３級又は特２級である者並びに指導改善研修被認定者（教育公務員特例法

（昭和２４年法律第１号）第２５条第１項の規定による認定を受けた者であって、当該認定の日か

ら同条第４項の認定の日までの間にあるものをいう。次条において同じ。）を除く。第３項及び第

６条において同じ。）」に、「１００分の４」を「１００分の１０（幼稚園の教育職員にあっては、

１００分の４）」に改め、同条第３項中「（管理職手当を受ける者を除く。第６条において同じ。）」

を削る。 

第３条の２中「定年前再任用短時間勤務職員」の次に「（職務の級が教育職給料表の４級、３級

又は特２級である者並びに指導改善研修被認定者を除く。）」を加える。 

附則第１項に見出しとして「（施行期日）」を付す。 

附則第２項を次のように改める。 

（経過措置） 

２ 次の表の左欄に掲げる期間における第３条第１項の規定の適用については、同項中「１００分

の１０」とあるのは、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

令和８年１月１日から同年１２月３１日まで １００分の５ 

令和９年１月１日から同年１２月３１日まで １００分の６ 

令和１０年１月１日から同年１２月３１日まで １００分の７ 

令和１１年１月１日から同年１２月３１日まで １００分の８ 

令和１２年１月１日から同年１２月３１日まで １００分の９ 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和８年１月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の一般職の職員の給与等に関する条例及び教育職員の給与等に関する特別

措置条例の規定は、この条例の施行の日以後に支給される給与について適用し、同日前に支給され

る給与については、なお従前の例による。 

 

一般職の職員の給与等に関する条例及び大和高田市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関す

る条例の一部を改正する条例（人事課） 

条例第４１号 

一般職の職員の給与等に関する条例及び大和高田市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に

関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

令和７年１２月１６日 
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大和高田市長 堀内 大造   

一般職の職員の給与等に関する条例及び大和高田市一般職の任期付職員の採用及び給与の特

例に関する条例の一部を改正する条例 

（一般職の職員の給与等に関する条例の一部改正） 

第１条 一般職の職員の給与等に関する条例（昭和３２年条例第６３号）の一部を次のよ 

うに改正する。 

第８条の２第２項第２号ハ中「７，０００円」を「７，３００円」に改め、同号二中「９，１０

０円」を「１０，４００円」に改め、同号ホ中「１１，３００円」を「１３，５００円」に改め、

同号へ中「１３，７００円」を「１６，６００円」に改め、同号ト中「１６，１００円」を「１９，

７００円」に改め、同号チ中「１８，５００円」を「２２，８００円」に改め、同号リ中「２０，

９００円」を「２５，９００円」に改め、同号ヌ中「２１，８００円」を「２９，１００円」に改

め、同号ル中「２２，７００円」を「３２，３００円」に改め、同号ヲ中「２３，６００円」を「３

５，５００円」に改め、同号ワ中「２４，５００円」を「３８，７００円」に改め、同条第３項中

「、第２項第２号に定める額及び特別料金等相当額」を「及び第２項第２号に定める額」に改め、

「（新幹線鉄道等が２以上ある場合においては、その合計額）」を削り、「前２項」を「前項」に改

める。 

第１４条第１項中「４，４００円」を「４，７００円」に、「６，６００円」を「７，０５０円」

に改め、同条第２項中「２２，０００円」を「２３，５００円」に改める。 

第１７条第２項中「１００分の１２５」を「、６月に支給する場合には１００分の１２５、１２

月に支給する場合には１００分の１２７．５」に改め、同条第３項中「１００分の１２５」を「６

月に支給する場合には１００分の１２５、１２月に支給する場合には１００分の１２７．５」に改

め、同項第１号中「１００分の７０」を「６月に支給する場合には１００分の７０、１２月に支給

する場合には１００分の７２．５」に改める。 

第１８条第２項第１号中「１００分の１０５」を「、６月に支給する場合には１００分の１０５、

１２月に支給する場合には１００分の１０７．５」に改め、同項第２号中「１００分の５０」を「、

６月に支給する場合には１００分の５０、１２月に支給する場合には１００分の５２．５」に改め

る。 

別表第１から別表第３までを次のように改める。 

別表第１（第３条関係） 

行政職給料表 

職員

の区

分 

職務

の級 
１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 

号給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 

定年

前再

任用

短時

間勤

務職

員以

外の

 円 円 円 円 円 円 円 

１ 195,800 242,000 276,300 309,800 332,600 366,800 420,700 

２ 196,900 243,300 277,300 311,300 334,400 368,500 422,600 

３ 198,100 244,700 278,300 312,700 336,200 370,100 424,500 

４ 199,200 246,100 279,300 314,100 337,900 371,700 426,300 

５ 200,300 247,500 280,300 315,500 339,600 373,300 428,100 

６ 202,000 248,900 281,300 316,600 341,300 375,100 429,900 

７ 203,600 250,300 282,200 317,600 343,000 376,600 431,700 
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職員 ８ 205,200 251,700 283,200 318,800 344,600 378,200 433,500 

９ 206,700 253,100 284,200 320,000 346,200 379,500 435,100 

10 208,400 254,300 285,200 321,600 347,900 381,100 436,600 

11 210,000 255,600 286,200 323,200 349,600 382,700 438,100 

12 211,600 256,900 287,200 324,800 351,200 384,200 439,600 

13 213,100 258,100 288,200 326,200 352,700 386,100 441,100 

14 214,800 259,300 289,500 327,800 354,300 388,000 442,400 

15 216,500 260,500 290,800 329,400 355,900 389,900 443,700 

16 218,200 261,700 292,000 331,000 357,400 391,700 444,900 

17 219,400 262,800 293,200 332,400 358,800 393,200 446,100 

18 221,000 263,900 294,500 334,100 360,500 395,000 447,400 

19 222,600 265,000 295,700 335,700 362,100 396,700 448,700 

20 224,100 266,100 296,900 337,300 363,700 398,300 449,900 

21 225,600 267,000 297,900 338,700 364,800 400,000 451,100 

22 227,200 268,000 299,100 340,400 366,300 401,400 451,900 

23 228,800 269,000 300,300 342,100 367,800 402,800 452,700 

24 230,400 270,000 301,600 343,700 369,300 404,200 453,500 

25 232,000 271,000 302,900 344,900 371,000 405,600 454,100 

26 233,700 271,900 303,900 346,800 372,800 406,800 454,700 

27 235,000 272,700 304,900 348,500 374,400 408,000 455,300 

28 236,300 273,600 305,900 350,100 376,100 409,000 455,900 

29 237,600 274,400 307,000 351,600 377,500 410,100 456,600 

30 238,700 275,200 308,200 353,200 378,800 411,300 457,400 

31 239,800 276,000 309,300 354,800 380,000 412,400 457,800 

32 240,900 276,700 310,500 356,400 381,400 413,500 458,500 

33 242,000 277,400 311,600 358,100 382,500 414,200 459,000 

34 242,900 278,200 312,900 359,900 383,400 414,900 459,400 

35 243,800 279,000 314,200 361,700 384,400 415,500 459,800 

36 244,800 279,600 315,500 363,500 385,400 416,200 460,200 

37 245,800 280,300 316,700 365,000 386,200 416,800 460,600 

38 246,700 281,100 318,000 366,400 387,100 417,400 460,900 

39 247,600 281,800 319,300 367,800 388,000 417,900 461,200 

40 248,400 282,500 320,600 369,200 388,800 418,300 461,500 

41 249,200 283,200 321,900 370,700 389,600 418,700 461,800 

42 249,900 283,900 323,100 371,500 390,400 418,900 462,100 

43 250,500 284,600 324,400 372,400 391,200 419,200 462,400 

44 251,100 285,300 325,500 373,400 391,900 419,500 462,700 

45 251,800 286,000 326,400 374,300 392,600 419,800 463,000 

46 252,400 286,600 327,700 375,400 393,300 420,100   
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47 253,000 287,300 329,000 376,300 394,000 420,400   

48 253,600 287,900 330,300 377,300 394,700 420,700   

49 254,100 288,600 331,400 378,200 395,200 420,900   

50 254,700 289,200 332,700 378,900 395,800 421,200   

51 255,300 289,900 333,900 379,600 396,400 421,400   

52 255,800 290,600 335,100 380,200 397,100 421,700   

53 256,200 291,100 336,400 380,600 397,500 421,900   

54 256,600 291,700 337,400 381,200 398,100 422,200   

55 256,900 292,300 338,500 381,800 398,700 422,500   

56 257,200 293,000 339,600 382,500 399,200 422,800   

57 257,500 293,600 340,300 382,800 399,600 423,000   

58 257,800 294,200 341,200 383,500 400,200 423,300   

59 258,100 294,800 341,900 384,200 400,800 423,600   

60 258,400 295,500 342,700 384,800 401,300 423,800   

61 258,700 296,100 343,500 385,100 401,700 424,000   

62 259,000 296,700 343,900 385,600 402,200 424,300   

63 259,300 297,200 344,400 386,200 402,700 424,600   

64 259,600 297,700 345,100 386,800 403,300 424,800   

65 259,900 298,200 345,900 387,100 403,600 425,000   

66 260,200 298,800 346,600 387,700 404,000 425,300   

67 260,500 299,300 347,300 388,400 404,300 425,600   

68 260,800 299,900 347,900 389,000 404,700 425,800   

69 261,100 300,300 348,400 389,400 405,000 426,000   

70 261,400 300,800 349,000 389,900 405,300 426,300   

71 261,700 301,300 349,500 390,500 405,600 426,600   

72 262,000 301,900 350,100 391,000 405,800 426,800   

73 262,300 302,400 350,400 391,500 406,000 427,000   

74 262,600 302,800 350,900 392,100 406,300     

75 262,900 303,100 351,200 392,500 406,600     

76 263,200 303,400 351,600 392,800 406,800     

77 263,500 303,600 352,000 393,200 407,000     

78 263,800 303,900 352,500 393,700 407,300     

79 264,100 304,100 353,000 394,100 407,600     

80 264,400 304,400 353,500 394,500 407,800     

81 264,700 304,600 353,800 394,900 408,000     

82 265,000 304,800 354,200 395,400 408,300     

83 265,300 305,100 354,600 395,800 408,600     

84 265,600 305,300 355,000 396,200 408,800     

85 265,900 305,600 355,300 396,500 409,000     
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86 266,200 305,800 355,700         

87 266,500 306,100 356,100         

88 266,800 306,400 356,500         

89 267,100 306,700 356,700         

90 267,400 307,000 357,100         

91 267,700 307,300 357,500         

92 268,000 307,600 357,900         

93 268,300 307,800 358,100         

94   308,000 358,400         

95   308,300 358,800         

96   308,700 359,100         

97   308,900 359,400         

98   309,200 359,800         

99   309,500 360,200         

100   309,900 360,600         

101   310,100 361,100         

102   310,400 361,500         

103   310,700 361,900         

104   311,000 362,300         

105   311,200 362,800         

106   311,500 363,200         

107   311,800 363,500         

108   312,100 363,800         

109   312,300 364,200         

110   312,600           

111   313,000           

112   313,300           

113   313,500           

114   313,700           

115   314,000           

116   314,400           

117   314,600           

118   314,800           

119   315,100           

120   315,400           

121   315,700           

122   315,900           

123   316,200           

124   316,500           
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125   316,800           

定年

前再

任用

短時

間勤

務職

員 

 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

円 円 円 円 円 円 円 

200,300 227,800 269,500 290,100 305,700 331,900 374,800 

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。ただし、第１９条の３に

規定する職員を除く。 

別表第２（第３条関係） 

教育職給料表 

ア 教育職給料表（１）  

職員

の区

分 

職務

の級 
１級 ２級 ３級 ４級 

号給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 

定年

前再

任用

短時

間勤

務職

員以

外の

職員 

 円 円 円 円 

１ 212,900  259,800  389,400  464,700  

２ 215,300  261,200  390,900  466,500  

３ 217,600  262,600  392,300  468,300  

４ 219,900  264,000  393,700  470,100  

５ 222,100  265,400  395,100  471,800  

６ 224,400  266,600  396,500  473,500  

７ 226,600  267,800  398,000  475,400  

８ 228,800  269,000  399,400  477,200  

９ 231,000  270,300  400,700  478,900  

10 233,200  271,400  402,100  480,500  

11 235,400  272,500  403,600  482,100  

12 237,600  273,700  405,100  483,600  

13 239,800  275,000  406,400  485,100  

14 241,900  276,700  407,900  486,400  

15 244,000  278,400  409,400  487,800  

16 246,100  280,100  410,900  489,100  

17 248,200  281,800  412,300  490,300  

18 250,000  283,800  413,900  490,900  

19 251,700  286,000  415,500  491,500  

20 253,400  288,200  417,000  492,200  

21 255,100  290,400  418,200  492,800  

22 256,400  292,600  419,600   
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23 257,700  294,800  421,000   

24 258,900  296,900  422,300   

25 260,100  298,900  423,900   

26 261,300  300,800  425,300   

27 262,500  302,700  426,600   

28 263,700  304,500  428,000   

29 264,800  306,300  429,400   

30 265,800  308,200  430,700   

31 266,900  310,000  432,200   

32 267,900  311,700  433,700   

33 269,000  313,400  435,300   

34 270,100  315,200  436,700   

35 271,300  316,900  438,300   

36 272,600  318,500  439,800   

37 273,800  320,100  441,500   

38 274,900  321,800  443,000   

39 276,100  323,600  444,600   

40 277,200  325,300  446,200   

41 278,500  326,600  447,700   

42 279,500  328,500  449,200   

43 280,500  330,300  450,400   

44 281,400  332,000  451,600   

45 282,000  333,600  452,800   

46 282,800  335,500  454,100   

47 283,600  337,200  455,300   

48 284,400  338,900  456,500   

49 285,100  340,600  457,600   

50 285,900  342,300  458,800   

51 286,600  344,000  460,000   

52 287,400  345,700  461,200   

53 288,200  347,400  462,400   

54 289,000  348,700  463,600   

55 289,700  350,000  464,800   

56 290,500  351,300  466,000   

57 291,200  352,800  467,100   

58 291,800  354,400  467,700   

59 292,600  355,900  468,200   

60 293,400  357,500  468,700   

61 294,100  358,900  469,200   
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62 294,700  360,500    

63 295,500  362,100    

64 296,100  363,500    

65 297,100  365,000    

66 297,900  366,600    

67 298,600  368,200    

68 299,300  369,700    

69 299,900  371,200    

70 300,600  372,800    

71 301,300  374,300    

72 302,000  375,800    

73 302,700  377,300    

74 303,400  378,900    

75 304,100  380,500    

76 304,600  382,000    

77 305,200  383,400    

78 305,800  384,800    

79 306,500  386,200    

80 307,100  387,500    

81 307,600  388,800    

82 308,200  390,200    

83 308,900  391,500    

84 309,600  392,800    

85 310,200  393,900    

86 311,000  395,300    

87 311,700  396,600    

88 312,300  397,900    

89 313,000  399,100    

90 313,800  400,400    

91 314,600  401,500    

92 315,400  402,700    

93 315,900  403,900    

94 316,700  405,000    

95 317,500  406,200    

96 318,300  407,400    

97 318,900  408,800    

98 319,600  409,800    

99 320,400  410,800    

100 321,100  411,800    
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101 321,900  412,700    

102 322,700  413,700    

103 323,600  414,800    

104 324,400  415,900    

105 325,000  416,600    

106 325,800  417,500    

107 326,600  418,400    

108 327,400  419,300    

109 328,100  420,100    

110 328,500  420,900    

111 328,800  421,700    

112 329,300  422,500    

113 329,800  423,100    

114 330,200  423,800    

115 330,600  424,500    

116 331,000  425,200    

117 331,500  425,800    

118 332,000  426,300    

119 332,400  426,600    

120 332,900  426,900    

121 333,400  427,200    

122 333,800  427,500    

123 334,200  427,800    

124 334,700  428,000    

125 335,200  428,200    

126 335,500  428,500    

127 335,800  428,800    

128 336,100  429,000    

129 336,300  429,200    

130 336,600  429,500    

131 336,900  429,800    

132 337,100  430,000    

133 337,300  430,200    

134 337,500  430,500    

135 337,700  430,800    

136 338,000  431,000    

137 338,300  431,200    

138 338,500  431,500    

139 338,800  431,800    



令和８年１月９日（金） 大 和 高 田 市 公 報 第４４４号 

 

 

 

 

 

30 

140 339,100  432,000    

141 339,300  432,200    

142 339,500  432,500    

143 339,800  432,800    

144 340,000  433,000    

145 340,300  433,200    

146 340,500     

147 340,800     

148 341,100     

149 341,300     

150 341,500     

151 341,800     

152 342,100     

153 342,300     

定年

前再

任用

短時

間勤

務職

員 

 

基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額 

円 円 円 円 

247,200 288,900 348,200 436,000 

備考 

（１） この表は、高等学校に勤務する校長、教頭、教諭、養護教諭、講師、実習助手その他

の職員で市長が定めるものに適用する。 

（２） この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が３級である職員で市長が規則で定

めるものの給料月額は、この表の額に７，７００円をそれぞれ加算した額とする。 

イ 教育職給料表（２） 

職員

の区

分 

職務

の級 
１級 ２級 特２級 ３級 ４級 

号給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 

定年

前再

任用

短時

間勤

務職

員以

外の

職員 

 円 円 円 円 円 

１ 212,900  234,000  332,500  361,900  448,100  

２ 215,300  236,400  334,300  363,400  449,400  

３ 217,600  238,800  336,100  364,900  450,600  

４ 219,900  241,300  337,800  366,300  451,900  

５ 222,100  243,700  339,400  367,700  453,000  

６ 224,400  246,100  341,300  369,000  454,100  

７ 226,600  248,500  343,200  370,300  455,300  

８ 228,800  251,000  345,000  371,700  456,500  
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９ 231,000  253,400  346,800  373,100  457,800  

10 233,200  255,000  348,800  374,400  459,000  

11 235,400  256,600  350,600  375,700  460,100  

12 237,600  258,200  352,300  376,900  461,200  

13 239,800  259,800  354,000  378,100  462,400  

14 241,900  261,200  355,700  379,400  463,200  

15 244,000  262,600  357,200  380,600  464,000  

16 246,100  264,000  358,800  381,800  464,900  

17 248,200  265,400  360,400  382,800  465,800  

18 250,000  266,600  361,700  384,000  466,200  

19 251,700  267,800  362,900  385,200  466,700  

20 253,400  269,000  364,000  386,300  467,200  

21 255,100  270,300  365,300  387,300  467,700  

22 256,400  271,400  366,700  388,500   

23 257,700  272,500  368,100  389,700   

24 258,900  273,700  369,400  390,800   

25 260,100  275,000  370,600  391,800   

26 261,200  276,700  372,000  393,000   

27 262,300  278,400  373,300  394,100   

28 263,400  280,100  374,600  395,200   

29 264,600  281,800  375,800  396,300   

30 265,700  283,800  377,200  397,500   

31 266,800  286,000  378,500  398,700   

32 267,800  288,200  379,800  399,800   

33 268,900  290,400  381,100  400,800   

34 269,900  292,600  382,300  401,900   

35 270,900  294,800  383,400  403,100   

36 272,000  296,900  384,600  404,300   

37 273,200  298,900  385,800  405,500   

38 274,100  300,800  387,000  406,800   

39 275,100  302,700  388,200  407,900   

40 276,200  304,500  389,300  409,100   

41 277,400  306,300  390,400  410,200   

42 278,500  308,200  391,600  411,500   

43 279,600  310,000  392,800  412,500   

44 280,700  311,700  393,900  413,600   

45 281,600  313,400  395,000  414,800   

46 282,400  315,200  396,300  416,000   

47 283,200  316,900  397,500  417,200   
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48 284,000  318,500  398,600  418,400   

49 284,600  320,100  399,500  419,500   

50 285,400  321,800  400,700  420,500   

51 286,100  323,600  401,700  421,800   

52 286,800  325,300  402,800  423,000   

53 287,600  326,600  403,600  424,200   

54 288,400  328,500  404,700  425,300   

55 289,000  330,300  405,700  426,400   

56 289,700  332,000  406,700  427,500   

57 290,400  333,600  407,800  428,500   

58 291,200  335,500  408,800  429,700   

59 292,000  337,200  409,900  430,900   

60 292,600  338,900  411,000  432,100   

61 293,200  340,600  412,000  432,700   

62 293,900  342,300  413,100  433,500   

63 294,600  344,000  414,200  434,200   

64 295,100  345,700  415,200  434,700   

65 295,800  347,400  416,100  435,000   

66 296,500  348,700  417,000  435,300   

67 297,100  350,000  418,000  435,700   

68 297,700  351,300  419,000  436,100   

69 298,400  352,800  419,800  436,400   

70 299,100  354,300  420,600  436,800   

71 299,700  355,800  421,300  437,100   

72 300,400  357,300  422,100  437,400   

73 300,900  358,600  422,800  437,700   

74 301,500  360,100  423,400  438,000   

75 302,200  361,600  424,100  438,300   

76 302,700  363,000  424,800  438,600   

77 303,300  364,400  425,400  438,800   

78 303,900  365,900  426,100  439,100   

79 304,500  367,400  426,600  439,400   

80 305,100  368,900  427,200  439,600   

81 305,600  370,200  427,600  439,800   

82 306,100  371,500  428,000    

83 306,700  372,800  428,300    

84 307,300  374,000  428,500    

85 307,700  375,200  428,700    

86 308,100  376,400  429,000    
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87 308,600  377,500  429,300    

88 309,100  378,600  429,500    

89 309,500  379,600  429,700    

90 310,000  380,700  430,000    

91 310,400  381,800  430,300    

92 310,900  382,900  430,500    

93 311,200  384,000  430,700    

94 311,700  385,100  431,000    

95 312,200  386,100  431,300    

96 312,600  387,200  431,500    

97 312,900  388,200  431,700    

98 313,300  389,200  432,000    

99 313,700  390,100  432,300    

100 314,100  391,000  432,500    

101 314,500  391,800  432,700    

102 314,800  392,800  433,000    

103 315,100  393,600  433,300    

104 315,400  394,500  433,500    

105 315,600  395,300  433,700    

106 315,900  396,200     

107 316,200  397,100     

108 316,400  398,000     

109 316,600  398,800     

110 316,800  399,800     

111 317,100  400,700     

112 317,400  401,600     

113 317,600  402,200     

114 317,800  403,100     

115 318,000  404,000     

116 318,300  404,900     

117 318,600  405,700     

118 318,800  406,400     

119 319,100  407,200     

120 319,400  408,000     

121 319,600  408,600     

122 319,800  409,300     

123 320,000  410,000     

124 320,300  410,600     

125 320,600  411,200     
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126  411,900     

127  412,400     

128  413,000     

129  413,600     

130  414,200     

131  414,700     

132  415,200     

133  415,500     

134  415,800     

135  416,000     

136  416,300     

137  416,600     

138  416,900     

139  417,200     

140  417,500     

141  417,800     

142  418,100     

143  418,400     

144  418,700     

145  418,900     

146  419,200     

147  419,500     

148  419,700     

149  419,900     

150  420,200     

151  420,500     

152  420,700     

153  420,900     

154  421,200     

155  421,500     

156  421,700     

157  421,900     

定年

前再

任用

短時

間勤

務職

員 

 

基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額 

円 円 円 円 円 

238,400 285,800 314,300 341,600 425,600 
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備考 

（１） この表は、幼稚園に勤務する園長、副園長、教諭、講師その他の職員で市長が定める

ものに適用する。 

（２） この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が３級である職員で市長が規則で定

めるものの給料月額は、この表の額に７，５００円をそれぞれ加算した額とする。 

別表第３（第３条関係） 

ア 医療職給料表（１） 

職員

の区

分 

職務

の級 
１級 ２級 ３級 ４級 ５級 

号給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 

定年

前再

任用

短時

間勤

務職

員以

外の

職員 

 円 円 円 円 円 

１ 305,600 415,600 470,300 566,200 613,700 

２ 307,900 418,300 472,300 572,300 619,500 

３ 310,200 420,900 474,200 577,400 624,500 

４ 312,400 423,300 476,100 582,100 628,800 

５ 314,500 425,600 477,500 586,400 632,800 

６ 318,000 427,800 479,200 590,700 636,200 

７ 321,500 429,800 481,000 594,100 639,100 

８ 324,900 431,900 482,800 597,000 641,800 

９ 328,300 434,000 484,600 599,500   

10 331,800 435,500 486,300 601,800   

11 335,200 437,000 488,100     

12 338,600 438,500 489,900     

13 342,000 439,900 491,700     

14 345,500 441,300 493,400     

15 348,900 442,800 495,200     

16 352,300 444,200 497,000     

17 355,700 445,500 498,800     

18 358,800 447,000 500,700     

19 362,000 448,400 502,600     

20 365,200 449,800 504,500     

21 368,500 451,100 506,400     

22 371,600 452,600 508,100     

23 374,700 454,000 509,900     

24 377,700 455,400 511,700     

25 380,800 456,800 513,300     

26 383,100 458,200 515,100     

27 385,400 459,500 516,900     

28 387,600 460,900 518,400     
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29 389,500 462,300 519,800     

30 391,200 463,600 521,500     

31 392,900 465,000 523,300     

32 394,700 466,400 525,000     

33 396,400 467,700 526,500     

34 398,200 469,100 527,800     

35 399,800 470,400 529,100     

36 401,100 471,800 530,400     

37 402,500 473,200 531,400     

38 403,900 474,900 532,700     

39 405,300 476,500 534,000     

40 406,700 478,000 535,300     

41 408,200 479,600 536,300     

42 408,900 480,800 537,100     

43 409,500 481,900 537,900     

44 410,100 483,000 538,700     

45 410,900 484,000 539,600     

46 411,500 484,900 540,400     

47 412,100 485,800 541,200     

48 412,600 486,600 541,900     

49 413,100 487,300 542,700     

50 413,500 488,000 543,500     

51 414,000 488,700 544,200     

52 414,400 489,300 545,100     

53 414,800 489,900 546,000     

54 415,100 490,600 546,800     

55 415,400 491,200 547,700     

56 415,800 491,800 548,600     

57 416,100 492,100 549,400     

58 416,500 492,700 550,200     

59 416,800 493,300 551,000     

60 417,200 494,000 551,700     

61 417,600 494,400 552,500     

62 417,900 495,000 553,400     

63 418,200 495,700 554,300     

64 418,500 496,400 555,200     

65 418,800 496,800 556,000     

66   497,400 556,900     

67   498,000 557,800     
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68   498,500 558,700     

69   499,000 559,500     

70   499,500 560,400     

71   500,000 561,300     

72   500,500 562,200     

73   500,900 563,000     

74   501,400       

75   501,800       

76   502,200       

77   502,700       

78   503,300       

79   503,800       

80   504,200       

81   504,700       

82   505,300       

83   505,900       

84   506,400       

85   506,900       

定年

前再

任用

短時

間勤

務職

員 

 

基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額 

円 円 円 円 円 

312,900 356,500 412,800 488,500 590,500 

備考 この表は、病院、診療所等に勤務する医師で市長が規則で定めるものに適用する。 

イ 医療職給料表（２） 

職員

の区

分 

職務

の級 
１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 

号給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 

定年

前再

任用

短時

間勤

務職

員以

外の

職員 

 円 円 円 円 円 円 円 

１ 201,000 239,800 274,400 293,300 326,300 372,300 427,200 

２ 203,100 241,100 275,200 294,100 327,700 374,000 429,100 

３ 205,200 242,400 275,900 294,800 329,100 375,600 431,100 

４ 207,300 243,700 276,700 295,500 330,500 377,200 432,900 

５ 209,300 244,900 277,500 296,200 331,900 378,700 434,700 

６ 211,300 246,000 278,300 296,900 333,500 380,300 436,300 

７ 213,300 247,000 279,100 297,600 335,000 381,900 437,900 

８ 215,100 247,900 279,800 298,300 336,500 383,500 439,400 
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９ 216,900 249,000 280,500 299,100 337,900 385,100 440,900 

10 218,800 250,100 281,300 299,800 339,500 387,100 442,200 

11 220,700 251,200 282,100 300,600 341,000 389,100 443,500 

12 222,800 252,400 282,900 301,200 342,500 391,100 444,800 

13 224,500 253,600 283,700 301,800 343,900 392,500 446,100 

14 226,500 254,800 284,500 302,900 345,500 394,200 447,300 

15 228,700 256,000 285,200 304,000 347,000 395,900 448,500 

16 230,800 257,100 286,000 305,200 348,500 397,600 449,600 

17 232,900 258,100 286,800 306,300 350,000 399,300 450,800 

18 234,000 259,100 287,600 307,500 351,600 400,800 451,900 

19 235,000 260,200 288,400 308,600 353,200 402,300 453,100 

20 236,100 261,200 289,100 309,800 354,700 403,800 454,300 

21 237,200 262,300 289,900 311,000 356,000 405,100 455,400 

22 238,000 263,200 290,800 312,200 357,500 406,400 456,200 

23 238,900 264,000 291,700 313,400 359,000 407,700 456,600 

24 239,700 264,800 292,400 314,500 360,500 408,800 457,300 

25 240,600 265,600 293,100 315,700 361,900 409,900 457,800 

26 241,500 266,400 294,000 316,900 363,400 411,000 458,200 

27 242,400 267,200 294,900 318,000 364,900 412,100 458,600 

28 243,300 268,000 295,600 319,200 366,300 413,200 459,000 

29 244,100 268,700 296,400 320,400 367,700 414,000 459,400 

30 244,900 269,500 297,400 321,600 369,300 414,800 459,800 

31 245,600 270,300 298,300 322,800 370,700 415,500 460,100 

32 246,400 271,100 299,300 324,000 372,200 416,300 460,400 

33 247,100 271,900 300,300 325,100 373,400 416,700 460,700 

34 247,700 272,700 301,400 326,200 374,500 417,300 461,000 

35 248,400 273,300 302,400 327,400 375,700 417,800 461,300 

36 249,100 274,100 303,300 328,600 376,800 418,200 461,600 

37 249,800 275,000 304,300 329,800 377,800 418,600 461,900 

38 250,400 275,800 305,300 331,000 378,600 418,800   

39 251,000 276,600 306,300 332,300 379,500 419,100   

40 251,600 277,300 307,300 333,500 380,600 419,400   

41 252,200 278,000 308,200 334,400 381,600 419,700   

42 252,800 278,800 309,400 335,600 382,600 420,000   

43 253,400 279,600 310,500 336,800 383,600 420,300   

44 253,900 280,300 311,600 338,000 384,500 420,600   

45 254,300 281,000 312,600 338,900 385,300 420,800   

46 254,900 281,800 313,700 339,900 386,100 421,100   

47 255,300 282,600 314,800 340,900 387,000 421,400   
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48 255,700 283,300 315,800 341,800 387,800 421,700   

49 256,100 284,000 316,900 342,700 388,300 421,900   

50 256,600 284,700 317,900 343,600 389,100 422,100   

51 257,100 285,300 319,000 344,600 389,900 422,400   

52 257,600 286,000 320,100 345,500 390,700 422,700   

53 257,900 286,700 321,100 346,000 391,100 422,900   

54 258,200 287,300 322,100 346,900 391,800     

55 258,500 288,000 323,100 347,600 392,500     

56 258,800 288,600 324,100 348,500 393,100     

57 259,100 289,300 325,000 349,200 393,500     

58 259,400 290,000 326,000 349,500 394,000     

59 259,700 290,700 327,000 349,900 394,600     

60 260,000 291,300 327,900 350,500 395,200     

61 260,300 291,800 328,800 351,100 395,600     

62 260,600 292,400 329,500 351,800 396,100     

63 260,900 293,100 330,200 352,500 396,600     

64 261,200 293,700 330,800 353,100 397,100     

65 261,500 294,200 331,400 353,800 397,700     

66 261,800 294,800 332,100 354,300 398,200     

67 262,100 295,500 332,700 354,900 398,800     

68 262,400 296,100 333,300 355,500 399,400     

69 262,700 296,700 333,900 355,800 399,900     

70 263,000 297,300 334,100 356,300 400,400     

71 263,300 297,900 334,500 356,700 400,800     

72 263,500 298,500 335,000 357,200 401,200     

73 263,700 299,100 335,600 357,700 401,500     

74 264,000 299,600 336,100 358,200 402,000     

75 264,300 300,000 336,600 358,700 402,400     

76 264,500 300,400 337,000 359,100 402,800     

77 264,700 300,700 337,600 359,400 403,200     

78 265,000 301,000 338,100 359,700       

79 265,300 301,200 338,500 359,900       

80 265,500 301,500 339,000 360,200       

81 265,700 301,800 339,500 360,700       

82 266,000 302,000 339,800 361,000       

83 266,300 302,300 340,000 361,300       

84 266,500 302,600 340,300 361,600       

85 266,700 302,800 340,700 362,000       

86   303,000 341,100 362,300       
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87   303,200 341,400 362,600       

88   303,400 341,700 362,900       

89   303,800 342,000 363,300       

90   304,000 342,200 363,600       

91   304,200 342,600 363,800       

92   304,400 342,900 364,100       

93   304,800 343,100 364,400       

94   305,000 343,400 364,800       

95   305,200 343,700 365,200       

96   305,500 343,900 365,600       

97   305,800 344,100 366,100       

98   306,000 344,400 366,500       

99   306,200 344,700 366,900       

100   306,500 344,900 367,300       

101   306,800 345,100 367,800       

102   307,000 345,300         

103   307,200 345,700         

104   307,500 345,900         

105   307,800 346,100         

106     346,400         

107     346,800         

108     347,200         

109     347,400         

定年

前再

任用

短時

間勤

務職

員 

 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

円 円 円 円 円 円 円 

201,300 227,900 257,300 271,300 297,800 340,000 383,400 

備考 この表は、病院、診療所等に勤務する薬剤師、栄養士その他の職員で市長が定めるものに

適用する。 

ウ 医療職給料表（３） 

職員

の区

分 

職務

の級 
１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 

号給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 

定年

前再

任用

 円 円 円 円 円 円 

１ 221,700 254,700 293,900 307,300 330,800 373,400 

２ 223,600 256,800 294,400 307,800 331,800 375,100 
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短時

間勤

務職

員以

外の

職員 

３ 225,400 259,000 294,900 308,300 332,800 376,800 

４ 227,100 261,200 295,400 308,800 333,700 378,500 

５ 228,800 263,400 295,800 309,300 334,700 380,300 

６ 230,700 264,400 296,300 309,800 335,900 382,300 

７ 232,500 265,200 296,800 310,400 337,100 384,300 

８ 234,200 266,100 297,200 310,800 338,300 386,300 

９ 235,900 266,900 297,600 311,300 339,200 388,000 

10 237,800 268,000 298,100 311,800 340,400 390,100 

11 239,700 269,100 298,600 312,400 341,500 392,200 

12 241,600 270,000 299,100 312,900 342,600 394,200 

13 243,400 270,800 299,500 313,300 343,600 396,100 

14 245,400 271,500 300,000 313,900 344,700 397,700 

15 247,400 272,200 300,400 314,600 345,800 399,500 

16 249,400 273,000 300,900 315,200 346,900 401,300 

17 251,400 274,100 301,400 315,800 348,000 403,000 

18 253,400 275,000 301,800 316,700 349,100 404,700 

19 255,500 275,900 302,300 317,500 350,200 406,700 

20 257,500 276,800 302,700 318,400 351,300 408,400 

21 259,400 277,800 303,200 319,200 352,400 410,100 

22 260,600 278,800 303,600 320,100 353,600 411,800 

23 261,700 279,700 304,100 321,000 354,700 413,600 

24 262,800 280,700 304,500 321,800 355,800 415,400 

25 263,900 281,500 305,000 322,600 356,800 417,000 

26 264,700 282,400 305,600 323,400 358,100 418,700 

27 265,600 283,300 306,300 324,300 359,400 420,500 

28 266,400 284,200 307,000 325,200 360,700 422,300 

29 267,200 285,200 307,700 325,900 361,900 423,800 

30 267,900 285,900 308,400 327,000 363,400 425,300 

31 268,600 286,600 309,100 328,100 364,900 426,800 

32 269,300 287,300 309,900 329,100 366,400 428,100 

33 270,100 287,900 310,600 330,200 367,600 429,300 

34 270,700 288,500 311,400 331,200 369,100 430,400 

35 271,300 289,000 312,100 332,300 370,500 431,600 

36 271,800 289,400 312,800 333,400 371,900 432,800 

37 272,400 289,800 313,500 334,500 373,300 434,100 

38 273,100 290,400 314,300 335,600 374,300 435,200 

39 273,800 290,900 315,100 336,700 375,700 436,400 

40 274,500 291,300 315,900 337,800 377,000 437,600 

41 275,200 291,700 316,500 338,600 378,300 438,800 
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42 275,800 292,200 317,400 339,700 379,700 439,800 

43 276,500 292,600 318,400 340,800 381,000 440,900 

44 277,100 293,100 319,300 341,800 382,300 442,000 

45 277,900 293,600 320,100 342,700 383,800 443,000 

46 278,600 294,000 321,100 343,600 385,000 443,500 

47 279,300 294,500 322,100 344,600 386,100 444,000 

48 279,900 294,900 323,000 345,600 387,300 444,400 

49 280,400 295,400 323,900 346,800 388,400 445,000 

50 280,900 295,800 324,800 348,100 389,300 445,500 

51 281,300 296,300 325,800 349,300 390,300 445,900 

52 281,700 296,800 326,800 350,500 391,200 446,400 

53 282,000 297,200 327,600 351,400 391,800 446,900 

54 282,500 297,600 328,500 352,600 392,600 447,300 

55 282,900 298,100 329,500 353,700 393,400 447,600 

56 283,300 298,500 330,400 355,000 394,200 447,900 

57 283,700 299,000 331,300 356,000 394,900 448,300 

58 284,100 299,700 332,200 356,900 395,600   

59 284,400 300,400 333,200 358,000 396,300   

60 284,700 301,100 334,100 359,200 396,900   

61 285,100 301,800 335,000 360,300 397,500   

62 285,500 302,700 336,100 361,500 398,100   

63 285,900 303,600 337,300 362,700 398,800   

64 286,200 304,300 338,500 363,700 399,400   

65 286,500 305,000 339,200 364,700 400,100   

66 286,900 305,900 340,300 365,700 400,600   

67 287,300 306,700 341,400 366,800 401,200   

68 287,600 307,500 342,300 367,900 401,700   

69 288,000 308,200 343,400 368,700 402,100   

70 288,500 309,100 344,100 369,800 402,700   

71 288,900 310,000 345,200 370,900 403,100   

72 289,200 310,800 346,300 371,900 403,400   

73 289,600 311,700 347,400 372,600 403,700   

74 290,100 312,500 348,600 373,400 404,200   

75 290,600 313,400 349,700 374,200 404,600   

76 291,100 314,300 350,800 374,900 404,900   

77 291,600 315,100 351,900 375,500 405,200   

78 292,100 316,000 353,000 376,000 405,700   

79 292,700 317,000 354,000 376,500 406,200   

80 293,100 317,900 355,100 377,000 406,600   
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81 293,600 318,400 356,000 377,600 406,900   

82 294,000 319,200 357,000 378,100 407,300   

83 294,500 320,100 357,900 378,600 407,800   

84 295,000 320,900 358,900 379,100 408,200   

85 295,400 321,700 359,800 379,500 408,600   

86 295,800 322,600 360,600 379,900     

87 296,300 323,600 361,400 380,500     

88 296,800 324,600 362,200 381,000     

89 297,200 325,500 362,800 381,300     

90 297,700 326,500 363,400 381,800     

91 298,200 327,500 364,000 382,100     

92 298,700 328,500 364,600 382,400     

93 299,200 329,300 365,000 383,000     

94 299,600 330,000 365,400 383,500     

95 300,100 330,700 365,900 384,000     

96 300,700 331,300 366,300 384,500     

97 301,300 331,800 366,800 385,100     

98 301,800 332,100 367,200 385,600     

99 302,300 332,600 367,700 386,100     

100 302,800 333,200 368,100 386,500     

101 303,200 333,600 368,400 387,100     

102 303,700 334,100 368,900 387,600     

103 304,100 334,700 369,200 388,100     

104 304,500 335,200 369,500 388,600     

105 304,900 335,600 369,900 389,200     

106 305,300 336,100 370,400 389,600     

107 305,700 336,600 370,900 390,100     

108 306,000 337,100 371,400 390,600     

109 306,200 337,500 371,900 391,200     

110 306,500 337,800 372,400       

111 306,700 338,100 372,900       

112 307,000 338,400 373,300       

113 307,300 338,700 373,700       

114 307,500 339,100 374,100       

115 307,800 339,400 374,600       

116 308,000 339,700 375,100       

117 308,300 339,900 375,500       

118 308,500 340,200 376,000       

119 308,800 340,500 376,500       
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120 309,100 340,700 377,000       

121 309,400 340,900 377,300       

122 309,700 341,200         

123 310,000 341,500         

124 310,300 341,800         

125 310,500 342,000         

126 310,700 342,300         

127 311,000 342,600         

128 311,400 342,800         

129 311,600 343,000         

130 311,900 343,200         

131 312,200 343,500         

132 312,600 343,700         

133 312,800 344,000         

134 313,100 344,400         

135 313,400 344,800         

136 313,700 345,200         

137 313,900 345,500         

138 314,200 345,900         

139 314,500 346,300         

140 314,800 346,700         

141 315,000 347,000         

142 315,300 347,400         

143 315,700 347,700         

144 316,000 348,100         

145 316,200 348,400         

146 316,400 348,800         

147 316,700 349,200         

148 317,000 349,600         

149 317,200 349,900         

150 317,400 350,300         

151 317,700 350,700         

152 318,000 351,100         

153 318,400 351,400         

154 318,600           

155 318,800           

156 319,100           

157 319,400           

158 319,700           
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159 320,000           

160 320,300           

161 320,700           

162 321,000           

163 321,300           

164 321,600           

165 322,000           

166 322,300           

167 322,600           

168 322,900           

169 323,300           

定年

前再

任用

短時

間勤

務職

員 

 基準給料月

額 

基準給料月

額 

基準給料月

額 

基準給料月

額 

基準給料月

額 

基準給料月

額 

円 円 円 円 円 円 

248,800 269,700 277,300 288,100 305,100 343,600 

備考 この表は、病院、診療所等に勤務する助産師、看護師、准看護師その他の職員で市長が定

めるものに適用する。 

第２条 一般職の職員の給与等に関する条例の一部を次のように改正する。 

第８条の２第２項第２号を次のように改める。 

（２） 前項第２号に掲げる職員 支給単位期間につき、６６，４００円を超えない範囲内で自

動車等の使用距離の区分に応じて市長が規則で定める額 

第１７条第２項中「、６月に支給する場合には１００分の１２５、１２月に支給する場合には１

００分の１２７．５」を「１００分の１２６．２５」に改め、同条第３項中「６月に支給する場合

には１００分の１２５、１２月に支給する場合には１００分の１２７．５」を「１００分の１２６．

２５」に改め、同項第１号中「６月に支給する場合には１００分の７０、１２月に支給する場合に

は１００分の７２．５」を「１００分の７１．２５」に改める。 

第１８条第２項第１号中「、６月に支給する場合には１００分の１０５、１２月に支給する場合

には１００分の１０７．５」を「１００分の１０６．２５」に改め、同項第２号中「、６月に支給

する場合には１００分の５０、１２月に支給する場合には１００分の５２．５」を「１００分の５

１．２５」に改める。 

（大和高田市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部改正） 

第３条 大和高田市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例（平成２９年条例第１７

号）の一部を次のように改正する。 

第７条第１項の表中「 

３９２，０００円 

４４０，０００円 

４９２，０００円 
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５５５，０００円 

６３４，０００円 

７４０，０００円 

８６４，０００円 

」を 

「 

４０５，０００円 

４５５，０００円 

５０８，０００円 

５７４，０００円 

６５５，０００円 

７６５，０００円 

８９３，０００円 

」に改める。 

第８条第２項中「１００分の１２５」を「６月に支給する場合には１００分の１２５、１２月に

支給する場合には１００分の１２７．５」に、「１００分の９５」を「６月に支給する場合には１

００分の９５、１２月に支給する場合には１００分の９７．５」に、「１００分の１０５」を「６

月に支給する場合には１００分の１０５、１２月に支給する場合には１００分の１０７．５」に、

「１００分の８７．５」を「６月に支給する場合には１００分の８７．５、１２月に支給する場合

には１００分の９０」改める。 

第４条 大和高田市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を次のように改正

する。 

第８条第２項中「６月に支給する場合には１００分の１２５、１２月に支給する場合には１００

分の１２７．５」を「１００分の１２６．２５」に、「６月に支給する場合には１００分の９５、

１２月に支給する場合には１００分の９７．５」を「１００分の９６．２５」に、「６月に支給す

る場合には１００分の１０５、１２月に支給する場合には１００分の１０７．５」を「１００分の

１０６．２５」に、「６月に支給する場合には１００分の８７．５、１２月に支給する場合には１

００分の９０」を「１００分の８８．７５」に改める。 

附 則 

（施行期日等） 

第１条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条及び第４条の規定は、令和８年４月１

日から施行する。 

２ 第１条の規定による改正後の一般職の職員の給与等に関する条例（次条において「改正後の給与

等条例」という。）の規定及び第３条の規定による改正後の大和高田市一般職の任期付職員の採用

及び給与の特例に関する条例（次条において「改正後の任期付職員条例」という。）の規定は、令

和７年４月１日から適用する。 

（給与の内払） 

第２条 改正後の給与等条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第１条の規定

による改正前の一般職の職員の給与等に関する条例又は第３条の規定による改正前の大和高田市

一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それ

ぞれ改正後の給与等条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。 
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職員等の旅費等に関する条例の一部を改正する条例（人事課） 

条例第４２号 

職員等の旅費等に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

令和７年１２月１６日 

大和高田市長 堀内 大造   

職員等の旅費等に関する条例の一部を改正する条例 

職員等の旅費等に関する条例（昭和２７年条例第１３号）の一部を次のように改正する。 

第１条の２第４号中「勤務場所」の次に「（常時勤務する勤務場所のない場合又は任命権者若しく

はその委任を受けた者（以下「旅行命令権者」という。）が認める場合には、その住所、居所その他

旅行命令権者が認める場所）」を加え、同条第６号を次のように改める。 

（６） 家族 職員の配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下

同じ。）、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員と生計を一にするものをいう。 

第１条の２に次の１号を加える。 

（８） 旅行役務提供者 旅行業者（旅行業法（昭和２７年法律第２３９号）第６条の４第１項に

規定する旅行業者をいう。）その他市長が定める者（以下この号において「旅行業者等」という。）

であって、市と旅行役務提供契約（旅行業者等が市に対して旅行に係る役務その他市長が定める

ものを旅行者に提供することを約し、かつ、市が当該旅行業者等に対して当該旅行に係る旅費に

相当する金額を支払うことを約する契約をいう。次条第８項において同じ。）を締結したものを

いう。 

第２条第１項中「赴任」の次に「（市長が移転に伴う旅行の距離等を考慮して特に必要と認めるも

のに限る。以下同じ。）」を加え、同条第６項中「及び第４項」を「、第４項及び第５項」に、「交

通機関の事故等」を「天災その他市長が定める事情」に、「うち、次に掲げる額を旅費として支給す

る」を「範囲内で市長が定める金額を旅費として支給することができる」に改め、同項ただし書及び

各号を削り、同項を同条第７項とし、同条第５項中「前項」を「前２項」に改め、「その出発前に」

を削り、「を変更（取消しを含む。以下同じ。）され」を「の変更（取消しを含む。同項及び同条第

４項並びに第４条において同じ。）を受け」に、「において」を「その他市長が定める場合には」に

改め、「があるときは、当該金額」を削り、「鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊施設の利用を予

約するため支払った金額で所要の払戻し手続を取ったにもかかわらず払戻しを受けることができなか

った額は、」を「その者の損失となる金額又は支出を要する金額として、市長が定めるものを」に改

め、同項ただし書を削り、同項を同条第６項とし、同条第４項の次に次の１項を加える。 

５ 第１項、第２項及び前項の規定に該当する場合を除くほか、他の条例に特別の定めがある場合そ

の他市費を支弁して旅行させる必要がある場合には旅費を支給する。 

第２条に次の１項を加える。 

８ 第１項、第２項、第４項から第６項までに規定する場合において、市が旅行役務提供契約に基づ

き旅行役務提供者に支払うべき金額があるときは、これらの項に規定する者に対する旅費の支給に

代えて、当該旅行役務提供者に対し、当該金額を旅費に相当するものとして支払うことができる。 

第３条第１項中「任命権者又はその委任を受けた者（以下「旅行命令権者」という。）」を「、旅

行命令権者」に改め、同条第３項中「旅行命令等を変更する」を「旅行命令等の変更をする」に、「こ

れを変更」を「その変更を」に改め、同条第４項中「これを変更しようとするときは」を「その変更

をするには」に、「当該旅行に関し必要な事項を記載し、これ」を「市長が定める事項の記載又は記

録をし、当該事項」に、「提示してしなければならない」を「通知しなければならない」に改め、同

項ただし書中「これを提示する」を「旅行命令簿等に当該事項の記載又は記録をする」に、「口頭に
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より旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる」を「この限りでない」に改め、同条第５

項中「を提示」を「に記載又は記録を」に、「当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に

提示」を「同項に定める事項の記載又は記録を」に改める。 

第４条第１項中「変更された」を「変更を受けた」に改め、同条第２項中「した後、」の次に「で

きるだけ」を加える。 

第２３条中「ほか、」の次に「この条例の規定による旅費の支給の手続その他この条例の実施のた

め」を加え、同条を第３０条とする。 

第２２条の２後段を削り、同条を第２７条とし、同条の次に次の２条を加える。 

（旅費の返納） 

第２８条 支出命令者等は、旅行者又は旅行役務提供者がこの条例又はこれに基づく命令の規定に違

反して旅費の支給又は旅費に相当する金額の支払を受けた場合には、当該旅費又は当該金額を返納

させなければならない。 

２ 旅行者がこの条例又はこれに基づく命令の規定に違反して旅費の支給を受けた場合には、支出命

令者等は、前項に規定する返納に代えて、支出命令者等がその後においてその者に対し支出し、又

は支払う給与又は旅費の額から、当該旅費に相当する金額を差し引くことができる。 

３ 前項に規定する給与の種類は、市長が定める。 

（市長の監督） 

第２９条 市長は、この条例の適正な執行を確保するため、任命権者に対して、この条例の執行状況

に関する資料若しくは報告を求め、実地監査を行い、又はこの条例の執行について必要な措置を求

めることができる。 

第２２条第２項中「種類」を「種目」に改め、「、その採用すべき職務の級又はその職務の内容を

勘定し」を削り、同条を第２６条とする。 

第２１条中「（日当を除く。）」を削り、同条を第２５条とする。 

第２０条中「国家公務員の旅費に関する法律（昭和２５年法律第１１４号）の例により、任命権者

が定める額を支給する」を「国家公務員の例に準じて任命権者が定める」に改め、同条を第２４条と

し、第１９条を第２３条とし、第１８条を第２２条とする。 

第１７条第１項中「公用車を利用して旅行した」を「市以外の者から旅費の支給を受ける」に、「当

該旅行」を「旅行」に、「通常必要としない旅費又は著しく旅行の実費を超える旅費」を「不当に旅

行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費」に、「その必要としない部分の旅費又はその実費

を超えることとなる部分の旅費」を「その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない

部分の旅費」に改め、同条を第２１条とする。 

第１６条第２項中「第１条の２第６号」を「第１条の２第７号」に改め、同条を第１９条とし、同

条の次に次の１条を加える。 

（旅費の支給額の上限） 

第２０条 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費（家族移転費のうちこれらに相当する部分を含

む。）に係る旅費の支給額は、第６条第１項各号、第７条第１項各号、第８条第１項各号及び第９

条各号に掲げる各費用について、当該各条及び第１６条の規定により計算した額と現に支払った額

を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。 

２ 宿泊費、包括宿泊費、転居費、着後滞在費及び家族移転費（宿泊手当に相当する部分を除く。）

に係る旅費の支給額は、当該各種目について第１０条、第１１条、第１３条、第１４条及び第１５

条第１項並びに第１６条の規定により計算した額と現に支払った額を比較し、当該各種目ごとのい

ずれか少ない額を合計した額とする。 
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第１５条中「職員の旅行地から本市までの前職務相当の旅費とする」を「退職等の日の翌日から３

月以内における当該退職等に伴う旅行について、出張又は赴任の例に準じて市長が定めるものとする」

に改め、同条に次の２項を加える。 

２ 前項の場合において、退職等となった職員が家族を移転するときは、同項に規定する旅費に、転

居費のうち家族の転居に要する費用及び家族移転費に相当するものを加えるものとする。 

３ 任命権者は、天災その他やむを得ない事情がある場合には、第１項に規定する期間を延長するこ

とができる。 

第１５条を第１８条とする。 

第６条から第１４条までを削る。 

第５条第１項中「もの」の次に「並びに旅費に相当する金額の支払を受けようとする旅行役務提供

者」を、「請求書」の次に「（当該請求書に記載すべき事項を記録した電磁的記録（電子的方式、磁

気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算

機による情報処理の用に供されるものをいう。第５項において同じ。）を含む。以下この条において

同じ。）」を加え、「会計管理者」を「、これを当該旅費の支出又は支払をする者（以下「支出命令

者等」という。）」に、「旅費額」を「旅費又は旅費に相当する金額」に改め、「その旅費」の次に

「又は旅費に相当する金額」を加え、「金額の支給」を「支給又は支払」に改め、同条第２項中「５

日以内」を「所定の期間内」に、「ただちに」を「所定の期間内に」に改め、同条第３項中「会計管

理者」を「支出命令者等」に改め、同条第４項を次のように改める。 

４ 第１項の請求書又は資料が電磁的記録で作成されているときは、電磁的方法（電子情報処理組織

を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって市長が定めるものをいう。次項に

おいて同じ。）をもって提出することができる。 

第５条に次の２項を加える。 

５ 前項の規定により請求書又は資料の提出が電磁的方法により行われたときは、支出命令者等の使

用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がなされた時に当該請求書又は資料を提出し

たものとみなす。 

６ 第１項の請求書及び必要な添付書類、記載事項又は記録事項、第２項に規定する期間並びに第３

項に規定する給与の種類その他の必要な事項は、市長が定める。 

第５条を第１７条とし、第４条の次に次の１２条を加える。 

（旅費の種目） 

第５条 旅費の種目は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、

転居費、着後滞在費及び家族移転費とする。 

（鉄道費） 

第６条 鉄道賃は、鉄道（鉄道事業法（昭和６１年法律第９２号）第２条第１項に規定する鉄道事業

の用に供する鉄道及び軌道法（大正１０年法律第７６号）第１条１項に規定する軌道その他市長が

定めるものをいう。以下同じ。）を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用（第

２号から第６号までに掲げる費用は、第１号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務

のため特に必要とするものに限る。）の額の合計額とする。 

（１） 運賃 

（２） 急行料金 

（３） 寝台料金 

（４） 座席指定料金 

（５） 特別車両料金（市長、副市長及び教育長に限る。） 
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（６） 前各号に掲げる費用に付随する費用 

２ 前項第１号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された鉄道により移動する場合には、

最下級（市長、副市長及び教育長が移動する場合には、最上級）の運賃の額とする。 

（船賃） 

第７条 船賃は、船舶（海上運送法（昭和２４年法律第１８７号）第２条第２項に規定する船舶運航

事業の用に供する船舶その他市長が定めるものをいう。以下同じ。）を利用する移動に要する費用

とし、その額は、次に掲げる費用（第２号から第５号までに掲げる費用は、第１号に掲げる運賃に

加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。）の額の合計額とする。

ただし、市長が予算上必要と認めるときは、特別船室料金を支給しないことができる。 

（１） 運賃 

（２） 寝台料金 

（３） 座席指定料金 

（４） 特別船室料金（市長、副市長及び教育長に限る。） 

（５） 前各号に掲げる費用に付随する費用 

２ 前項第１号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された船舶により移動する場合には、

最下級（市長、副市長及び教育長が移動する場合には、最上級）の運賃の額とする。 

（航空賃） 

第８条 航空賃は、航空機（航空法（昭和２７年法律第２３１号）第２条第１８項に規定する航空運

送事業の用に供する航空機その他市長が定めるものをいう。以下同じ。）を利用する移動に要する

費用とし、その額は、次に掲げる費用（第２号及び第３号に掲げる費用は、第１号に掲げる運賃に

加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。）の額の合計額とする。 

（１） 運賃 

（２） 座席指定料金 

（３） 前２号に掲げる費用に付随する費用 

２ 前項第１号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された航空機により移動する場合には、

最下級（市長、副市長及び教育長が移動する場合には、最上級）の運賃の額とする。 

（その他の交通費） 

第９条 その他の交通費は、鉄道、船舶及び航空機以外を利用する移動に要する費用とし、その額は、

次に掲げる費用（第２号から第４号までに掲げる費用は、公務のため特に必要とするものに限る。）

の額の合計額とする。 

（１） 道路運送法（昭和２６年法律第１８３号）第３条第１号イに掲げる一般乗合旅客自動車運

送事業（路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。）の用に

供する自動車を利用する移動に要する運賃 

（２） 道路運送法第３条第１号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車その

他の旅客を運送する交通手段（前号に規定する自動車を除く。）を利用する移動に要する運賃 

（３） 前２号に掲げる運賃以外の費用であって、道路運送法第８０条第１項の許可を受けて業と

して有償で貸し渡す自家用自動車の賃料その他の移動に直接要する費用 

（４） 前３号に掲げる費用に付随する費用 

（宿泊費） 

第１０条 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する費用とし、その額は、地域の実情及び旅行者の職務を勘

案して別表で定める額（次条において「宿泊費基準額」という。）とする。ただし、当該宿泊に係

る特別な事情がある場合として市長が定める場合は、当該宿泊に要する費用の額とする。 
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（包括宿泊費） 

第１１条 包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用とし、その額は、

当該移動に係る第６条から第９条までの規定による費用及び当該宿泊に係る宿泊費基準額の合計

額とする。 

（宿泊手当） 

第１２条 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用とし、その額は、通常要

する費用の額を勘定して１夜当たり２，４００円とする。ただし、宿泊費又は包括宿泊費について、

次の各号に掲げる場合に該当する場合の１夜当たりの宿泊手当の額は、当該各号に定める額とする。 

（１） 朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる場合 ２，４００円に３分

の２を乗じて得た額 

（２） 朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合 ２，４００円に３分の１を乗じ

て得た額 

２ 移動中に宿泊する場合の宿泊手当の額は、前項の規定にかかわらず、１夜当たり２，４００円と

する。ただし、鉄道賃、船賃、航空賃又はその他の交通費（包括宿泊費及び家族移転費のうちこれ

らに相当するものを含む。）に食費に相当するものが含まれる場合は、２，４００円に３分の１を

乗じて得た額とする。 

３ 旅行者が、旅行中自宅（住所又は居所若しくはこれに相当する場所をいう。）に宿泊する場合に

は、前２項の規定にかかわらず、宿泊手当は支給しない。 

（転居費） 

第１３条 転居費は、赴任に伴う転居に要する費用（第１５条第１項第１号又は第２号に規定する場

合の家族の転居に要する費用を含む。）とし、その額は、転居の実態を勘案して市長が定める方法

により算定される額とする。 

（着後滞在費） 

第１４条 着後滞在費は、赴任に伴う転居に必要な滞在に係る費用とし、その額は、５夜分を限度と

して、現に宿泊した夜数に係る宿泊費及び宿泊手当の合計額に相当する額とする。 

（家族移転費） 

第１５条 家族移転費は、赴任に伴う家族の移転に要する費用とし、その額は、次に掲げる額とする。 

（１） 赴任の際家族（赴任を命ぜられた日において同居している者に限る。この号及び次号にお

いて同じ。）を職員の新居住地に移転する場合には、家族１人ごとに、職員がその移転をするも

のとして算定した第６条から前条までの費用の合計額に相当する額 

（２） 前号に規定する場合に該当せず、かつ、赴任を命ぜられた日の翌日から１年以内に家族を

職員の居住地（赴任後家族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、当該赴任後におけ

る職員の新居住地）に移転する場合には、同号の規定に準じて算定した額 

２ 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、前項第２号に

規定する期間を延長することができる。 

（旅費の計算） 

第１６条 旅費は、旅行に要する実費を弁償するためのものとして第６条から前条までに規定する種

目及び内容に基づき、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合によって計算する。た

だし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によ

り旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。 

別表を次のように改める。 

別表（第１０条関係） 
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  （単位 円） 

区分 
宿泊費基準額（１夜につき） 

特別職の常勤の職員 一般職の職員 

北海道 １８，０００ １３，０００ 

青森県 １５，０００ １１，０００ 

岩手県 １３，０００ ９，０００ 

宮城県 １４，０００ １０，０００ 

秋田県 １５，０００ １１，０００ 

山形県 １４，０００ １０，０００ 

福島県 １１，０００ ８，０００ 

茨城県 １５，０００ １１，０００ 

栃木県 １４，０００ １０，０００ 

群馬県 １４，０００ １０，０００ 

埼玉県 ２７，０００ １９，０００ 

千葉県 ２４，０００ １７，０００ 

東京都 ２７，０００ １９，０００ 

神奈川県 ２２，０００ １６，０００ 

新潟県 ２２，０００ １６，０００ 

富山県 １５，０００ １１，０００ 

石川県 １３，０００ ９，０００ 

福井県 １４，０００ １０，０００ 

山梨県 １７，０００ １２，０００ 

長野県 １５，０００ １１，０００ 

岐阜県 １８，０００ １３，０００ 

静岡県 １３，０００ ９，０００ 

愛知県 １５，０００ １１，０００ 

三重県 １３，０００ ９，０００ 

滋賀県 １５，０００ １１，０００ 

京都府 ２７，０００ １９，０００ 

大阪府 １８，０００ １３，０００ 

兵庫県 １７，０００ １２，０００ 

奈良県 １５，０００ １１，０００ 

和歌山県 １５，０００ １１，０００ 

鳥取県 １１，０００ ８，０００ 

島根県 １３，０００ ９，０００ 

岡山県 １４，０００ １０，０００ 

広島県 １８，０００ １３，０００ 

山口県 １１，０００ ８，０００ 

徳島県 １４，０００ １０，０００ 
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香川県 ２１，０００ １５，０００ 

愛媛県 １４，０００ １０，０００ 

高知県 １５，０００ １１，０００ 

福岡県 ２５，０００ １８，０００ 

佐賀県 １５，０００ １１，０００ 

長崎県 １５，０００ １１，０００ 

熊本県 ２０，０００ １４，０００ 

大分県 １５，０００ １１，０００ 

宮崎県 １７，０００ １２，０００ 

鹿児島県 １７，０００ １２，０００ 

沖縄県 １５，０００ １１，０００ 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の職員等の旅費等に関する条例（以下「新条例」という。）の規定は、こ

の条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後に新条例第１条の２第４号に規定する旅行命令

権者が新条例第２条第６項に規定する旅行命令等を発する旅行及び同条第５項の規定により旅費

の支給を決定する旅行について適用し、施行日前にこの条例による改正前の職員等の旅費等に関す

る条例（以下「旧条例」という。）第３条第１項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命

令等を発した旅行については、なお従前の例による。ただし、施行日前に旧条例第３条第１項に規

定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発し、かつ、施行日以後に新条例第１条の２第

４号に規定する旅行命令権者が新条例第３条第３項の規定により当該旅行命令等の変更をする旅

行については、新条例の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適

用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。 

３ 新条例第２条第６項及び第７項の規定は、これらの項に規定する者が同条第１項、第２項、第４

項及び第５項の規定により旅費の支給を受けることができる場合について適用し、旧条例第２条第

１項、第２項及び第４項の規定により旅費の支給を受けることができる場合については、なお従前

の例による。 

４ 新条例第２８条の規定は、新条例又はこれに基づき市長が定める他の規定に違反して旅費の支給

を受けた場合について適用する。 

 

大和高田市市民交流センター条例の一部を改正する条例（まち振興課） 

条例第４３号 

大和高田市市民交流センター条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

令和７年１２月１６日 

大和高田市長 堀内 大造   

大和高田市市民交流センター条例の一部を改正する条例 

大和高田市市民交流センター条例（平成２７年条例第２６号）の一部を次のように改正する。 

第５条を次のように改める。 

（子どもの託児室の使用対象者） 

第５条 子どもの託児室（以下「託児室」という。）を使用することができる者は、本市に住所を有
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する者とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは本市に住所を有する者以外の者に使用させ

ることができる。 

第６条第１項中「若しくは会議室を使用しようとする者若しくは交流スペースの一部を専用的に使

用しようとする者」を「、会議室」に改める。 

別表第１中「、会議室及び交流スペース」を「及び会議室」に、 

「 

多

目

的

室 

市民活動団

体 
1,520円 2,030円 3,550円 1,520円 3,550円 5,070円 

市民活動団

体以外の者 
5,090円 5,090円 10,180円 5,090円 10,180円 15,270円 

会

議

室 

市民活動団

体 
610円 810円 1,420円 610円 1,420円 2,030円 

市民活動団

体以外の者 
2,030円 2,030円 4,060円 2,030円 4,060円 6,090円 

交

流

ス

ペ

ー

ス

の

一

部 

市民活動団

体 
450円 610円 1,060円 450円 1,060円 1,510円 

市民活動団

体以外の者 
1,520円 1,520円 3,040円 1,520円 3,040円 4,560円 

｣を 

｢ 
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多

目

的

室 

本市に住所

を有する者

（法人その

他の団体に

あっては、本

市に事務所

を有する者。

この表にお

いて「市民

等」という。） 

2,100円 2,800円 4,900円 2,100円 4,900円 7,000円 

市民等以外

の者 
4,200円 5,600円 9,800円 4,200円 9,800円 14,000円 

会

議

室 
市民等 900円 1,200円 2,100円 900円 2,100円 3,000円 

市民等以外

の者 1,800円 2,400円 4,200円 1,800円 4,200円 6,000円 

」に、 

「この表に基づいて算出した使用料の額に１０円未満の端数が生じる場合は、その端数を切り捨て

る。」を「使用者が営利団体又は事業を営む個人であるときの使用料は、この表中の額に２を乗じて

得た額とする。」に改める。 

別表第２中「１時間に」の前に「最初の１時間は無料とし、その後」を加え、「１２時間」を「２

４時間」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和８年７月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の大和高田市市民交流センター条例の規定は、この条例の施行の日以後に

大和高田市市民交流センターを利用する者について適用し、同日前に大和高田市市民交流センター

を利用する者については、なお従前の例による。 
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大和高田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例（保育幼稚

園課） 

条例第４４号 

大和高田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例をここに

公布する。 

令和７年１２月１６日 

大和高田市長 堀内 大造   

大和高田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例 

大和高田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例（平成２

６年条例第１６号）の全部を改正する。 

（趣旨） 

第１条 この条例は、子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号。以下「法」という。）の規

定に基づき、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定めるものとする。 

（特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準） 

第２条 法第３４条第２項の特定教育・保育施設の運営に関する基準及び法第４６号第２項の特定地

域型保育事業の運営に関する基準は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ど

も・子育て支援施設等の運営に関する基準（平成２６年内閣府令第３９号。以下「府令」という。）

で定める基準とする。 

（委任） 

第３条 この条例に定めるもののほか、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する

基準に関し必要な事項については、市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（経過措置等） 

２ 第２条の規定の適用に関する経過措置等は、府令の附則及び府令を改正する府令の附則に規定す

る経過措置等の例による。 

 

大和高田市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（保育幼稚園課） 

条例第４５号 

大和高田市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例をここに公布する。 

令和７年１２月１６日 

大和高田市長 堀内 大造   

大和高田市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例 

大和高田市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２６年条例第１５

号）の全部を改正する。 

（趣旨） 

第１条 この条例は、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。以下「法」という。）第３４条の１６

第１項の規定に基づき、家庭的保育事業等（法第２４条第２項に規定する家庭的保育事業等をいう。

以下同じ。）の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。 

（家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準） 

第２条 法第３４条の１６第１項に規定する条例で定める基準は、家庭的保育事業等の設備及び運営



令和８年１月９日（金） 大 和 高 田 市 公 報 第４４４号 

 

 

 

 

 

57 

に関する基準（平成２６年厚生労働省令第６１号。以下「省令」という。）で定める基準とする。 

（委任） 

第３条 この条例に定めるもののほか、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準に関し必要な

事項については、市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（経過措置等） 

２ 第２条の規定の適用に関する経過措置等は、省令の附則及び省令を改正する省令の附則に規定す

る経過措置等の例による。 

 

大和高田市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（保育幼稚園課） 

条例第４６号 

大和高田市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例をここに公布する。 

令和７年１２月１６日 

大和高田市長 堀内 大造   

大和高田市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例 

大和高田市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２６年条例第

１９号）の全部を改正する。 

（趣旨） 

第１条 この条例は、児童福祉法（平成２２年法律第１６４号。以下「法」という。）第３４条の８の

２第１項の規定に基づき、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定めるものとす

る。 

（放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準） 

第２条 法第３４条の８の２第１項に規定する条例で定める基準は、放課後児童健全育成事業の設備

及び運営に関する基準（平成２６年厚生労働省令第６３号。以下「省令」という。）で定める基準

とする。 

（委任） 

第３条 この条例に定めるもののほか、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準に関し

必要な事項については、市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、公布の日（以下「施行日」という。）から施行する。 

（経過措置等） 

第２条 施行日において、現に存する放課後児童健全育成事業所（省令第５条第５項に規定する放課

後児童健全育成事業所をいう。以下同じ。）（当該事業所のうち、同日において省令第９条第２項に

定める面積に満たないものに限る。）における同項の規定の適用については、当分の間、同項中「１．

６５平方メートル」とあるのは、「この条例の施行の日の前日において放課後児童健全育成事業所

ごとに定められている児童の定員数により算出した児童１人当たりの専用区画の面積」とする。 

第３条 施行日において、現に存する放課後児童健全育成事業所（当該事業所のうち、同日において

省令第１０条第４項に定める児童の数を超えるものに限る。）における同項の規定の適用について

は、当分の間、同項中「４０人」とあるのは、「この条例の施行の日の前日において放課後児童健
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全育成事業所ごとに定められている１の支援の単位を構成する児童の数」とする。 

第４条 前２条に規定するもののほか、第２条の規定の適用に関する経過措置等は、省令の附則及び

省令を改正する省令の附則に規定する経過措置等の例による。 

 

 

 

規則 

大和高田市印鑑条例施行規則の一部を改正する規則（市民課） 

規則第４４号 

大和高田市印鑑条例施行規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

令和７年１２月１８日 

大和高田市長 堀内 大造   

大和高田市印鑑条例施行規則の一部を改正する規則 

大和高田市印鑑条例施行規則（昭和５７年規則第２２号）の一部を次のように改正する。 

第１０条第２号中「印鑑登録照会書・印鑑登録回答書」を「印鑑の登録に関する照会書・回答書」

に改め、同条第４号及び第５号を削り、同条第６号中「様式第５号」を「様式第４号」に改め、同号

を同条第４号とし、同号の次に次の１号を加える。 

（５） 印鑑登録証引換交付申請書（様式第５号） 

第１０条第７号中「様式第６号」を「様式第５号」に改め、同号を同条第６号とし、同条第８号中

「様式第６号」を「様式第５号」に改め、同号を同条第７号とし、同条第９号中「様式第６号」を「様

式第５号」に改め、同号を同条第８号とし、同条第１０号中「様式第７号」を「様式第６号」に改め、

同号を同条第９号とし、同条第１１号中「様式第８号」を「様式第７号」に改め、同号を同条第１０

号とし、同条第１２号中「様式第８号の２」を「様式第８号」に改め、同号を同条第１１号とし、同

条第１３号を削り、同条第１４号中「様式第１０号」を「様式第９号」に改め、同号を同条第１２号

とする。 

様式第２号を次のように改める。 

規 則 



令和８年１月９日（金） 大 和 高 田 市 公 報 第４４４号 

 

 

 

 

 

59 

様式第２号(第１０条関係) 

                                第   号 

                          照会番号 

 

                年  月  日 

 

             大和高田市長 

 

印鑑の登録に関する照会書 
 

   年  月  日 あなたの登録申請を受け付けましたが、あなたの意思に基づき申請されたものに相違な

ければ、回答書に全て自書し、申請された印鑑を押印して、切り離さずに  年  月  日 

までに申請取り扱い窓口へ持参してください。 

 

  

代理人に委任するときは、登録する本人が回答書と以下の委任状を記入して持参させてください。 

  

委 任 状      年  月  日 

  

 

代理人住所                             

 

代理人氏名                             

 

      回答書の提出及び印鑑登録証の受領について、上の者を代理人と定め、 

      その権限を委任いたします。  本人署名 
                                         

 

備考：  

（お問合せ先） 

回 答 書        年  月  日  

大和高田市長 様 

 

 照会のありました印鑑登録申請は、私の意思に基づくことに 

相違ありません。 

 

住  所                          

 

本人署名                          

 

生年月日                          
 

申請した印鑑 
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様式第３号中「続柄（   ）」を削り、 

「 

登 録 番 号 

       

」を 

「 

 

 

 

 

」に改める。 

様式第４号及び様式第４号の２を削り、様式第５号を様式第４号とし、様式第６号から様式第９号

までを１号ずつ繰り上げる。 

様式第１０号を様式第８号とし、同様式を次のように改める。 

登 録 番 号 
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様式第９号（第１０条関係） 

 

第   号 

                           

 

              

                 年  月  日 

 

 

            大和高田市長 

 

 

 

印 鑑 登 録 抹 消 通 知 書 
 

あなたの印鑑の登録を下記のとおり抹消しましたのでお知らせします。 

 

 

記 

 

 

１．印鑑登録番号 

 

２．登録者氏名 

 

３．抹消年月日 

 

４．抹消事由 

 

 

 

 

 あなたの印鑑登録は上記理由により抹消されました。引き続き、印鑑登録が必要な場合には、

改めて印鑑登録の申請を行ってください。 

 なお、この処分に不服がある場合は、行政不服審査法（平成26年法律第68号）の規定により、

この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に、当自治体に対して審査請求

をすることができます（なお、処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内であ

っても、処分があった日の翌日から起算して１年を経過した場合には審査請求をすることができ

なくなります。）。 

 また、この処分の取消しを求める訴訟を提起する場合は、行政事件訴訟法（昭和37年法律第139

号）の規定により、この処分があったことを知った日から６か月以内に、当自治体を被告として、

裁判所に処分の取消しの訴えを提起することができます（なお、処分があったことを知った日か

ら６か月以内であっても、処分の日から１年を経過した場合には処分の取消しの訴えを提起する

ことができなくなります。）。 

 

 

（お問合せ先） 

 

 



令和８年１月９日（金） 大 和 高 田 市 公 報 第４４４号 

 

 

 

 

 

62 

附 則 

この規則は、令和８年１月５日から施行する。 

 

一般職の職員の給与等に関する条例施行規則の一部を改正する規則（人事課） 

規則第４５号 

一般職の職員の給与等に関する条例施行規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

令和７年１２月２４日 

大和高田市長 堀内 大造   

一般職の職員の給与等に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

第１条 一般職の職員の給与等に関する条例施行規則（昭和３２年規則第１１号）の一部を次のよう

に改正する。 

第１９条第１項第１号中「１００分の１１０」を「１００分の１１２．５」に、「１００分の１

１５」を「１００分の１１７．５」に改め、同項第２号中「１００分の１０５」を「１００分の１

０７．５」に、「１００分の１１０」を「１００分の１１２．５」に改め、同項第３号中「１００

分の１０５」を「１００分の１０７．５」に改め、同項第４号中「１００分の１００」を「１００

分の１０２．５」に改め、同条第２項第１号中「１００分の５０」を「１００分の５２．５」に、

「１００分の５５」を「１００分の５７．５」に改め、同項第２号中「１００分の５０」を「１０

０分の５２．５」に改め、同項第３号中「１００分の４５」を「１００分の４７．５」に改める。 

第２条 一般職の職員の給与等に関する条例施行規則の一部を次のように改正する。 

第２１条各号中「３級」の次に「又は４級」を加える。 

第３条 一般職の職員の給与等に関する条例施行規則の一部を次のように改正する。 

第５条の５を次のように改める。 

第５条の５ 条例第８条の２第２項第２号で定める額は次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期

間につき、それぞれ次に定める額とする。 

（１） 自動車等の使用距離（以下この号において「使用距離」という。）が片道２キロメート

ル以上５キロメートル未満である職員 ２，０００円 

（２） 使用距離が片道５キロメートル以上１０キロメートル未満である職員 ４，２００円 

（３） 使用距離が片道１０キロメートル以上１５キロメートル未満である職員 ７，３００円 

（４） 使用距離が片道１５キロメートル以上２０キロメートル未満である職員 １０，４００

円 

（５） 使用距離が片道２０キロメートル以上２５キロメートル未満である職員 １３，５００

円 

（６） 使用距離が片道２５キロメートル以上３０キロメートル未満である職員 １６，６００

円 

（７） 使用距離が片道３０キロメートル以上３５キロメートル未満である職員 １９，７００

円 

（８） 使用距離が片道３５キロメートル以上４０キロメートル未満である職員 ２２，８００

円 

（９） 使用距離が片道４０キロメートル以上４５キロメートル未満である職員 ２５，９００

円 

（１０） 使用距離が片道４５キロメートル以上５０キロメートル未満である職員 ２９，１０

０円 
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（１１） 使用距離が片道５０キロメートル以上５５キロメートル未満である職員 ３２，３０

０円 

（１２） 使用距離が片道５５キロメートル以上６０キロメートル未満である職員 ３５，５０

０円 

（１３） 使用距離が片道６０キロメートル以上６５キロメートル未満である職員 ３８，７０

０円 

（１４） 使用距離が片道６５キロメートル以上７０キロメートル未満である職員 ４２，２０

０円 

（１５） 使用距離が片道７０キロメートル以上７５キロメートル未満である職員 ４５，７０

０円 

（１６） 使用距離が片道７５キロメートル以上８０キロメートル未満である職員 ４９，２０

０円 

（１７） 使用距離が片道８０キロメートル以上８５キロメートル未満である職員 ５２，７０

０円 

（１８） 使用距離が片道８５キロメートル以上９０キロメートル未満である職員 ５６，２０

０円 

（１９） 使用距離が片道９０キロメートル以上９５キロメートル未満である職員 ５９，６０

０円 

（２０） 使用距離が片道９５キロメートル以上１００キロメートル未満である職員 ６３，０

００円 

（２１） 使用距離が片道１００キロメートル以上である職員 ６６，４００円 

第５条の６の前の見出しを削り、同条を次のように改める。 

第５条の６ 前条の規定にかかわらず、定年前再任用短時間勤務職員、育児短時間勤務職員及び任

期付短時間勤務職員のうち、平均１月当たりの通勤所要回数が１０回に満たない職員にあっては、

同条各号に掲げる額から、その額に１００分の５０を乗じて得た額を減ずるものとする。 

第５条の８に見出しとして「（交通の用具）」を付する。 

第１９条第１項第１号中「１００分の１１２．５」を「１００分の１１１．２５」に、「１００

分の１１７．５」を「１００分の１１６．２５」に改め、同項第２号中「１００分の１０７．５」

を「１００分の１０６．２５」に、「１００分の１１２．５」を「１００分の１１１．２５」に改

め、同項第３号中「１００分の１０７．５」を「１００分の１０６．２５」に改め、同項第４号中

「１００分の１０２．５」を「１００分の１０１．２５」に改め、同条第２項第１号中「１００分

の５２．５」を「１００分の５１．２５」に、「１００分の５７．５」を「１００分の５６．２５」

に改め、同項第２号中「１００分の５２．５」を「１００分の５１．２５」に改め、同項第３号中

「１００分の４７．５」を「１００分の４６．２５」に改める。 

附 則 

 （施行期日等）  

１ この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日か

ら施行する。 

（１） 第２条の規定 令和８年１月１日 

（２） 第３条の規定 令和８年４月１日 

２ 第１条の規定による改正後の一般職の職員の給与等に関する条例施行規則の規定は、令和７年１

２月１日から適用する。 
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宿日直手当支給規則の一部を改正する規則（人事課） 

規則第４６号 

宿日直手当支給規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

令和７年１２月２５日 

大和高田市長 堀内 大造   

宿日直手当支給規則の一部を改正する規則 

宿日直手当支給規則（昭和３４年規則第８号）の一部を次のように改正する。 

第３条第１項中「４，４００円」を「４，７００円」に改める。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の宿日直手当支給規則の規定は、令和７

年４月１日から適用する。 

 

義務教育等教員特別手当の支給に関する規則の一部を改正する規則（人事課） 

規則第４７号 

義務教育等教員特別手当の支給に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

令和７年１２月２５日 

大和高田市長 堀内 大造   

義務教育等教員特別手当の支給に関する規則の一部を改正する規則 

義務教育等教員特別手当の支給に関する規則（昭和５０年規則第９号）の一部を次のように改正す

る。 

別表を次のように改める。 

別表（第２条関係） 

職員の区分 
職務の級 

１級 ２級 ３級 ４級 
号給 

定年前再任用

短時間勤務職

員以外の職員 

 円 円 円 円 

１ 1,300 1,700 4,000 5,100 

２ 1,300 1,700 4,000 5,100 

３ 1,300 1,700 4,000 5,100 

４ 1,300 1,700 4,000 5,100 

５ 1,300 1,800 4,100 5,200 

６ 1,300 1,800 4,100 5,200 

７ 1,300 1,800 4,100 5,200 

８ 1,300 1,800 4,100 5,200 

９ 1,400 1,900 4,100 5,300 

10 1,400 1,900 4,100 5,300 

11 1,400 1,900 4,100 5,300 

12 1,400 1,900 4,100 5,300 

13 1,500 2,000 4,200 5,400 

14 1,500 2,000 4,200 5,400 

15 1,500 2,000 4,200 5,400 

16 1,500 2,000 4,200 5,400 
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17 1,600 2,100 4,400 5,500 

18 1,600 2,100 4,400 5,500 

19 1,600 2,100 4,400 5,500 

20 1,600 2,100 4,400 5,500 

21 1,700 2,200 4,400 5,600 

22 1,700 2,200 4,400  

23 1,700 2,200 4,400  

24 1,700 2,200 4,400  

25 1,800 2,300 4,600  

26 1,800 2,300 4,600  

27 1,800 2,300 4,600  

28 1,800 2,300 4,600  

29 1,900 2,400 4,700  

30 1,900 2,400 4,700  

31 1,900 2,400 4,700  

32 1,900 2,400 4,700  

33 1,900 2,600 4,700  

34 1,900 2,600 4,700  

35 1,900 2,600 4,700  

36 1,900 2,600 4,700  

37 2,000 2,600 4,800  

38 2,000 2,600 4,800  

39 2,000 2,600 4,800  

40 2,000 2,600 4,800  

41 2,200 2,800 4,900  

42 2,200 2,800 4,900  

43 2,200 2,800 4,900  

44 2,200 2,800 4,900  

45 2,200 3,000 5,000  

46 2,200 3,000 5,000  

47 2,200 3,000 5,000  

48 2,200 3,000 5,000  

49 2,300 3,200 5,100  

50 2,300 3,200 5,100  

51 2,300 3,200 5,100  

52 2,300 3,200 5,100  

53 2,400 3,300 5,100  

54 2,400 3,300 5,100  

55 2,400 3,300 5,100  
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56 2,400 3,300 5,100  

57 2,400 3,400 5,200  

58 2,400 3,400 5,200  

59 2,400 3,400 5,200  

60 2,400 3,400 5,200  

61 2,500 3,500 5,200  

62 2,500 3,500   

63 2,500 3,500   

64 2,500 3,500   

65 2,600 3,700   

66 2,600 3,700   

67 2,600 3,700   

68 2,600 3,700   

69 2,600 3,800   

70 2,600 3,800   

71 2,600 3,800   

72 2,600 3,800   

73 2,700 3,800   

74 2,700 3,800   

75 2,700 3,800   

76 2,700 3,800   

77 2,800 3,900   

78 2,800 3,900   

79 2,800 3,900   

80 2,800 3,900   

81 2,800 4,000   

82 2,800 4,000   

83 2,800 4,000   

84 2,800 4,000   

85 2,800 4,100   

86 2,800 4,100   

87 2,800 4,100   

88 2,800 4,100   

89 2,900 4,200   

90 2,900 4,200   

91 2,900 4,200   

92 2,900 4,200   

93 3,000 4,300   

94 3,000 4,300   
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95 3,000 4,300   

96 3,000 4,300   

97 3,100 4,400   

98 3,100 4,400   

99 3,100 4,400   

100 3,100 4,400   

101 3,100 4,400   

102 3,100 4,400   

103 3,100 4,400   

104 3,100 4,400   

105 3,200 4,500   

106 3,200 4,500   

107 3,200 4,500   

108 3,200 4,500   

109 3,200 4,600   

110 3,200 4,600   

111 3,200 4,600   

112 3,200 4,600   

113 3,200 4,700   

114 3,200 4,700   

115 3,200 4,700   

116 3,200 4,700   

117 3,300 4,700   

118 3,300 4,700   

119 3,300 4,700   

120 3,300 4,700   

121 3,300 4,700   

122 3,300 4,700   

123 3,300 4,700   

124 3,300 4,700   

125 3,300 4,700   

126 3,300 4,700   

127 3,300 4,700   

128 3,300 4,700   

129 3,400 4,700   

130 3,400 4,700   

131 3,400 4,700   

132 3,400 4,700   

133 3,400 4,800   
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134 3,400 4,800   

135 3,400 4,800   

136 3,400 4,800   

137 3,400 4,900   

138 3,400 4,900   

139 3,400 4,900   

140 3,400 4,900   

141 3,500 4,900   

142 3,500 4,900   

143 3,500 4,900   

144 3,500 4,900   

145 3,500 4,900   

146 3,500    

147 3,500    

148 3,500    

149 3,500    

150 3,500    

151 3,500    

152 3,500    

153 3,500    

定年前再任用

短時間勤務職

員 

 2,200 2,600 3,500 4,400 

備考 この表の適用を受ける職員のうち、学級担任には、この表の額に３，０００円をそれぞれ加算

する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和８年１月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則による改正後の義務教育等教員特別手当の支給に関する規則の規定は、この条例の施行

の日以後に支給される義務教育等教員特別手当について適用し、同日前に支給される義務教育等教

員特別手当については、なお従前の例による。 

 

大和高田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の施

行に伴う関係規則の整理に関する規則（人事課） 

規則第４８号 

大和高田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例

の施行に伴う関係規則の整理に関する規則を次のように定める。 

令和７年１２月２５日 

大和高田市長 堀内 大造   
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大和高田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する

条例の施行に伴う関係規則の整理に関する規則 

（大和高田市法令遵守推進条例施行規則の一部改正） 

第１条 大和高田市法令遵守推進条例施行規則（平成２４年規則第２号）の一部を次のように改正す

る。 

第４条第１号中「別表第１」を「別表」に改める。 

（大和高田市農業委員会の委員等の実績報酬の支給に関する規則の一部改正） 

第２条 大和高田市農業委員会の委員等の実績報酬の支給に関する規則（平成３１年規則第１５号）

の一部を次のように改正する。 

第１条中「別表第１」を「別表」を改める。 

附 則 

この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

 

職員の勤務時間、休暇等に関する規則及び一般職の職員の給与等に関する条例施行規則の一部を改正

する規則（人事課） 

規則第４９号 

職員の勤務時間、休暇等に関する規則及び一般職の職員の給与等に関する条例施行規則の一部を改

正する規則を次のように定める。 

令和７年１２月２５日 

大和高田市長 堀内 大造   

職員の勤務時間、休暇等に関する規則及び一般職の職員の給与等に関する条例施行規則の一部

を改正する規則 

（職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部改正） 

第１条 職員の勤務時間、休暇等に関する規則（平成７年規則第６号）の一部を次のように改正する。 

第１４条第１項第３号中「女子職員」を「女性職員」に改める。 

第１６条の３第２項中「部分休業」の次に「又は子育て部分休暇」を加え、「当該育児時間」を

「当該部分休業又は子育て部分休暇」に改め、同条の次に次の１条を加える。 

（子育て部分休暇） 

第１６条の４ 子育て部分休暇の単位は、３０分とする。 

２ 子育て部分休暇の請求をしようとする職員は、大和高田市職員の育児休業等に関する条例（平

成４年条例第５号）第２０条の３で定める１年の期間ごとに、あらかじめ、１日につき２時間を

超えない範囲内で当該期間における子育て部分休暇を請求するかを任命権者に申し出るものと

する。 

３ 介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日の子育て部分休暇については、１日につき２

時間から当該特別休暇又は介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範

囲内の時間とする。 

第２０条の見出し中「及び介護時間」を「、介護時間及び子育て部分休暇」に改め、同条中「又

は介護時間」を「、介護時間又は子育て部分休暇」に、「又は第１５条の２第１項」を「、第１５

条の２第１項又は第１５条の３第１項」に改める。 

第２２条第４項中「女子職員」を「女性職員」に改める。 

第２３条の見出し中「及び介護時間の請求」を「、介護時間及び子育て部分休暇の請求等」に改

め、同条第１項中「又は介護時間」を「、介護時間又は子育て部分休暇」に改め、同条に次の１項
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を加える。 

３ 第２０条の子育て部分休暇の承認を受けた職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を

任命権者に届け出なければならない。 

（１） 子育て部分休暇に係る子が死亡した場合 

（２） 子育て部分休暇に係る子が職員の子でなくなった場合 

（３） 子育て部分休暇に係る子を養育しなくなった場合 

第２５条第２項中「又は介護時間」を「、介護時間又は子育て部分休暇」に改める。 

別表第２中「女子職員」を「女性職員」に改める。 

（一般職の職員の給与等に関する条例施行規則の一部改正） 

第２条 一般職の職員の給与等に関する条例施行規則（昭和３２年規則第１１号）の一部を次のよう

に改正する。 

第１７条第２項第９号中「勤務しなかった期間」の次に「又は勤務時間等条例第１５条の３第１

項の規定による子育て部分休暇の承認を受けて勤務しなかった期間の合計」を加える。 

附 則 

この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

 

大和高田市行政手続条例の一部を改正する条例の施行に伴う関係規則の整備に関する規則（法務課） 

規則第５０号 

大和高田市行政手続条例の一部を改正する条例の施行に伴う関係規則の整備に関する規則を次の

ように定める。 

令和７年１２月２５日 

大和高田市長 堀内 大造   

大和高田市行政手続条例の一部を改正する条例の施行に伴う関係規則の整備に関する規則 

（大和高田市行政手続条例施行規則の一部改正） 

第１条 大和高田市行政手続条例施行規則（平成１０年規則第３６号）の一部を次のように改正する。 

第３条を第４条とし、第２条の次に次の１条を加える。 

（聴聞の通知を公示により行う場合の方法） 

第３条 条例第１５条第４項（条例第２２条第３項及び第２９条において読み替えて準用する場合

を含む。以下同じ。）に規定する規則で定める方法は、行政庁の使用に係る電子計算機（入出力

装置を含む。以下同じ。）と公示事項（条例第１５条第４項に規定する公示事項をいう。第１号

において同じ。）の閲覧をする者の使用に係る電子計算機（行政庁の使用に係る電子計算機と電

気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものに限る。）とを電気通信回線

で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。 

（１） 行政庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された公示事項を当該公示

事項の閲覧をする者の使用に係る電子計算機の映像面に表示するもの 

（２） インターネットに接続された自動公衆送信装置（著作権法（昭和４５年法律第４８号）

第２条第１項第９号の５イに規定する自動公衆送信装置をいう。）を使用するもの 

（大和高田市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則の一部改正） 

第２条 大和高田市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則（平成１０年規則第３７号）の一部を次

のように改正する。 

第４条第１項中「第１５条第３項後段」を「第１５条第４項後段」に改める。 

附 則 
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この規則は、大和高田市行政手続条例の一部を改正する条例（令和７年条例第３２号）の施行の日

から施行する。 

 

大和高田市審議会等の会議の公開に関する条例施行規則の一部を改正する規則（法務課） 

規則第５１号 

大和高田市審議会等の会議の公開に関する条例施行規則の一部を改正する規則を次のように定め

る。 

令和７年１２月２５日 

大和高田市長 堀内 大造   

大和高田市審議会等の会議の公開に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

大和高田市審議会等の会議の公開に関する条例施行規則（平成２２年規則第４０号）の一部を次の

ように改正する。 

第２条中「原則として当該会議を開催する日の２週間前までに、次に掲げる事項を市役所情報公開

コーナー等に掲示するとともに、市ＷＥＢページに掲載する」を「次に掲げる事項を市の事務所の公

衆が自由に閲覧することができる場所に掲示し、又は電気通信回線に接続して行う自動公衆送信（公

衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、

放送又は有線放送に該当するものを除く。以下同じ。）を利用して公衆が閲覧することができる状態

に置く措置をとる」に改め、同条に次の１項を加える。 

２ 前項の事前公表は、会議を開催する日の２週間前までに行うものとする。 

第５条中「市役所情報公開コーナーに備え置くとともに、市ＷＥＢページに掲載する」を「市の事

務所の公衆が自由に閲覧することができる場所に備え置き、又は電気通信回線に接続して行う自動公

衆送信を利用して公衆が閲覧することができる状態に置く措置をとる」に改める。 

第６条中「市の広報誌及び市ＷＥＢページに掲載する」を「当該事項を電気通信回線に接続して行

う自動公衆送信を利用して公衆が閲覧することができる状態に置く措置をとる」に改める。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

 

大和高田市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番

号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則の一部を改正する規則（情報政策課） 

規則第５２号 

大和高田市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個

人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則の一部を改正する規則を次のように定め

る。 

令和７年１２月２５日 

大和高田市長 堀内 大造   

大和高田市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づ

く個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

大和高田市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個

人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則（平成２７年規則第３５号）の一部を次

のように改正する。 

第４１条を第４６条とする。 

第４０条第２号中「返還」を「支給認定の取消し」に改め、同条を第４４条とし、同条の次に次の
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１条を加える。 

第４５条 条例別表第３の３の項の規則で定める事務は、住登外者宛名情報の管理に関する事務とし、

同項の規則で定める情報は、住登外者宛名情報とする。 

第３９条第２号中「返還」を「支給認定の取消し」に改め、同条を第４３条とし、第３８条を第４

０条とし、同条の次に次の２条を加える。 

第４１条 条例別表第２の２１の項の規則で定める事務は次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で

定める情報は当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。 

（１） 大和高田市就学援助費事務取扱要綱第５条の規定による就学援助の申請の受理、その申請

に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 当該申請に係る児童生徒

の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住登外者宛名情報 

（２） 大和高田市就学援助費事務取扱要綱第８条の規定による就学援助の支給認定の取消しに関

する事務 前号に掲げる情報 

第４２条 条例別表第２の２２の項の規則で定める事務は次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で

定める情報は当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。 

（１） 大和高田市特別支援教育就学奨励費の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又

はその申請に対する応答に関する事務 当該申請に係る児童生徒の保護者又は当該保護者と同

一の世帯に属する者に係る住登外者宛名情報 

（２） 大和高田市特別支援教育就学奨励費の支給認定の取消しに関する事務 前号に掲げる情報 

第３７条を第３９条とし、第３２条から第３６条までを２条ずつ繰り下げる。 

第３１条第１号に次のように加える。 

ク 当該申請に係る対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者に係る住登外者宛名情報 

第３１条を第３３条とする。 

第３０条に次の１号を加える。 

（６） 当該申請に係る対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者に係る住登外者宛名情報 

第３０条を第３２条とする。 

第２９条に次の１号を加える。 

（５） 当該申請に係る対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者に係る住登外者宛名情報 

第２９条を第３１条とする。 

第２８条第１号に次のように加える。 

オ 当該申請に係る対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者に係る住登外者宛名情報 

第２８条を第３０条とする。 

第２７条第１号に次のように加える。 

オ 当該申請に係る対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者に係る住登外者宛名情報 

第２７条を第２９条とする。 

第２６条に次の１号を加える。 

（３） 当該申請に係る対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者に係る住登外者宛名情報 

第２６条を第２８条とする。 

第２５条第７号中「大和高田市ひとり親家庭等医療費助成条例第３条第１項」を「大和高田市ひと

り親家庭等医療費助成条例第３条」に改め、同条に次の１号を加える。 

（１３） 当該申請に係る対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者に係る住登外者宛名情報 

第２５条を第２７条とする。 

第２４条第１号ケ中「大和高田市ひとり親家庭等医療費助成条例第３条第１項」を「大和高田市ひ
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とり親家庭等医療費助成条例第３条」に改め、同号に次のように加える。 

セ 当該申請に係る対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者に係る住登外者宛名情報 

第２４条を第２６条とする。 

第２３条第１号キ中「大和高田市ひとり親家庭等医療費助成条例第３条第１項」を「大和高田市ひ

とり親家庭等医療費助成条例第３条」に改め、同号に次のように加える。 

シ 当該申請に係る対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者に係る住登外者宛名情報 

第２３条を第２５条とする。 

第２２条第１号キ中「大和高田市ひとり親家庭等医療費助成条例第３条第１項」を「大和高田市ひ

とり親家庭等医療費助成条例第３条」に改め、同号に次のように加える。 

シ 当該申請に係る対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者に係る住登外者宛名情報 

第２２条を第２４条とする。 

第２１条第１号ケ中「大和高田市ひとり親家庭等医療費助成条例第３条第１項」を「大和高田市ひ

とり親家庭等医療費助成条例第３条」に改め、同号に次のように加える。 

セ 当該申請に係る対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者に係る住登外者宛名情報 

第２１条を第２３条とする。 

第２０条第１号ア中「大和高田市ひとり親家庭等医療費助成条例第３条第１項」を「大和高田市ひ

とり親家庭等医療費助成条例第３条」に改め、同号に次のように加える。 

シ 当該申請に係る対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者に係る住登外者宛名情報 

第２０条を第２２条とする。 

第１９条第１号カ中「大和高田市ひとり親家庭等医療費助成条例第３条第１項」を「大和高田市ひ

とり親家庭等医療費助成条例第３条」に改め、同号に次のように加える。 

コ 当該申請に係る対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者に係る住登外者宛名情報 

第１９条を第２１条とする。 

第１８条中「別表第１の１７の項」を「別表第１の１８の項」に、「大和高田市特別支援教育就学

奨励費の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務」

を「次のとおり」に改め、同条に次の各号を加える。 

（１） 大和高田市特別支援教育就学奨励費の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又

はその申請に対する応答に関する事務 

（２） 大和高田市特別支援教育就学奨励費の支給認定の取消しに関する事務 

第１８条を第１９条とし、同条の次に次の１条を加える。 

第２０条 条例別表第１の１９の項の規則で定める事務は、住登外者宛名情報の管理に関する事務と

する。 

第１７条中「別表第１の１６の項」を「別表第１の１７の項」に、「大和高田市就学援助費事務取

扱要綱（平成１４年教育委員会告示第２３号）第４条の規定による就学援助の申請の受理、その申請

に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務」を「次のとおり」に改め、同条

に次の各号を加える。 

（１） 大和高田市就学援助費事務取扱要綱（平成１４年教育委員会告示第２３号）第５条の規定

による就学援助の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に

関する事務 

（２） 大和高田市就学援助費事務取扱要綱第８条の規定による就学援助の支給認定の取消しに関

する事務 

第１７条を第１８条とし、第１６条の次に次の１条を加える。 
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第１７条 条例別表第１の１６の項の規則で定める事務は、条例第２条第７項に規定する住登外者宛

名番号管理機能による住登外者（市の住民基本台帳に記録されていない者をいう。）の情報（以下

「住登外者宛名情報」という。）の管理に関する事務とする。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

 

大和高田市子ども・子育て支援法施行細則及び大和高田市保育所条例施行規則の一部を改正する規則

（保育幼稚園課） 

規則第５３号 

大和高田市子ども・子育て支援法施行細則及び大和高田市保育所条例施行規則の一部を改正する規

則を次のように定める。 

令和７年１２月２５日 

大和高田市長 堀内 大造   

大和高田市子ども・子育て支援法施行細則及び大和高田市保育所条例施行規則の一部を改正す

る規則 

 （大和高田市子ども・子育て支援法施行細則の一部改正） 

第１条 大和高田市子ども・子育て支援法施行細則（令和２年規則第３６号）の一部を次のように改

正する。 

  様式第３号及び様式第４号中「児童」を「子ども」に、 

 「 

氏 名 

          」を 

 「 

フ リ ガ ナ 

氏 名 

          」に改める。 

  様式第５号中「 

児童の氏名 

及び生年月日 
 

却下理由  

                                       」を 

 「 

子

ど

も 

フ リ ガ ナ 

氏 名 

 

生 年 月 日  

保

護

者 

フ リ ガ ナ 

氏 名 

 

居 住 地  
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生 年 月 日  

却 下 理 由  

                                   」に改める。 

  様式第６号を次のように改める。 
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様式第６号（第８条関係） 

第     号 

年  月  日 

       様 

大和高田市長      印   

保育料決定通知書 

下記に記載のある方は、口座振替納付です。 

金 融 機 関  

口 座 種 別  口座番号  

口座名義人  

保育料について、以下のとおり決定しましたので通知いたします。 

支 給 認 定 証 番 号  

子

ど
も 

フ リ ガ ナ 

氏 名 

 

生 年 月 日  

保

護

者 

フ リ ガ ナ 

氏 名 

 

居 住 地  

生 年 月 日  

利 用 施 設 名 称  

認 定 区 分  

 月から 月まで  

所 得 階 層  所得調定額  

    

 決 定 額  
※本年度市町村民税課税決定後に再算定を行うため、８月分までと９月分以降で保育料決定額が異な
る場合があります。 

（教示） 
この決定に不服があるときは、この決定があったことを知った日の翌日から起算して３月以内に大

和高田市長に対して審査請求をすることができます（なお、この決定があったことを知った日の翌日
から起算して３月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して１年を経過すると審査請求をす
ることができなくなります。）。 

この決定については、この決定があったことを知った日の翌日から起算して６月以内に、大和高田市

を被告として（訴訟において大和高田市を代表する者は大和高田市長となります。）、処分の取消しの

訴えを提起することができます（なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算して６月以

内であっても、この決定の日の翌日から起算して１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起するこ

とができなくなります。）。ただし、上記の審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があ

ったことを知った日の翌日から起算して６月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます。 
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  様式第７号中「 

児 童 の 氏 名 

及び生年月日 
 

施 設 の 名 称 

及 び 所 在 地 
 

免 除 期 間  

免 除 理 由  

                                        」を 

 「 

子

ど

も 

フ リ ガ ナ 

氏 名 

 

生 年 月 日  

保

護

者 

フ リ ガ ナ 

氏 名 

 

居 住 地  

生 年 月 日  

施設の名称及び所在地  

免 除 期 間  

免 除 理 由  

                                      」に改める。 

  様式第９号を次のように改める。 
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様式第９号（第１０条関係） 

第     号 

年  月  日 

       様 

大和高田市長      印   

保育料変更通知書 

 
下記に記載のある方は口座振替納付です。 

金 融 機 関  

口 座 種 別  口座番号  

口座名義人  

保育料について、次のとおり変更しましたので通知します。 

支 給 認 定 証 番 号  

子

ど
も 

フ リ ガ ナ 

氏 名 

 

生 年 月 日  

保

護

者 

フ リ ガ ナ 

氏 名 

 

居 住 地  

生 年 月 日  

利 用 施 設 名 称  

認 定 区 分  
４月から８月まで 
変
更
前 

所 得 階 層  所 得 調 定 額  

変
更
後 

所 得 階 層  所 得 調 定 額  

変更前決定額  変更後決定額  

９月から３月まで 
変
更
前 

所 得 階 層  所 得 調 定 額  

変
更
後 

所 得 階 層  所 得 調 定 額  

変更前決定額  変更後決定額  

 

変更理由  
（教示） 
この決定に不服があるときは、この決定があったことを知った日の翌日から起算して３月以内に大

和高田市長に対して審査請求をすることができます（なお、この決定があったことを知った日の翌日
から起算して３月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して１年を経過すると審査請求をす
ることができなくなります。）。 
この決定については、この決定があったことを知った日の翌日から起算して６月以内に、大和高田

市を被告として（訴訟において大和高田市を代表する者は大和高田市長となります。）、処分の取消し
の訴えを提起することができます（なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算して６月
以内であっても、この決定の日の翌日から起算して１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起する
ことができなくなります。）。ただし、上記の審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決が
あったことを知った日の翌日から起算して６月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができま
す。 
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  様式第１０号中「 

児 童 の 氏 名 

及び生年月日 
 

施 設 の 名 称 

及 び 所 在 地 
 

変更前免除期間  

変更後免除期間  

免 除 期 間 

変 更 理 由 
 

                                          」を 

 「 

子

ど

も 

フ リ ガ ナ 

氏 名 

 

生 年 月 日  

保

護

者 

フ リ ガ ナ 

氏 名 

 

居 住 地  

生 年 月 日  

施 設 の 名 称 

及 び 所 在 地 

 

変更前免除期間  

変更後免除期間  

免除期間変更理由  

                                 」に改める。 

  様式第１２号中「 

児 童 の 氏 名 
及び生年月日 

 

                                          」を 

 「 

認 定 番 号  

子

ど

も 

フ リ ガ ナ 
氏 名 

 

生 年 月 日  

保護者 

フ リ ガ ナ 
氏 名 
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居 住 地  

生 年 月 日  

                                」に改める。 

  様式第１７号中「児童」を「子ども」に、 

 「 

氏 名 

          」を 

 「 

フ リ ガ ナ 

氏 名 

          」に改める。 

  様式第１８号中「 

児 童 の 氏 名 

及び生年月日 

 

却 下 理 由  

                                           」を 

 「 

子

ど

も 

フ リ ガ ナ 

氏 名 

 

生 年 月 日  

保

護

者 

フ リ ガ ナ 

氏 名 

 

居 住 地  

生 年 月 日  

却 下 理 由  

                                   」に改める。 

  様式第２１号中「 

児 童 の 氏 名 

及び生年月日 

 

取 消 年 月 日  

                                           」を 

 「 

認 定 番 号  

子

ど

も 

フ リ ガ ナ 

氏 名 

 

生 年 月 日  

保

護
者 

フ リ ガ ナ 

氏 名 
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居 住 地  

生 年 月 日  

取 消 年 月 日  

                                       」に改める。 

 （大和高田市保育所条例施行規則の一部改正） 

第２条 大和高田市保育所条例施行規則（平成１７年規則第１号）の一部を次のように改正する。 

  様式第１号中「 

利用する子どもの 

氏名及び生年月日 

 

                                         」を 

 「 

利 用 す る 子 ど も の 

氏 名 及 び 生 年 月 日 

 

入所する子ども保護者の

氏 名 及 び 生 年 月 日 

 

                                     」に改める。 

  様式第２号中「施設の利用」を「施設への入所（園）」に改め、 

 「 

子どもの氏名 

及び生年月日 
 

                                      」を 

 「 

子
ど
も 

フ リ ガ ナ 

氏 名 
 

生 年 月 日  

保

護

者 

フ リ ガ ナ 

氏 名 
 

居 住 地  

生 年 月 日  

希 望 施 設 名 称  

希 望 入 所 年 月 日  

                                      」に、「保留の有

効期限」を「有効期間」に改める。 

  様式第３号中「教育（保育）」を「教育・保育」に、 

 「 

利用する子どもの 

氏名及び生年月日 

 

利用する施設の 

名称及び所在地 

 

教育（保育）の実施

の解除の年月日 
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教育（保育）の実施

の解除の理由 

 

」を 

 「 

子
ど
も 

フ リ ガ ナ 

氏 名 

 

生 年 月 日  

保

護

者 

フ リ ガ ナ 

氏 名 

 

居 住 地  

生 年 月 日  

入 所 す る 保 育 所 の 

名 称 及 び 所 在 地 

 

保 育 の 実 施 の 

解 除 の 年 月 日 

 

保 育 の 実 施 の 

解 除 の 理 由 

 

                                        」に改める。 

  様式第５号を次のように改める。 
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様式第５号（第１１条関係） 

第     号 

年  月  日 

       様 

大和高田市長      印   

利用承諾通知書兼保育料決定通知書 

下記に記載のある方は口座振替納付です。 

金 融 機 関  

口 座 種 別  口 座 番 号  

口座名義人  

 申請のありました施設の利用について、次のとおり承諾します。また、保育料について次のとおり決定

しましたので通知いたします。 

支 給 認 定 証 番 号  

子どもの氏名及び生年月日  

保護者の氏名、居住地、 

生 年 月 日 

 

利 用 す る 施 設 の 

名 称 及 び 所 在 地 

 

施 設 の 利 用 期 間  

認 定 区 分  

利用料の月額及び納入方法  

 月から 月まで  

所 得 階 層  

    

  決 定 額  
※本年度市町村民税課税決定後に再算定を行うため、８月分までと９月分以降で保育料決定額が異な
る場合があります。 

※口座振替日が休日の場合は、翌営業日に振り替えます。 
（教示） 
 この決定に不服があるときは、この決定があったことを知った日の翌日から起算して３月以内に大
和高田市長に対して審査請求をすることができます（なお、この決定があったことを知った日の翌日
から起算して３月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して１年を経過すると審査請求をす
ることができなくなります。）。 
 この決定については、この決定があったことを知った日の翌日から起算して６月以内に、大和高田
市を被告として（訴訟において大和高田市を代表する者は大和高田市長となります。）、処分の取消し
の訴えを提起することができます（なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算して６月
以内であっても、この決定の日の翌日から起算して１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起する
ことができなくなります。）。ただし、上記の審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決が
あったことを知った日の翌日から起算して６月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができま
す。 
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附 則 

この規則は、令和８年１月５日から施行する。 

 

大和高田市国民健康保険条例施行規則の一部を改正する規則（保険医療課） 

規則第５４号 

大和高田市国民健康保険条例施行規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

令和７年１２月２５日 

大和高田市長 堀内 大造   

大和高田市国民健康保険条例施行規則の一部を改正する規則 

大和高田市国民健康保険条例施行規則の一部を改正する規則（平成１２年規則第７３号）の一部を

次のように改正する。 

様式第２号中「 

氏名 印 

」を 

「 

氏名  

」に、 

「 

市区町村長が 

証 明 す る 欄 

下記に掲げる当該認定を受けようとする者の属する世帯の世帯主及びその世

帯に属する被保険者に   年度の市民税が課されないことを証明する。 

        、        、        、 

        、        、        、 

        、        、        、 

市区町村長名          印 

」を 

「 

マイナ保険証を利用すれば、事前の手続なく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除さ

れます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。 

                               年   月   日 

市区町村長が 

証 明 す る 欄 

下記に掲げる当該認定を受けようとする者の属する世帯の世帯主及びその世帯

に属する被保険者に   年度の市民税が課されないことを証明する。 

        、        、        、 

        、        、        、 

市区町村長名          印 

」に改め

る。 

様式第４号を次のように改める。 
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様式第４号（第８条関係） 
国民健康保険療養費支給申請書 

支給額         円 
上記のとおり療養に要した費用を申請します。 
 
ただし下記内訳のとおり 

 年   月   日  
 

申請者（世帯主）     住所                                
氏名                個人番号            

電話番号               

被保険者 
記号・番号 

 
世帯主名 

 

診療を 
受けた人 

（ﾌﾘｶﾞﾅ） 
氏 名 

 
個人番号 

 申請者との

続   柄 

 

 

住 所  

発症負傷日  診療日数 自至 診療日数 日 

傷病名  傷病の原因  傷病の経過  

診療の内容  

受診した 
医療機関 

名称  診療科  

所在地  医師名  

受診状態  受給証  

費用額 
円 

併用公費又は福
祉の名称 

 

 交通事故等の第
三者行為 

有 ・ 無 

療養費の種別  

療養の給付を

受けることが

できなかった

理由 

 

受取 
口座 

□ 公金受取口座を利用する（利用する場合は口座情報の記入不要）。 

※ご自身で公金受取口座をマイナポータル上にて登録している方に限ります。 

□ 振込口座を指定する。 

振込 

振込先 コード 名称 （フリガナ） 

口座名義人 

 
金融機関    

支店   
口座番号 

       

口座種別  

点 数  総医療費  
支給額 

 

負担率  一部負担額  

世帯主以外の方が受領する場合は、下記の委任状を記入してください。 

委任状         年   月   日 
 

国民健康保険給付費等に関する受領を下記の代理人に委任します。 
世帯主氏名                            
（申請者） 
代理人住所                            

代理人氏名               個人番号         
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様式第７号から様式第９号までを次のように改める。 
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様式第７号（第１１条関係） 

国民健康保険 高額療養費 支給申請書 

 枚中   枚目 

被保険者記号・番号 申請者（世帯主）氏名 診療年月 課税区分 所得区分 

 
 年 月   

交通事故等の第三者行為 有 ・ 無  

療養を受けた被保険者氏名 

生年月日 医療機関等名 
入外 日数 総医療費 

個人番号 医療機関等所在地 被保険者負担額 

傷病名 

   
  

 

   

 

      

   

 

      

   

 

      

   

 

      

   

 

 限度額 支給額 

円 円   

 年 月 日 

上記のとおり申請します。  

住所                                             
 

申請者（世帯主）                            個人番号                      

氏名                            電話番号               

受

取

口

座 

□ 公金受取口座を利用する（利用する場合は口座情報の記入不要）。 

※ご自身で公金受取口座をマイナポータル上にて登録している方に限ります。 

□ 振込口座を指定する。 

 

1：現金 

2：振込 

 コード 名称 ﾌﾘｶﾞﾅ 

口座名義人 

 

金融機関 
 銀行 

信用金庫 
信用組合 
協同組合 

 

支店   
口座番号 

       

口座種別 普通・当座・その他（ ） 

世帯主以外の方が受領する場合は、下記の委任状を記入してください。 

委任状           年  月  日 

国民健康保険給付費等に関する受領を下記の代理人に委任します。 

世帯主氏名                                       

（申請者） 

代理人住所                                       

代理人氏名                          個人番号              
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様式第８号（第１２条関係）  

出産育児一時金支給申請書 

支 給 額  円 

上記金額を支給されるよう申請します。 

  ただし下記内訳のとおり 

年   月   日 

世帯主住所   

氏名   個人番号  

電話番号   

 

受 取 口 座 □ 公 金 受 取 口 座 を 利 用 す る （ 利 用 す る 場 合 は 口 座 情 報 の 記 入 不 要 ） 。 

□ 振 込 口 座 を 指 定 す る 。  

振  込  先 
金融機関 

 （フリガナ） 

口座名義人 

 

 
 

口座種別 普通・当座・その他（ ） 口座番号 
       

被 保 険 者 

記号・ 番号 
 世帯主氏名 

 

出産した 

被保険者氏名 

 

個人番号 

 

世帯主 

との続柄 

 

 

出 産 の 

年 月 日 

 
支払種別 

（出生前の請求は、 支 給 ・ 貸 付 

貸付となります。） 

出 産 の 

週（ 日 ） 数 週 （ 日 ） 

世帯主以外の方が受領する場合は、下記の委任状を記入してください。 

委任状 年  月  日 

国民健康保険出産育児一時金の受領を下記の代理人に委任します。 
 

 

世帯主氏名    

代理人住所    

代理人氏名 個人番号  

確 認 

１.住民異動による 

 

２. 

 

確認者氏名 

  



令和８年１月９日（金） 大 和 高 田 市 公 報 第４４４号 

 

 

 

 

 

89 

様式第９号（第１３条関係） 

葬祭費支給申請書 

支 給 額  円 

上記金額を支給されるよう申請します。 

  ただし下記内訳のとおり 

葬祭を行う者                     年  月  日 

住所   

氏名   個人番号  

電話番号   

受 取 口 座 □ 公 金 受 取 口 座 を 利 用 す る （ 利 用 す る 場 合 は 口 座 情 報 の 記 入 不 要 ） 。 

□ 振 込 口 座 を 指 定 す る 。  

振 込 先 

金融機関 
 （フリガナ） 

口座名義人 

 

 
 

口座種別 普通・当座・その他（ ） 口座番号 
       

被 保 険 者 

記号・番号 
 

死 亡 し た 

被保険者氏名 
 申請者との続柄  

死   亡 

年 月 日 
   年 月 日 

葬 祭 執 行 

年  月  日 

 交通事故等の

第三者行為 有 ・ 無 

葬祭を行う者以外の方が受領する場合は、下記の委任状を記入してください。 

委任状              年  月  日 

国民健康保険葬祭費の受領を下記の代理人に委任します。 

 

氏名 

（葬祭を行う者）   

   代理人住所     

代理人氏名 個人番号    

確 認 

１.住民異動届による 

２. 

 

確認者氏名 
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附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和８年１月５日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現に存する改正前の大和高田市国民健康保険条例施行規則の様式の書類につ

いては、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 

 

大和高田市市民交流センター条例施行規則の一部を改正する規則（まち振興課） 

規則第５５号 

大和高田市市民交流センター条例施行規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

令和７年１２月２５日 

大和高田市長 堀内 大造   

大和高田市市民交流センター条例施行規則の一部を改正する規則 

大和高田市市民交流センター条例施行規則（平成２８年規則第２１号）の一部を次のように改正す

る。 

第２条の表中 

「 

午前９時から午後９時まで。

ただし、交流スペースの一般

開放は、午前９時から午後７

時まで 

（１） 毎月第１月曜日及び第３月曜日。

ただし、その日が国民の祝日に関する法

律（昭和２３年法律第１７８号）に規定

する休日に当たるときは、その日後にお

いて、その日に最も近い休日でない日 

（２） １２月３０日から翌年１月３日ま

で 

午前９時から午後６時まで 

午前９時から午後５時まで 

午前７時３０分から午後９時

まで 

午前７時３０分から午後９時

まで 

１２月３０日から翌年１月３日まで 

」を 

「 

午前９時から午後９時まで。

ただし、交流スペースは、午

前９時から午後７時まで 

（１） 月曜日 

（２） １２月２９日から翌年１月３日ま

で 
午前９時から午後６時まで 

午前９時から午後５時まで 

午前７時３０分から午後９時

まで 

終日 なし 

」に改める。 

第９条第１項中「若しくは」を「又は」に改め、「又は交流スペースの一部を専用的に使用しよう

とする者」を削り、同条第２項中「日時から」の次に「使用しようとする日の４日前までに」を加え、

同項の表を次のように改める。 
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区分 受付開始日時 

市民活動を目的とする場合 使用する日（以下「使用日」という。）の前６月に当

たる日の属する月の初日の午前９時 

市民活動を目的としな

い場合 

市民活動団体 使用する日（以下「使用日」という。）の前４月に当

たる日の属する月の初日の午前９時 

市民活動団体

以外の者 

使用日の前３月に当たる日の属する月の初日の午前

９時 

備考 

１ 受付開始日時が休館日に当たるときは、その日後において最も近い休館日でない日の午前９

時から申請書の受付を行う。 

２ 受付終了日時が休館日に当たるときは、その日後において最も近い休館日でない日を受付終

了日とする。 

第１６条ただし書を削る。 

第１７条第１項中「若しくは」を「又は」に改め、「又は交流スペースの一部を専用的に使用する

場合」を削る。 

第１８条第１項中「若しくは」を「又は」に改め、「又は交流スペースの一部を専用的に使用する

場合」を削り、同項第３号を削り、同項第４号中「前２号」を「前号」に、「当該各号」を「同号」

に改め、同号を同項第３号とし、同条に次の２項を加える。 

３ 市長は、使用者が第１１条の規定により附属設備等の使用料を納付したにもかかわらず、当該附

属設備等を使用するまでに当該附属設備等の使用許可を取下げる申請を行ったときは、当該使用者

に対し、すでに納付された当該使用料を還付するものとする。 

４ 第２項の規定は、前項の規定により附属設備等の使用料の還付を受ける場合について、準用する。 

第２０条第５項中「若しくは」を「又は」に改め、「又は交流スペースの一部を専用的に使用しよ

うする場合」を削る。 

第２２条中「第５条第２項」を「第５条」に改める。 

第５１条中第１号を削り、第２号を第１号とし、第３号から第５号までを１号ずつ繰り上げる。 

別表中「 

液晶プロジェクター １セット １，０１０ 

ピアノ １台 ３，０５０ 

マイク設備 １本 ５００ 

再生機器 １台 １，０１０ 

」を 

「 

液晶プロジェクター、マイ

ク設備及び再生機器 

１セット １，０００ 

ピアノ １台 ５００ 
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ポータブルマイク設備 １セット ２００ 

」に改め、同表備考を次のように改め

る。 

備考 

１ 「１回当たりの使用料」は、１日につき１回として算定する。 

２ 附属設備等は、仕込みを行った時点から使用したものとする。 

３ この表の使用料には、ピアノ調律に係る人件費は含まない。 

様式第１号を次のように改める。 
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様式第１号（第４条関係） 

市民活動団体登録申請書 

申請日 年 月 日 

申請番号  

大和高田市長  宛 

ふりがな  

団体名称 
 

ふりがな  

役職名 

 

代表者 

氏 名 

 

※市民活動団体として登録された場合、上記内容の全て及び以下で非公開を選択していない内容を、市ホームページ、

印刷物等で公開します。  

団
体
の
連
絡
先 

所在地又は 

代表者住所 

（以下、公開したくない情報のみ、非公開を選択してください。） 

〒   -     □非公開 

a

a

a

a

a

a

a

a

 

a

a

a

a

□

非

公

開

□

非

公

開

a

a 

電話番号 
  □非公開 

FAX番号   □非公開 

携帯電話番号   □非公開 

E-mail ｱﾄﾞﾚｽ   □非公開 

ホームページ  □非公開 

担
当
者
の
連
絡
先 

ふりがな  

□非公開 
氏 名   

住 所 〒   － 
  

□非公開 

電話番号等   □非公開 

E-mail ｱﾄﾞﾚｽ  □非公開 

活
動
内
容 

主 な

活動日時 

 

□非公開 

活動頻度 月平均     回 □非公開 

主 な

活動場所 

 
□非公開 

会報等 〇有り （会報名 ） 〇無し □非公開 

会費等 〇有り  （ 円／年）  〇無し □非公開 

会員募集 〇有り  〇無し □非公開 

会員数 名  （男性   名   女性   名） □非公開 

裏面に続きます。 
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活動の

分 野 

主な活動 

（１つ） 

 
その他活動 

（４つまで） 

     

活動目的  

活 動 の

具体的内容 

 

団体ＰＲ

又は 

特記事項

（任意） 
〇公□非公開 

「活動の分野」の欄は、下の「活動分野の分類」表より主な活動を１つ、その他活動を４つまで選択してくださ

い。ただし、その他活動について該当が無い場合は、記入不要です。 

※個人情報については、市民交流センター運営に必要な目的以外には使用しません。 

記入事項は以上です。 

（参考）活動分野の分類 

１．保健、医療又は福祉 

２．社会教育の推進 

３．まちづくりの推進 

４．観光の振興 

５．農山漁村又は中山間地域の振興 

６．学術、文化、芸術又はスポーツの振興 

７．環境保全 

８．災害救護 

９．地域安全 

10．人権擁護・平和の推進 

11．国際協力 

12．男女共同参画社会の形成と促進 

13．子どもの健全育成 

14．情報化社会の発展 

15．科学技術の振興 

16．経済活動の活性化 

17．職業能力の開発又は雇用機会の拡充支援 

18．消費者保護 

19．団体の運営・活動に対する助言・援助 

20．都道府県又は指定都市の条例で定める活動 

21．学校教育支援 

22．その他（ ） 

 

誓約事項 

１ この団体は、市民活動を行うことを目的とした団体であり、大和高田市のまちづくりに寄与する団体である

ことを誓約します。 

２ この団体は、大和高田市暴力団排除条例（平成２３年条例第２２号）に規定する基本理念にのっとり、現在

いかなる暴力団とも関係がないこと及び今後においても関係を持たないことを誓約します。 

 

代表者氏名 

  
登録番号 

 

 
登録日 年 月 日 
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 様式第５号から様式第１３号までを次のように改める。 
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様式第５号（第９条関係） 

年  月  日   
 

市民交流センター使用許可申請書 
 

大和高田市長        宛 

申請者 住所又は 

登録番号                
 

    法人又は 

団 体 名                
 

    氏  名                
 

    連 絡 先                
 

大和高田市市民交流センター条例施行規則の規定により、次のとおり使用許可の申請をします。 

使用 

責任者 

氏 名  電話番号  

住 所 
（〒   －     ） 

 

使用内容 

 使用予定人数 人 

参加費 

（入場料） 
 

営利利用  

使用施設 使用年月日 使用時間 
使用内訳 

使用料 
午前 午後 夜間 

   年  月  日     円 

附属設備等 

 

 

 

 

 

円 

＜備考＞ 使用料合計 円 

受 付 

 

 

 

 

 

申請に当たっては、次の内容を確認の上、□にレ印を記入してください。 

□１  自己又は自己の団体の役員等は、暴力団（暴力団による不当な行為の防止等に関する法律（平成

３年法律第７７号。以下「法」という。）第２号に規定する暴力団をいう。）、暴力団員（法第２条第

６号に規定する暴力団員をいう。）又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者には該当

しません。 

□２  １の内容確認のため、大和高田市が奈良県高田警察署に照会する場合には、これに同意します。 
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様式第６号（第１０条関係） 

 

                                      第     号 

    年  月  日 

市民交流センター使用許可書 

申請者 

□ 市民活動団体 団体名 
 登録番

号 

 

□ 
市民活動団体 

以外 

法人又は 

団体名 
 

氏 名 
 電話番

号 

 

住 所 
（〒   －     ） 

使用 

責任者 

氏 名 
 電話番

号 

 

住 所 
（〒   －     ） 

使用内

容 
 

使用予定人数 人 

参加費 

（入場料） 
 

営利利用  

使用施設 使用年月日 使用時間 
使用内訳 

使用料 
午前 午後 夜間 

   年  月  日     円 

附属設備等 

 

 

  

円 

使用料合計 円 

＜備考＞ 

注 使用者が次のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、その使用を制限し、若しくは停止

し、又は退去を命ずることがあります。 

 （１） 大和高田市市民交流センター条例又はこの条例に基づく規則若しくは使用の許可の条件に違反

したとき。 

 （２） 偽りその他不正の手段により使用許可を受けたとき。 

 （３） 使用の不許可の条件のいずれかに該当すると認めるとき。 

 （４） 公益の確保のため、市長が特に必要があると認めるとき。 

 

上記のとおり使用を許可します。 

大和高田市長        印   
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様式第７号（第１２条関係） 

第     号 

    年  月  日 

市民交流センター使用不許可通知書 

申請者 

□ 市民活動団体 
団体

名 

 
登録番号 

 

□ 
市民活動団体 

以外 

団体

名 
 

氏 

名 

 
電話番号 

 

住 

所 

（〒   －     ） 

使用 

責任者 

氏 名 
 電話番

号 

 

住 所 
（〒   －     ） 

使用内

容 
 

使用予定人数 人 

参加費 

（入場料） 
 

営利利用  

使用施設 使用年月日 使用時間 
使用内訳 

午前 午後 夜間 

   年  月  日     

＜備考＞ 

＜不許可の理由＞ 

      年  月  日付けで申請のあった使用許可の申請について、上記のとおり許可しないこと

に決定したので通知します。 

                               大和高田市長        印   

 

１ この決定に不服があるときは、この決定があったことを知った日の翌日から起算して３月以内に大和
高田市長に対して審査請求をすることができます。（なお、この決定があったことを知った日の翌日から
起算して３月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して１年を経過すると審査請求をすること
ができなくなります。）。 

２ この決定については、この決定があったことを知った日の翌日から起算して６月以内に大和高田市長
を被告として（訴訟において大和高田市を代表する者は大和高田市長となります。）、処分の取消しの訴
えを提起することができます（なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算して６月以内で
あっても、この決定の日の翌日から起算して１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することがで
きなくなります。）。ただし、上記の審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があったこと
を知った日の翌日から起算して６月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます。 
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様式第８号（第１３条関係） 

 

申請日    年  月  日   

申請番号          
 

市民交流センター使用許可変更申請書 
 

大和高田市長        宛 
 

大和高田市市民交流センター条例施行規則の規定により、使用許可を受けた事項を次のように変更

したいので申請します。 

申請者 

□ 市民活動団体 団体名 
 

登録番号 
 

□ 市民活動団体以外 

 氏 名  電話番号  

 
住 所 

（〒   －     ） 

使用 

責任者 

氏 名 
 

電話番号 
 

住 所 
（〒   －     ） 

使用内容 

 使用予定人数 人 

参加費 

（入場料） 
 

営利利用  

使用施設 使用年月日 使用時間 
使用内訳 

使用料 
午前 午後 夜間 

 
  年  月  

日 
    円 

附属設備等 

 

 

 

円 

＜変更事項の内容を記入してください。＞ 使用料合計 円 

受 付 

 

 

 

 

 

＜以下職員記入欄＞ 

許可書の許可番号 №               

使用料

精算額 

 既納の使用料 変更後使用料 過不足額 

施   設 円 円 円 

附属設備等 円 円 円 

合   計 円 円 円 
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様式第９号（第１３条関係） 
第     号 

    年  月  日 
 

市民交流センター使用許可変更承認通知書 
 

申請者 

□ 市民活動団体 団体名 
 

登録番号 
 

□ 市民活動団体以外 

 氏 名  電話番号  

 

住 所 

（〒   －     ） 

使用 

責任者 

氏 名 
 

電話番号 
 

住 所 
（〒   －     ） 

使用内容  

使用予定人数 人 

参加費 

（入場料） 
 

営利利用  

使用施設 使用年月日 使用時間 
使用内訳 

使用料 
午前 午後 夜間 

 
  年  月  日 

    
円 

附属設備等 

 

 

  

円 

使用料合計 円 

＜備考＞ 許可書の許可番号 №         

 
 

使用料

精算額 

 既納の使用料 変更後使用料 過不足額 

施   設 円 円 円 

附属設備等 円 円 円 

合   計 
円 円 円 

 
 
 
 上記のとおり使用許可の変更を承認しましたので通知します。 

大和高田市長        印   
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様式第１０号（第１４条関係） 

申請日      年 月 日 

申請番号  

市民交流センター使用許可取下げ申請書 

大和高田市長 宛 

大和高田市市民交流センター条例施行規則の規定により、次のとおり使用許可の取下げ申請をしま

す。 

申請者 

□ 市民活動団体 団体名 
 

登録番号 
 

□ 市民活動団体以外 

 

氏 名  電話番号 
 

住 所 
（〒 － ） 

使

用 責

任者 

氏 名  電話番号  

住 所 
（〒 － ） 

使用内容 

 使用予定人

数 
人 

参加費 

（入場料） 
 

営利利用  

使用施設 使用年月日 使用時間 
使用内訳 

使用料 
午前 午後 夜間 

   年  月  日     円 

附属設備等 

 

 

 
 

円 

＜備考＞ 使用料合計 円 

受 付 

 

 

 

 

＜以下職員記入欄＞ 

許可書の許可番号 № 

 

使用料 

精算額 

 既納の使用料 過納額 

施 設 円 円 

附属設備等 円 円 

合 計 円 円 
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様式第１１号（第１４条関係） 

第   号 

年 月 日 

市民交流センター使用許可取下げ承諾書 

申請者 

□ 市民活動団体 団体名  登録番号  

□ 市民活動団体以外 

 

氏 名  電話番号  

住 所 
（〒 － ） 

使

用 責

任者 

氏 名  電話番号  

住 所 
（〒 － ） 

使用内容  

使用予定人数 人 

参加費 

（入場料） 
 

営利利用  

使用施設 利用年月日 使用時間 
使用内訳 

既納の使用料 
午前 午後 夜間 

   年  月  日     円 

附属設備等 

  

 

 

  

円 

使用料合計 円 

＜備考＞ 許可書の許可番号 № 

  

使用料 

精算額 

 既納の使用料 過納額 

施 設 円 円 

附属設備等 円 円 

合 計 円 円 

 

上記のとおり使用許可の取下げを承諾します。 

大和高田市長       印   
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様式第１２号（第１５条関係） 

第     号 
    年  月  日  

市民交流センター使用許可取消等通知書 

申請者 

□ 市民活動団体 団体名 
 

登録番号 
 

□ 
市民活動団体 

以外 

団体名  

氏 名  電話番号  

住 所 
（〒   －     ） 

使用 

責任者 

氏 名  電話番号  

住 所 
（〒   －     ） 

使用内容  

使用予定人数 人 

参加費 

（入場料） 
 

営利利用  

許可を取消し等 

する施設 
使用年月日 使用時間 

使用内訳 
既納の使用料 

午前 午後 夜間 

   年  月  日     円 

許可の取消し等 

に伴う不要な 

附属設備等 

 

 

  

円 

既納の使用料合計 円 

許可を取消し等する理由 

＜備考＞ 許可書の許可番号 № 

 

使用料

精算額 

 既納の使用料 過納額 

施   設 円 円 

附属設備等 円 円 

合   計 円 円 

上記のとおり使用許可を取消し等します。 

大和高田市長        印   

１ この決定に不服があるときは、この決定があったことを知った日の翌日から起算して３月以内に大和
高田市長に対して審査請求をすることができます。（なお、この決定があったことを知った日の翌日から
起算して３月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して１年を経過すると審査請求をすること
ができなくなります。）。 

２ この決定については、この決定があったことを知った日の翌日から起算して６月以内に大和高田市長
を被告として（訴訟において大和高田市を代表する者は大和高田市長となります。）、処分の取消しの訴
えを提起することができます（なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算して６月以内で
あっても、この決定の日の翌日から起算して１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することがで
きなくなります。）。ただし、上記の審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があったこと
を知った日の翌日から起算して６月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます。 
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様式第１３号（第１７条関係） 

申請日     年  月  日   

申請番号          
 

市民交流センター使用料減免申請書 

大和高田市長        宛 
 

大和高田市市民交流センター条例施行規則の規定により、使用料の減免を受けたいので、次のとお

り申請します。 

申請者 

□ 市民活動団体 団体名 
 

登録番号 
 

□ 市民活動団体以外 

 氏 名  電話番号  

 

住 所 

（〒   －     ） 

使用 

責任者 

氏 名  電話番号  

住 所 

（〒   －     ） 

使用内容 

 
使用予定人数 人 

参加費 

（入場料） 
 

営利利用  

使用施設 使用年月日 使用時間 
使用内訳 

使用料 
午前 午後 夜間 

   年  月  日     円 

附属設備等 
 

  
円 

＜減免を受けようとする理由を記入してください。＞ 使用料合計 円 

受 付 

 

 

 

 

 

＜以下職員記入欄＞ 

使用許可申請書の申請番号 №               

使用料 

 所定の使用料 減免額 減免後の使用料 備考 

施   設 円 円 円 円 

附属設備等 円 円 円 円 

合   計 
円 円 円 円 
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 様式第１４号中「申請番号      －」を「申請番号       」に、「殿」を「宛」に

改める。 

 様式第１５号中「申請番号      －」を「申請番号       」に、「殿」を「宛」に、 

「 

行事名称 

 利用予定人数 人 

開終時間 

開 場 

 

使用内容 

 

開 始  

終 了  

」を 

「 

使用内容  

」に改める。 

 様式第１６号中 

「 

行事名称 

 利用予定人数 人 

開終時間 

開 場 

 

使用内容 

 

開 始  

終 了  

」を 

「 

使用内容  

」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和８年７月１日から施行する。 

（経過措置） 
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２ この規則による改正後の大和高田市市民交流センター条例施行規則の規定は、この規則の施行の

日以後に大和高田市市民交流センターを利用する者について適用し、同日前に大和高田市市民交流

センターを利用する者については、なお従前の例による。 

 

大和高田市税賦課徴収条例施行規則の一部を改正する規則（税務課） 

規則第５６号 

大和高田市税賦課徴収条例施行規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

令和７年１２月２６日 

大和高田市長 堀内 大造   

大和高田市税賦課徴収条例施行規則の一部を改正する規則 

大和高田市税賦課徴収条例施行規則（昭和３７年規則第９号）の一部を次のように改正する。 

第３条中「、別表に掲げるところによるものとする」を「別表に掲げるところによるものとし、様

式に記載すべき事項その他の必要な事項は市長が別に定める」に改める。 

第４条を削る。 

第５条中「政令」を「地方税法施行令（昭和２５年政令第２４５号。以下「政令」という。）」に

改め、同条を第４条とし、第６条を第５条とし、第７条を第６条とする。 

別表を次のように改める。 

別表（第３条関係） 

様式番号 名称 根拠条文 

様式第１号 納期限変更告知書 
法第１３条の２第１項、同条第３項

後段 

様式第２号 交付要求書 

法第１４条の２、法第１４条の６、

法第４８５条の３第４項、法第６１

３条第４項 

様式第３号 交付要求通知書 

法第１４条の２、法第１４条の６、

法第１４条の７、法第１６条の４第

９項 

様式第４号 譲渡担保財産徴収通知書 法第１４条の１８第２項 

様式第５号 徴収猶予申請書 法第１５条の２第１項 

様式第６号 徴収猶予期間延長申請書 法第１５条の２第３項 

様式第７号 徴収猶予許可通知書 法第１５条の２の２ 

様式第８号 徴収猶予取消通知書 法第１５条の２の２第２項 

様式第９号 徴収猶予期間延長取消通知書 法第１５条の２の２第２項 

様式第１０号 換価の猶予通知書 法第１５条の５の２第３項 

様式第１１号 換価の猶予期間延長通知書 法第１５条の５の２第３項 

様式第１２号 換価の猶予取消通知書 法第１５条の５の２第３項 
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様式第１３号 換価の猶予期間延長取消通知書 法第１５条の５の２第３項 

様式第１４号 滞納処分停止通知書 法第１５条の７ 

様式第１５号 滞納処分停止取消通知書 法第１５条の８ 

様式第１６号 延滞金減免申請書 法第１５条の９、第２０条の９の５ 

様式第１７号 延滞金減免承認・不承認通知書 
法第１５条の９、法第２０条の９の

５ 

様式第１８号 保全担保提供命令書 法第１６条第３項 

様式第１９号 還付通知書（その１） 法第１７条 

様式第２０号 還付通知書（その２） 法第１７条 

様式第２１号 還付通知書（その３） 法第１７条 

様式第２２号 還付請求書（その１） 法第１７条 

様式第２３号 還付請求書（その２） 法第１７条 

様式第２４号 充当通知書 法第１７条、法第１７条の２ 

様式第２５号 市・県民税更正通知書 法第１７条の５ 

様式第２６号 大和高田市税公示送達書 
法第２０条の２ 

条例第６条 

様式第２７号 納税証明書交付申請書 

法第２０条の１０、大和高田市手数

料条例（平成１２年条例第１０号）

第２条 

様式第２８号 納税証明書 法第２０条の１０、条例第８条 

様式第２９号 軽自動車税種別割納税証明書 法第２０条の１０、条例第８条 

様式第３０号 納付確認書 法第２０条の１０、条例第８条 

様式第３１号 完納証明書 法第２０条の１０、条例第８条 

様式第３２号 法人市民税更正通知書 地方税法第２０条の９の３ 

様式第３３号 市税犯則事件調査職員証 法第２２条の１２ 

様式第３４号 市民税・県民税納税通知書 
法第４３条、法第３１９条の２、条

例第３３条 

様式第３５号 市民税・県民税課税明細書 
法第４３条、法第３１９条の２、条

例第３３条 

様式第３６号 
市民税・県民税納税通知書（口

座振替） 

法第４３条、法第３１９条の２、条

例第３３条 
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様式第３７号 市民税・県民税申告書 
法第４５条の２第１項、法第３１７

条の２第１項、条例第２７条 

様式第３８号 市たばこ税更正（決定）通知書 
法第７４条の１０、地方税法第４８

０条、条例第９０条 

様式第３９号 たばこ税申告書 法第７４条の１０、条例第９０条 

様式第４０号 たばこ税納付書 法第７４条の１０、条例第９０条 

様式第４１号 徴税吏員証 

法第２９８条、法第３５３条、法第

４７０条、法第５８８条、国税徴収

法（昭和３４年法律第１４７号）第

１４７条 

様式第４２号 法人等設立申告書 地方税法第３１７条の２の８ 

様式第４３号 法人異動事項届出書 地方税法第３１７条の２の８ 

様式第４４号 総括表 法第３１７条の６ 

様式第４５号 給与支払報告書（個人別明細書） 法第３１７条の６ 

様式第４６号 
市民税・県民税特別徴収税額の

通知書（特別徴収義務者用） 
法第３２１条の４ 

様式第４７号 
市民税・県民税特別徴収税額の

通知書（納税義務者用） 
法第３２１条の４ 

様式第４８号 
給与支払報告特別徴収にかかる

給与所得者異動届出書 

地方税法第３２１条の５、地方税法

施行規則（昭和２９年総理府令第２

３号）第９条の２４、条例第４９条 

様式第４９号 
特別徴収税額の納期の特例に関

する申請書 

地方税法第３２１条の５の２、条例

第３８条の３ 

様式第５０号 
市民税・県民税特別徴収税額の

変更通知書（特別徴収義務者用） 
法第３２１条の６第１項 

様式第５１号 
市民税・県民税特別徴収税額の

変更通知書（納税義務者用） 
法第３２１条の６第１項 

様式第５２号 法人市民税確定・中間申告書 
地方税法第３２１条の８、条例第４

０条 

様式第５３号 法人市民税予定申告書 
地方税法第３２１条の８、条例第４

０条 

様式第５４号 法人市民税減免申請書 法第３２３条 

様式第５５号 法人市民税減免決定通知書 法第３２３条 

様式第５６号 個人市民税減免申請書 法第３２３条 
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様式第５７号 個人市民税減免決定通知書 法第３２３条 

様式第５８号 
退職所得に係る市民税・県民税

納入申告書 

地方税法第３２８条の７、条例第５

１条１項 

様式第５９号 督促状兼領収書 
法第３２９条、法第３７１条、法第

４８５条、法第６１１条 

様式第６０号 督促用納付書・領収済通知書 
法第３２９条、法第３７１条、法第

４８５条、法第６１１条 

様式第６１号 
固定資産税・都市計画税納税義

務者申告書 
法第３４３条、条例第５２条 

様式第６２号 
固定資産税・都市計画税非課税

申告書 

法第３４８条 

条例第５３条～条例第５３条の５ 

様式第６３号 被災住宅用地等に関する申告書 
法第３４９条の３の３、条例第６５

条の２ 

様式第６４号 
共用土地に係る固定資産税額・

都市計画税額の按分申請書 

法第３５２条の２第５項 

条例第５５条の３ 

様式第６５号 

特定被災共用土地に係る固定資

産税額・都市計画税額の按分申

請書 

法第３５２条の２第６項、条例第５

５条の３ 

様式第６６号 固定資産評価員証 法第３５３条第３項、条例第６８条 

様式第６７号 固定資産評価補助員証 法第３５３条第３項、条例第６８条 

様式第６８号 納税管理人申告（承認申請）書 法第３５５条第１項、条例第５６条 

様式第６９号 
納税通知書（土地・家屋・償却

資産） 

法第３６４条、法第７０２条の８、

条例第６１条、条例第１３２条 

様式第７０号 課税明細書 
法第３６４条第３項、法第７０２条

の８ 

様式第７１号 
固定資産税・都市計画税減免申

請書 

法第３６７条 

条例第６３条 

様式第７２号 
減免決定通知書（土地・家屋・

償却資産） 

法第３６７条 

条例第６３条 

様式第７３号 
固定資産税・都市計画税の減免

に係る事由消滅申告書 

法第３６７条 

条例第６３条 

様式第７４号 
名寄帳兼課税台帳（土地・家屋・

償却資産） 

法第３８２条の２、法第３８７条、

条例第６４条の３ 

様式第７５号 評価証明書（土地・家屋） 
法第３８２条の３、条例第６４条の

４ 
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様式第７６号 評価証明書（償却資産） 
法第３８２条の３、条例第６４条の

４ 

様式第７７号 公課証明書（土地・家屋） 
法第３８２条の３、条例第６４条の

４ 

様式第７８号 公課証明書（償却資産） 
法第３８２条の３、条例第６４条の

４ 

様式第７９号 
償却資産申告書（償却資産課税

台帳） 
法第３８３条、条例第５２条 

様式第８０号 種類別明細書（全資産用） 法第３８３条、条例第５２条 

様式第８１号 種類別明細書（増減資産用） 法第３８３条、条例第５２条 

様式第８２号 住宅用地適用申告書 
法第３８４条第１項 

条例第６５条 

様式第８３号 住宅用地認定取消申告書 
法第３８４条第２項 

条例第６５条第２項 

様式第８４号 固定資産現所有者申告書 
法第３８４条の３ 

条例第６５条の３ 

様式第８５号 土地価格等縦覧帳簿 法第４１５条第１項、同条第２項 

様式第８６号 家屋価格等縦覧帳簿 法第４１５条第１項、同条第２項 

様式第８７号 
更正（賦課）決定通知書（土地・

家屋・償却資産） 
法第４１７条、法第４２０条 

様式第８８号 
軽自動車税（種別割）納税通知

書 

法第４６３条の１８第２項、条例第

７８条 

様式第８９号 
軽自動車税（種別割）納税通知

書（口座振替分） 

法第４６３条の１８第２項、条例第

７８条 

様式第９０号 
軽自動車税（種別割）申告書兼

標識交付申請書 

法第４６３条の１９、条例第７９条

第１項 

様式第９１号 
軽自動車税（種別割）廃車申告

書 

法第４６３条の１９、条例第７９条

第３項 

様式第９２号 軽自動車税種別割減免申請書 法第４６３条の２３ 

様式第９３号 軽自動車税減免決定通知書 法第４６３条の２３ 

様式第９４号 
熱損失防止（省エネ）改修に係

る固定資産税減額申告書 
条例附則第１０条の３第９項 

様式第９５号 
新築住宅に係る固定資産税の減

額適用申告書 

法附則第１５条の６第１項 

条例附則第１０条の３第１項 
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様式第９６号 
新築住宅に係る固定資産税の減

額適用申告書（認定長期優良） 

法附則第１５条の７第１項 

条例附則第１０条の３第２項 

様式第９７号 

長寿命化に資する大規模修繕工

事を行ったマンションにする固

定資産税の減額適用申告書 

法附則第１５条の９の３ 

条例附則第１０条の３第１２項 

様式第９８号 
耐震改修に係る固定資産税減額

申告書 

法附則第１５条の９第１項 

条例附則第１０条の３第７項 

様式第９９号 
サービス付き高齢者向け住宅に

係る固定資産税減額申告書 

法附則第１５条の８第２項 

条例附則第１０条の３第５項 

様式第１００号 

高齢者等居住（バリアフリー）

改修に係る固定資産税減額申告

書 

法附則第１５条の９第４項 

条例附則第１０条の３第８項 

様式第１０１号 
特徴納期の特例に関する承認に

ついて 

地方税法施行令第４８条の９の１

０、条例第３８条の３ 

様式第１０２号 

給与所得等に係る市民税県民税

森林環境税特別徴収の納期の特

例の要件に該当しなくなったこ

との届出書 

地方税法施行令第４８条の９の１１

及び第４８条の１７、条例第３８条

の５ 

様式第１０３号 
特徴納期の特例に関する取り消

しについて 

地方税法施行令第４８条の１０、条

例第３８条の４ 

様式第１０４号 
区分所有に係る補正の方法に関

する申請書 

施行規則第１５条の３第３項、同条

の３の２第４項、同条の３の２第５

項 

条例第５５条の２ 

様式第１０５号 
納付書・納付済通知書・領収証

書 
条例第２条第３項 

様式第１０６号 
所得・課税・非課税証明書・営

業証明書 
条例第６４条の４（手数料条例） 

様式第１０７号 
原動機付自転車等試乗標識交付

申請書 
条例第８３条の２第１項 

様式第１０８号 
原動機付自転車等試乗標識臨時

交付申請書 
条例第８３条の２第４項 

様式第１０９号 
原動機付自転車、小型特殊自動

車標識交付証明書 
条例第８３条第３項 

様式第１１０号 原動機付自転車標識のひな型 条例第８３条第４項 

様式第１１１号 
原動機付自転車標識のひな型

（オリジナルナンバープレー
条例第８３条第４項 
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ト） 

様式第１１２号 
原動機付自転車等試乗標識ひな

型 
条例第８３条第４項 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和８年１月５日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現に存する改正前の大和高田市税賦課徴収条例施行規則の様式の書類につい

ては、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 

 

 

 

告示 

公示送達（介護保険課） 

告示第１２９号 

令和７年度介護保険料納入通知書を郵便により送達しましたが、その送達を受けるべき者の住所等

が不明であるため、送達できないので、介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１４３条（地方税

法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２の規定を準用）の規定により、次のとおり公示送達し

ます。 

なお、公示送達に係る書類は介護保険課介護保険給付係で保管し、送達を受けるべき者から交付の

申出があれば交付します。 

令和７年１２月１日 

大和高田市長 堀内 大造   

1．この納入通知書の発送年月日 

令和７年７月３日（番号１～３） 

２．この公示送達により変更する納期限 

  変更前 令和７年 ７月３１日     変更前 令和７年 ９月 １日 

  変更後 令和７年１２月２５日     変更後 令和７年１２月２５日 

 

 変更前 令和７年 ９月３０日     変更前 令和７年１０月３１日 

 変更後 令和７年１２月２５日     変更後 令和７年１２月２５日 

 

変更前 令和７年１２月 １日 

 変更後 令和７年１２月２５日 

３．送達を受けるべき者  

省略（市役所前掲示場掲示済） 

（注）地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示送達をした日から起算して７日を経過したと

きに、書類の送達があったものとみなされます。 

 

公示送達（介護保険課） 

告示第１３０号 

告 示 
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令和７年度介護保険料第１期～第４期督促状を郵便により送達しましたが、その送達を受けるべき

者の住所等が不明であるため、送達できないので、介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１４３

条（地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２の規定を準用）の規定により、次のとおり

公示送達します。 

なお、公示送達に係る書類は介護保険課介護保険給付担当で保管し、送達を受けるべき者から交付

の申出があれば交付します。 

令和７年１２月１日 

大和高田市長 堀内 大造   

１．この通知の発送年月日 

  令和７年度 介護保険料第１期   令和 ７年 ８月１８日 

 令和７年度 介護保険料第２期   令和 ７年 ９月１６日 

 令和７年度 介護保険料第３期   令和 ７年１０月２０日 

 令和７年度 介護保険料第４期   令和 ７年１１月１４日 

２．送達を受けるべき者 

省略（市役所前掲示場掲示済） 

（注）地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示送達をした日から起算して７日を経過したと

きに、書類の送達があったものとみなされます。 

 

放置自転車等の移動、保管（生活安全課） 

告示第１３１号 

大和高田市自転車等の安全利用に関する条例（平成５年条例第１９号）第９条及び第９条の２第２

項の規定により放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第１０条第１項

の規定により告示します。 

令和７年１２月３日 

  大和高田市長 堀内 大造   

１ 移動理由 

自転車等放置禁止区域内及び放置禁止区域外の公共の場所に放置されていたため 

２ 移動年月日、移動対象区域、移動自転車等の数量 

（１） 放置禁止区域 

移動年月日 

近鉄大和高田
駅･ＪＲ高田
駅周辺 

近鉄高田市

駅周辺 

近鉄松塚駅

周辺 

近鉄浮孔駅

周辺 

近鉄築山駅

周辺 

自転車 

原動

機付

自転

車 

自転車 

原動機

付自転

車 

自転車 

原動機

付自転

車 

自転車 

原動機

付自転

車 

自転車 

原動機

付自転

車 

令和７年１１月６日   １        

令和７年１１月１８日 １          

令和７年１１月２６日 １          

令和７年１１月２７日 １          

令和７年１１月２８日 １          

（２） 放置禁止区域外の公共の場所 

移動年月日 地   区 自転車 原動機付自転車 

令和７年１１月１４日 中三倉堂２丁目１０先路上 ２  
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令和７年１１月１６日 西三倉堂２丁目１１-７先路上 １  

３ 保管場所 

大和高田市曽大根１丁目高田バイパス高架下 

大和高田市高架下自転車保管所 

４ 引取期間 

告示日から６０日間。ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除く。 

５ 引取時間 

午前９時から正午までと午後１時から午後４時まで 

６ 引取りのための必要事項 

（１） 印鑑、自転車等の鍵並びに住所及び氏名を確認できるもの（学生証、運転免許証、保険証

等）をお持ちください。 

（２） 次のとおり移動及び保管に要した費用を徴収します。 

ア 移動費 ２，０００円 

イ 保管費 移動日から１４日以内は無料。ただし、無料期間を経過した日以降は、大和高田市

の休日を定める条例第１条第１項各号に掲げる市の休日を除き、１日当たり５０円を

徴収する。総額は、１，０００円を限度とする。 

７ 連絡先 

大和高田市役所 生活安全課 電話０７４５－２２－１１０１代表 

 

公示送達（収納対策課） 

告示第１３２号 

 督促状を郵便により発送しましたが、下記の者について住所等が不明であるため、送達できないの

で、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２第１項の規定により、次のとおり公示送達

します。 

 なお、公示送達に係る書類は総務部収納対策課で保管し、送達を受けるべき者から交付の申出があ

ればいつでも交付します。 

令和７年１２月３日 

                   大和高田市長 堀内 大造   

１ この通知の発送年月日 

督促状（令和７年度 国民健康保険税 第３期） 令和７年１０月１６日 

督促状（令和７年度 固定資産税 第３期）    令和７年１０月１７日 

２ 送達を受けるべき者 

省略（市役所前掲示場掲示済） 

（注）地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示送達をした日から起算して７日を経過したと

きに書類の送達があったものとみなされます。 

 

住民票の消除（市民課） 

告示第１３３号 

 大和高田市に住民登録をしている下記の者について、住民基本台帳法第３４条第２項の規定による

調査の結果、居住していないことを確認したため、同法第８条及び住民基本台帳法施行令第１２条第

１項の規定により、住民票を令和７年１２月３日付けで消除したので、同条第４項の規定により告示

する。 
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令和７年１２月４日 

大和高田市長 堀内 大造   

記 

省略（市役所前掲示場掲示済） 

（教示） 

１ この決定に不服がある場合は、行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）第２条の規定により、

この決定があったことを知った日の翌日から起算して３月以内に、大和高田市長に対して審査請求

をすることができます。 

２ この決定に対する取消しの訴えは、この決定の通知を受けた日から６月以内に大和高田市を被告

として（訴訟において大和高田市を代表する者は大和高田市長となります。）、提起しなければなり

ません（なお、この決定の通知を受けた日から６月以内であっても、決定の日から 1年を経過する

と、この決定に対する取消しの訴えを提起することができなくなります。）。ただし、上記１の審査

請求をした場合の決定の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌

日から起算して６月以内に提起しなければならないこととされています。 

 

公示送達（保険医療課） 

告示第１３４号 

 令和７年度後期高齢者医療保険料随時４月・第４期督促状を郵送にて送達しましたが、その送達を

受けるべき者の住所等が不明であるため、送達できないので、高齢者の医療の確保に関する法律（平

成１８年法律８３号）第１１２条により準用する地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の

２の規定により、次のとおり公示送達します。 

なお、公示送達に係る書類は保険医療課国保医療グループ（医療担当）で保管し、送達を受けるべ

き者から交付の申出があればいつでも交付します。 

令和７年１２月４日 

大和高田市長 堀内 大造   

１ この納入通知書の発送年月日 

令和７年１１月２０日 

２ 送達を受けるべき者 

省略（市役所前掲示場掲示済） 

（注）地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示送達をした日から起算して７日を経過したと

きに、書類の送達があったものとみなされます。 

 

令和７年度大和高田市一般会計補正予算（第５号）等の要領の公表（財政課） 

告示第１３５号 

 令和７年１２月議会において成立した次の予算の要領を地方自治法(昭和２２年法律第６７号)第２

１９条第２項の規定により公表します。 

  令和７年１２月１６日 

大和高田市長 堀内 大造   

１ 令和７年度大和高田市一般会計補正予算（第５号） 

２ 令和７年度大和高田市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号） 

 ３ 令和７年度大和高田市国民健康保険天満診療所特別会計補正予算（第２号） 

 ４ 令和７年度大和高田市駐車場事業特別会計補正予算（第２号） 
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５ 令和７年度大和高田市介護保険事業特別会計補正予算（第２号） 

６ 令和７年度大和高田市後期高齢者医療保険事業特別会計補正予算（第２号） 

７ 令和７年度大和高田市休日診療所特別会計補正予算（第２号） 

８ 令和７年度大和高田市下水道事業会計補正予算（第１号） 

９ 令和７年度大和高田市病院事業会計補正予算（第１号） 

 

令和６年度大和高田市一般会計補正予算（第５号） 

 

令和６年度大和高田市の一般会計補正予算（第５号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ６６８，０００千円を追加し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ３０，００８，４００千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

（繰越明許費の補正） 

第２条 繰越明許費の追加は、「第２表 繰越明許費補正」による。 

（債務負担行為の補正） 

第３条 債務負担行為の追加は、「第３表 債務負担行為補正」による。 

 

第１表 歳入歳出予算補正 

（歳入）                                 （単位：千円） 

款 項 補正前の額 補 正 額 計 

13.分担金及び負担

金 

 147,735 1,704 149,439 

2.負担金 135,835 1,704 137,539 

15.国庫支出金  6,135,558 142,336 6,277,894 

1.国庫負担金 5,191,173 142,570 5,333,743 

2.国庫補助金 876,690 1,613 878,303 

3.国庫委託金 67,695 △1,847 65,848 

16.県支出金  2,543,088 78,018 2,621,106 

1.県負担金 1,580,752 67,500 1,648,252 

2.県補助金 825,422 10,518 835,940 

19.繰入金  567,093 351,855 918,948 

1.基金繰入金 559,219 351,855 911,074 

20.繰越金  10,319 46,271 56,590 

1.繰越金 10,319 46,271 56,590 

21.諸収入  500,149 47,816 547,965 

4.雑入 479,942 47,816 527,758 

補正されなかった科目に係る額 19,436,458 0 19,436,458 

歳  入  合  計 29,340,400 668,000 30,008,400 

 

（歳出）                                 （単位：千円） 
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款 項 補正前の額 補 正 額 計 

1.議会費  227,331 1,362 228,693 

1.議会費 227,331 1,362 228,693 

2.総務費  3,715,127 28,697 3,743,824 

1.総務管理費 3,097,933 △11,381 3,086,552 

2.徴税費 298,354 37,143 335,497 

3.戸籍住民基本台帳費 181,988 △1,181 180,807 

4.選挙費 61,405 1,071 62,476 

5.統計調査費 49,967 1,959 51,926 

6.監査委員費 25,480 1,086 26,566 

3.民生費  14,277,420 526,987 14,804,407 

1.社会福祉費 6,983,318 440,468 7,423,786 

2.児童福祉費 4,471,542 74,616 4,546,158 

3.生活保護費 2,822,456 11,903 2,834,359 

4.衛生費  3,460,643 41,649 3,502,292 

1.保健衛生費 1,323,426 32,426 1,355,852 

2.清掃費 2,137,217 9,223 2,146,440 

6.農林水産業費  151,420 △2,552 148,868 

1.農業費 151,420 △2,552 148,868 

7.商工費  86,338 3,075 89,413 

1.商工費 86,338 3,075 89,413 

8.土木費  1,277,166 28,007 1,305,173 

1.土木管理費 118,844 1,463 120,307 

2.道路橋りょう費 172,366 20,000 192,366 

4.都市計画費 853,174 3,612 856,786 

5.住宅費 131,252 2,932 134,184 

9.消防費  995,391 320 995,711 

1.消防費 995,391 320 995,711 

10.教育費  2,749,963 40,455 2,790,418 

1.教育総務費 538,920 429 539,349 

2.小学校費 378,448 8,532 386,980 

3.中学校費 236,673 259 236,932 

4.高等学校費 443,122 24,059 467,181 

5.幼稚園費 346,452 △10,171 336,281 

6.社会教育費 263,002 △2,145 260,857 

7.保健体育費 543,346 19,492 562,838 
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補正されなかった科目に係る額 2,399,601 0 2,399,601 

歳  出  合  計 29,340,400 668,000 30,008,400 

 

第２表　繰越明許費補正

（単位：千円）

款 項 事　業　名 金　　額

教育費 高等学校費 高等学校営繕工事 16,500 
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第３表　債務負担行為補正

事 項 期 間 限 度 額

広報誌発行業務 令和８年度 21,564千円

広報誌等発送業務 令和８年度 2,376千円

国際交流事業委託に係る経費 令和８年度 1,541千円

文化会館の自主事業に係る経費 令和８年度 3,278千円

市営斎場火葬業務等 令和８年度 13,376千円

市営斎場受付業務 令和８年度 1,320千円

教育ＩＣＴ環境（ネットワーク）
整備一式借上
（教育委員会）

令和７年度から
令和１３年度まで

59,690千円

教育ＩＣＴ環境（ネットワーク）
整備一式借上
（小学校）

令和７年度から
令和１３年度まで

63,435千円

教育ＩＣＴ環境（ネットワーク）
整備一式借上
（中学校）

令和７年度から
令和１３年度まで

28,330千円

教育ＩＣＴ環境（ネットワーク）
整備一式借上
（幼稚園）

令和７年度から
令和１３年度まで

3,006千円

学校給食材料購入に係る経費
（通年分）

令和８年度
5,522千円

と消費税等に
相当する額
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学校給食材料購入に係る経費
（１学期分）

令和８年度
23,597千円

と消費税等に
相当する額

学校給食材料購入に係る経費
（４月分）

令和８年度
7,141千円

と消費税等に
相当する額

給食配送業務 令和８年度 2,350千円

給食廃棄物処理業務 令和８年度 4,906千円

 
 

 

令和７年度大和高田市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号） 

 

令和７年度大和高田市の国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによ

る。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２，２０１千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳

入歳出それぞれ７，３６８，３６８千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

第１表 歳入歳出予算補正 

（歳入）                                 （単位：千円） 

款 項 補正前の額 補 正 額 計 

6.県支出金  5,451,287 600 5,451,887 

3.県負担金・補助金 5,451,287 600 5,451,887 

9.繰入金  753,133 1,601 754,734 

1.一般会計繰入金 593,289 1,002 594,291 

2.基金繰入金 159,844 599 160,443 

補正されなかった科目に係る額 1,161,747 0 1,161,747 

歳  入  合  計 7,366,167 2,201 7,368,368 

 

（歳出）                                 （単位：千円） 

款 項 補正前の額 補 正 額 計 
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1.総務費  134,010 1,002 135,012 

1.総務管理費 109,613 1,002 110,615 

2.徴税費 23,948 0 23,948 

2.保険給付費  5,412,259 600 5,412,859 

4.葬祭諸費 3,000 600 3,600 

8.保健事業費  93,288 599 93,887 

1.特定健康診査等事業

費 68,393 599 68,992 

補正されなかった科目に係る額 1,726,610 0 1,726,610 

歳  出  合  計 7,366,167 2,201 7,368,368 

 

 

令和７年度大和高田市国民健康保険天満診療所特別会計補正予算（第２号） 

 

令和７年度大和高田市の国民健康保険天満診療所特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるとこ

ろによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１，６３０千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳

入歳出それぞれ１２１，１２０千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

第１表 歳入歳出予算補正 

（歳入）                                 （単位：千円） 

款 項 補正前の額 補 正 額 計 

4.繰入金  13,842 1,630 15,472 

1.基金繰入金 13,365 1,630 14,995 

補正されなかった科目に係る額 105,648 0 105,648 

歳  入  合  計 119,490 1,630 121,120 

 

（歳出）                                 （単位：千円） 

款 項 補正前の額 補 正 額 計 

1.総務費  64,878 1,630 66,508 

1.施設管理費 64,639 1,630 66,269 

補正されなかった科目に係る額 54,612 0 54,612 

歳  出  合  計 119,490 1,630 121,120 

 

 

令和７年度大和高田市駐車場事業特別会計補正予算（第２号） 
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令和７年度大和高田市の駐車場事業特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３５２千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳

出それぞれ３５５，０１５千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

第１表 歳入歳出予算補正 

（歳入）                                 （単位：千円） 

款 項 補正前の額 補 正 額 計 

2.諸収入  354,663 352 355,015 

2.雑入 354,661 352 355,013 

補正されなかった科目に係る額 0 0 0 

歳  入  合  計 354,663 352 355,015 

 

（歳出）                                 （単位：千円） 

款 項 補正前の額 補 正 額 計 

2.公債費  555 352 907 

1.公債費 555 352 907 

補正されなかった科目に係る額 354,108 0 354,108 

歳  出  合  計 354,663 352 355,015 

 

 

令和７年度大和高田市介護保険事業特別会計補正予算（第２号） 

 

令和７年度大和高田市の介護保険事業特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ６，３７９千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳

入歳出それぞれ７，３９２，４３９千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

第１表 歳入歳出予算補正 

（歳入）                                 （単位：千円） 

款 項 補正前の額 補 正 額 計 

7.繰入金  1,317,802 6,379 1,324,181 

1.一般会計繰入金 1,169,802 6,379 1,176,181 

補正されなかった科目に係る額 6,068,258 0 6,068,258 

歳  入  合  計 7,386,060 6,379 7,392,439 
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(歳出）                                 （単位：千円） 

款 項 補正前の額 補 正 額 計 

1.総務費  155,740 △781 154,959 

1.総務管理費 107,906 △781 107,125 

3.地域支援事業費  432,292 9,712 442,004 

1.介護予防・生活支援総

合事業費 276,791 △116 276,675 

2.包括的支援事業・任意

事業費 155,501 9,828 165,329 

4.介護サービス事

業費 
 50,936 △2,552 48,384 

1.居宅介護支援事業費 50,936 △2,552 48,384 

補正されなかった科目に係る額 6,747,092 0 6,747,092 

歳  出  合  計 7,386,060 6,379 7,392,439 

 

 

令和７年度大和高田市後期高齢者医療保険事業特別会計補正予算（第２号） 

 

令和７年度大和高田市の後期高齢者医療保険事業特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるとこ

ろによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４，６５８千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳

入歳出それぞれ１，２７７，４３０千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

第１表 歳入歳出予算補正 

（歳入）                                 （単位：千円） 

款 項 補正前の額 補 正 額 計 

3.繰入金  350,253 1,658 351,911 

1.一般会計繰入金 350,253 1,658 351,911 

5.諸収入  3,251 3,000 6,251 

2.雑入 3,000 3,000 6,000 

補正されなかった科目に係る額 919,268 0 919,268 

歳  入  合  計 1,272,772 4,658 1,277,430 

 

(歳出）                                 （単位：千円） 

款 項 補正前の額 補 正 額 計 

1.総務費  40,236 1,658 41,894 

1.総務管理費 35,849 1,658 37,507 

5.諸支出金  3,000 3,000 6,000 
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1.償還金及び還付加

算金 3,000 3,000 6,000 

補正されなかった科目に係る額 1,229,536 0 1,229,536 

歳  出  合  計 1,272,772 4,658 1,277,430 

 

 

令和７年度大和高田市休日診療所特別会計補正予算（第２号） 

 

令和７年度大和高田市の休日診療所特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ６７４千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳

出それぞれ１２１，６７７千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

第１表 歳入歳出予算補正 

（歳入）                                 （単位：千円） 

款 項 補正前の額 補 正 額 計 

5.繰入金  50,374 674 51,048 

1.一般会計繰入金 22,374 337 22,711 

2.基金繰入金 28,000 337 28,337 

補正されなかった科目に係る額 70,629 0 70,629 

歳  入  合  計 121,003 674 121,677 

 

(歳出）                                 （単位：千円） 

款 項 補正前の額 補 正 額 計 

1.総務費  86,498 674 87,172 

1.施設管理費 86,498 674 87,172 

補正されなかった科目に係る額 34,505 0 34,505 

歳  出  合  計 121,003 674 121,677 

 

 

令和７年度大和高田市下水道事業会計補正予算（第１号） 

 

（総則） 

第１条 令和７年度大和高田市下水道事業会計の補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

（収益的収入及び支出の補正） 

第２条 令和７年度大和高田市下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第３条に定めた収益的収

入及び支出の予定額を、次のとおり補正する。 

（科 目）         （既決予定額）  （補正予定額）  （ 計 ） 

第１款 下水道事業費用   1,403,818千円    1,278千円    1,405,096千円 
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第１項 営業費用     1,227,811千円    1,278千円    1,229,089千円 

（資本的収入及び支出の補正） 

第３条 予算第４条本文括弧中、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額「５４４，４２８千

円」を「５４４，６７２千円」に、消費税及び地方消費税資本的収支調整額「４２，５６５千円」

を「４８，００４千円」に、当年度損益勘定留保資金「５０１，８６３千円」を「４９６，６６８

千円」に改め、予算第４条に定めた資本的収入及び支出の予定額を、次のとおり補正する。 

（科 目）         （既決予定額）  （補正予定額）  （ 計 ） 

第１款 資本的支出     2,043,732千円     244千円    2,043,976千円 

第１項 建設改良費     856,956千円     244千円     857,200千円 

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正） 

第４条 予算第８条に定めた経費の金額を、次のとおり補正する。 

（科 目）         （既決予定額）  （補正予定額）  （ 計 ） 

（１）職員給与費        70,885千円    1,522千円     72,407千円 

 

 

令和７年度大和高田市病院事業会計補正予算（第１号） 

 

第１条 令和７年度大和高田市病院事業会計の補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

第２条 令和７年度大和高田市病院事業会計予算（以下「予算」という。）第２条に定めた業務の予定

量の一部を次のとおり補正する。 

（既決予定量）  （補正予定量）   （計） 

 （２）年間入院患者数及び外来患者数 

外来患者数  201,828人     △5,324人    196,504人 

（３）1日平均入院患者数及び外来患者数 

外来患者数      834人       △22人        812人 

第３条 予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を、次のとおり補正する。 

      

（科目）    （既決予定額）   （補正予定額）     （計） 

収  入 

第１款 病院事業収益   9,643,566千円    50,804千円   9,694,370千円 

  第１項 医業収益   9,101,813千円    50,804千円   9,152,617千円 

      

支  出 

第１款 病院事業費用   9,643,479千円    389,249千円   10,032,728千円 

  第１項 医業費用    9,418,008千円    379,963千円   9,797,971千円 

  第２項 医業外費用    219,269千円      9,286千円     228,555千円 

第４条 予算第５条に定めた債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額を次のとおり追

加する。 

（追加） 

事   項 期   間 起債の方法 

薬品購入に係る経費（単価） 
令和７年度から 

令和８年度まで 

1,099,160千円 

に消費税及び地方消費税を加

算した額の範囲内 
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給食材料購入に係る経費（単価） 
令和７年度から 

令和８年度まで 

25,981千円 

に消費税及び地方消費税を加

算した額の範囲内 

手術用リネン借上料 
令和７年度から 

令和８年度まで 

5,862千円 

に消費税及び地方消費税を加

算した額の範囲内 

体外式結石破砕装置借上料 
令和７年度から 

令和１４年度まで 

33,340千円 

に消費税及び地方消費税を加

算した額の範囲内 

医療事務業務委託料 
令和７年度から 

令和１１年度まで 

1,094,861千円 

に消費税及び地方消費税を加

算した額の範囲内 

洗濯業務委託 
令和７年度から 

令和８年度まで 

11,976千円 

に消費税及び地方消費税を加

算した額の範囲内 

物品管理業務委託 
令和７年度から 

令和１１年度まで 

95,379千円 

に消費税及び地方消費税を加

算した額の範囲内 

第５条 予算第９条に定めた経費の金額を、次のように改める。 

（科目）    （既決予定額）  （補正予定額）    （計） 

１．職員給与費   5,525,708千円   152,182千円   5,677,890千円 

第６条 予算第１１条に定めたたな卸資産の購入限度額「１，１８７，９１２千円」を「１，２

９７，９１２千円」に改める。 

 

引取りのない自転車等の処分（生活安全課） 

告示第１３６号 

 大和高田市自転車等の安全利用に関する条例（平成５年条例第１９号）第１０条第３項の規定によ

り利用者又は所有者からの引取りのない自転車等を次のとおり処分しますので、大和高田市自転車等

の安全利用に関する条例施行規則（平成５年規則第３３号）第６条の規定により告示します。 

  令和７年１２月１７日 

大和高田市長 堀内 大造   

１．処分の根拠 

  保管の告示から６０日経過したにもかかわらず、引取りがないため 

２．処分対象自転車等の保管場所 

  大和高田市曽大根１丁目高田バイパス高架下 

  大和高田市高架下自転車保管所 

３．処分年月日 

  令和８年３月１日 

４．処分対象自転車等の移動年月日 

  令和７年９月１日から令和７年９月３０日までの間 

 

住民票の消除（市民課） 

告示第１３７号 

大和高田市に住民登録をしている下記の者について、住民基本台帳法第３４条第２項の規定による

調査の結果、居住していないことを確認したため、同法第８条及び住民基本台帳法施行令第１２条第
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１項の規定により、住民票を令和７年１２月２２日付けで消除したので、同条第４項の規定により告

示する。 

令和７年１２月２３日 

大和高田市長 堀内 大造   

記 

住所 氏名 生年月日 性別 

奈良県大和高田市大字市場７４０番地１１ 

ルミエール２号館２０５号 

PORAI MICHEL 

VICTOR 

１９９４年８月２８日 男 

 

（教示） 

１ この決定に不服がある場合は、行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）第２条の規定により、

この決定があったことを知った日の翌日から起算して３月以内に、大和高田市長に対して審査請求

をすることができます。 

２ この決定に対する取消しの訴えは、この決定の通知を受けた日から６月以内に大和高田市を被告

として（訴訟において大和高田市を代表する者は大和高田市長となります。）、提起しなければなり

ません（なお、この決定の通知を受けた日から６月以内であっても、決定の日から 1 年を経過する

と、この決定に対する取消しの訴えを提起することができなくなります。）。ただし、上記１の審査

請求をした場合の決定の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌

日から起算して６月以内に提起しなければならないこととされています。 

 

都市計画図書の縦覧（都市計画課） 

告示第１３８号 

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項の規定において準用する同法第１９条第

１項の規定により大和都市計画生産緑地地区を変更したので、同法第２１条第２項の規定において準

用する同法第２０条第１項の規定により次のとおり告示し、同条第２項の規定により当該都市計画の

図書を公衆の縦覧に供します。 

  令和７年１２月２５日 

大和高田市長 堀内 大造   

１．都市計画の種類 

   大和都市計画生産緑地地区 

２．都市計画を定める土地の区域 

   大和都市計画（大和高田市）市街化区域内 

３．縦覧場所 

   大和高田市環境建設部都市計画課 

 

特定生産緑地の指定解除（都市計画課） 

告示第１３９号 

 生産緑地法（昭和４９年法律第６８号）第１０条の６第１項の規定に基づき特定生産緑地の指定を

解除したので、同条の６第２項の規定に基づき準用する同条の２第４項の規定により、次のように告

示する。 

令和７年１２月２５日 

大和高田市長 堀内 大造   

特定生産緑地の指定の解除 
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番号 位  置 
特定生産緑地の

面積 
解除基準日 

１ 大和高田市礒野北町地内 １２４㎡ 令和７年１２月２５日 

２ 大和高田市大字市場地内 ５７８㎡ 令和７年１２月２５日 

３ 大和高田市中三倉堂二丁目地内 １，１４３㎡ 令和７年１２月２５日 

 

特定生産緑地の指定（都市計画課） 

告示第１４０号 

 生産緑地法（昭和４９年法律第６８号）第１０条の２第１項の規定に基づき指定した特定生産緑地

を同条第４項の規定に基づき、次のように告示する。 

令和７年１２月２５日 

大和高田市長 堀内 大造   

特定生産緑地の指定 

番号 位  置 
特定生産緑地の

面積 
指定基準日 

１ 大和高田市大字市場地内 １，４５４㎡ 令和９年１０月２４日 

 

 

 

 

公告 

陵３４号線舗装維持工事に関する条件付き一般競争入札（契約監理課） 

公告第１４０号 

入札公告 

 

次のとおり条件付き一般競争入札（事後審査型）を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年

政令第１６号）第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規

定に基づき公告します。 

なお、この工事は、大和高田市電子入札システム（以下「電子入札システム」という。）による電

子入札案件です。 

令和７年１２月１日 

大和高田市長 堀内 大造   

１ 競争入札に付する事項 

（１） 工事番号 高契第３９号 

（２） 工 事 名 陵３４号線舗装維持工事 

（３） 工事場所 大和高田市 大字野口 地内 

（４） 工事期間 契約締結日から令和８年３月１９日（木）まで 

（５） 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

（６） 予定価格 １６，７３４，０００円（税抜き） 

（７） 設計金額 １６，７３４，０００円（税抜き） 

（８） 最低制限比較価格 １４，９４０，０００円（税抜き） 

（９） 入札方法 電子入札（「条件付き一般競争入札（事後審査型）」を使用） 

 

公 告 
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２ 競争入札に参加する者に必要な資格 

（１）大和高田市建設工事等競争入札参加資格者登録名簿の舗装工事に登録している者であること。 

（２）奈良県内に本店又は支店等（委任先に限る。）を有する者であること。 

（３）経営事項審査の総合評定値が１，０００点以上の者であること。 

（４）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者であること。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てがなされている者

又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている

者でないこと。（ただし、会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法の規定による

再生計画認可の決定を受けている者を除く。） 

（６）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）に基づく資格停止措置を

受けている者でないこと。 

（７）（４）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措置要綱（平成１５年告示第２

５号）第２条第４号又は第５号に該当する者でないこと。 

 

３ 入札日程 

手  続  等 期間・期日・期限 場  所  等 

公告及び入札説明書（仕様

書）の交付（入札情報公開シ

ステムからダウンロードし

てください。） 

令和７年１２月１日（月） 

～ 

令和７年１２月１９日（金） 

入札情報公開システムアドレス 

https://www.epi-cloud.fwd.ne.jp/ 

koukai/do/logon?name1=062006 

40072006E0 

設計図書の交付（入札情報公

開システムからダウンロー

ドしてください。） 

令和７年１２月１日（月） 

～ 

令和７年１２月１９日（金） 

入札情報公開システムアドレス 

https://www.epi-cloud.fwd.ne.jp/ 

koukai/do/logon?name1=062006 

40072006E0 

入札説明書（仕様書）につい

ての質疑受付期限 

令和７年１２月１５日（月） 

午後５時まで 

質問のある者のみ、ＦＡＸにて受け

付けます。（ホームページ掲載の市様

式又は任意様式） 

質疑の回答 

（仕様等に影響する回答に

関しては、入札情報公開シ

ステムに掲載いたしま

す。） 

令和７年１２月１７日（水） 

午後５時まで 

入札情報公開システムアドレス 

https://www.epi-cloud.fwd.ne.jp/ 

koukai/do/logon?name1=062006 

40072006E0 

入札書及び見積根拠資料（工

事内訳書）の提出 

令和７年１２月８日（月） 

～ 

令和７年１２月１８日（木） 

※見積根拠資料（工事内訳書）を作

成し、「内訳書」欄に添付してくださ

い。 

開札の日時 令和７年１２月１９日（金） 

午前１０時 

大和高田市役所  

契約監理課 

 ※上記の期間は、大和高田市の休日を定める条例（平成元年条例第３号）第１条第１項に規定する

市の休日（以下「市の休日」という。）を除きます。 

※電子入札システムの稼働時間は、市の休日を除く月曜日から金曜日までの午前８時３０分から午

後８時までです。 

※開札立会希望者がいた場合は、３階会議室１にて開札を行います。 

 

４ 入札書における金額の記載方法等 

入札金額は消費税等を含まない千円止めの金額（百の位以下切捨て）で記載してください。記載さ
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れた金額に消費税等を加算した金額をもって契約金額とします。 

入札書の提出にあっては、「見積根拠資料（工事内訳書）」を作成し、「内訳書」欄に添付してくだ

さい。（入札情報公開システムより様式のダウンロードが可能です。） 

 

５ 入札の無効・失格 

（１）次に掲げる入札については、無効とします。  

ア 入札金額等の必要な事項が入力されていない入札 

イ 入札に参加する資格の無い者のした入札 

ウ 他人のＩＣカードを使用した入札 

エ 入札金額に百の位以下の端数を記入した入札 

オ 入札に際して、公正な入札の執行を害する行為があったと認められた入札 

カ その他市長の定める入札条件に違反した入札 

（２）次に掲げる入札を行った入札者は失格とします。 

ア 内訳書（本市指定様式に限る。）が添付されていない入札書による入札 

イ 入札書金額と内訳書金額が一致しない入札 

ウ 内訳書の日付が入札期間（公告日から開札日まで）外の入札 

エ 内訳書の記名、件名等を欠く、又は重要な文字及び数字の誤落等により必要な事項を確認で

きない入札 

  オ その他事後審査により不適格となった入札 

 

６ 落札候補者の決定 

（１）落札者の決定は、本市の税抜の予定価格（設計金額）以下の価格でかつ最低制限比較価格以上

の最低の価格〔入札書記載の金額〕をもって入札した業者を落札候補者とし、第１順位から事後

審査をもって落札者を決定します。 

（２）落札候補者となるべき同価の入札者が２以上ある場合は、“くじ”により決定します。くじを辞

退することはできません。くじは電子入札システムにより行います。 

（３）入札は、１回限りとします。入札者又は落札者がいないとき、落札者が契約を締結しないとき、

又は落札者のした落札を取り消したとき等、契約相手が決定しない場合は、原則再度競争入札に

付すものとします。 

（４）入札結果は、電子入札情報公開システムにて公表します。また、落札候補者には電子入札シス

テムにより通知します。 

（５）落札者が契約を締結しない場合、大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第９条第２項

の規定により入札金額の１００分の５に相当する金額を違約金として徴収し、あわせて大和高田

市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）第３条の規定により、同要綱別表第２

第８号（４）に該当し、３月間の入札参加資格停止の措置を講じることとなります。なお、当該

違約金を納められない場合は、同要綱第３条の規定により、同要綱別表第２第９号に該当し、当

該債務に係る滞納状況が解消されるまで入札参加資格停止の措置を講じることとなります。 

 

７ 事後審査 

落札候補者の優先順位により確認審査を実施します。入札結果にて落札候補者第１順位者と認め

られた者については、「事後審査型条件付一般競争入札参加資格確認申請書」及び「事後審査に係

る書類」を『電子入札システム（「入札状況一覧」の「資格確認申請書」の「提出」ボタン）』又は
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総務部契約監理課への持参により落札候補者の決定（開札日又は同額の場合くじを行った日）の翌

日から３日以内（市の休日を除きます。）に提出してください。受注者として適格でない場合は第

１順位者の入札を失格とし、次順位の落札候補者について、第１順位者と同様の事後審査書類の確

認を行います。 

 

８ 電子入札システムに関する事項 

（１）代表者又は受任者（競争入札参加資格審査申請において、代表者から契約締結権限等の委任を

受けている者）に変更がある場合は、速やかに「競争入札参加資格審査申請書記載事項変更届」

を提出してください。 

なお、変更の事実発生以降は、変更後の契約締結権限等を有する者の名義で入札手続きを行っ

てください。また、電子入札システムにおいては、変更後の契約締結権限等を有する者のＩＣカ

ードを使用してください。ＩＣカードの取得が間に合わない場合等は、１０（１）の問い合わせ

先まで連絡した上で、指示に従い手続きを進めてください。 

（２）電子ファイルの作成基準は以下のとおりとします。 

ア 電子ファイルでの提出を求める書類の作成に使用するソフトウェア及びファイルの保存

形式は次のいずれかの方法によらなければならない。 

・Microsoft Word 拡張子が.doc又は.docxで保存されるもの 

・Microsoft Excel 拡張子が.xls又は.xlsxで保存されるもの 

・PDFファイル Acrobat Readerで読み取りが可能なもの 

イ 電子ファイルを圧縮する場合、その形式は、ZIP 形式によるものとする。ただし、自己解

凍方式は認めない。 

ウ ア及びイによらず提出された場合は、提出がないものとする。 

（３）電子ファイルを提出するに当たり、入札者は事前に当該ファイルがコンピュータウイルスに感

染（以下「ウイルス感染」といいます。）していないか確認し、ウイルス感染したファイルを添付

してはならない。ウイルス感染が判明した場合においては、入札執行者及び入札参加者は、その

再提出の方法について協議するものとする。 

 

９ その他 

（１）入札保証金について 

免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、６（５）のとおり、違約金を徴収し、

大和高田市入札参加資格停止措置要綱の規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じること

となります。 

（２）契約保証金について 

    免除します。 

（３）前金払について 

大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

（４）部分払について 

 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 

（５）電子入札運用基準について 

公告に定めるもののほか、電子入札に係る事務の取扱いについては、大和高田市電子入札運

用基準の定めるところによる。 

（６）電子契約について 



令和８年１月９日（金） 大 和 高 田 市 公 報 第４４４号 

 

 

 

 

 

132 

    電子契約を希望する場合は、電子契約利用申出書に必要事項を記入し、事後審査時に電子入

札システムにて提出又は、落札候補者決定の翌日から３日以内（市の休日を除きます。）に契

約監理課宛にメールにて提出すること。 

 

１０ お問い合わせ先 

（１）入札の方法及び競争入札参加資格確認等に関すること。 

〒６３５－８５１１ 奈良県大和高田市大字大中９８番地４ 

大和高田市役所 総務部契約監理課 

ＴＥＬ（０７４５）２２－１１０１ 

ＦＡＸ（０７４５）４９－００５３ 

（２）電子入札システム及び電子入札情報公開システムの操作方法に関すること。 

株式会社日立システムズ 電子入札総合ヘルプデスク 

ＴＥＬ（０５７０）０２１－７７７ 

受付時間 平日午前９時から正午及び午後１時から午後５時３０分まで 

メールアドレス（sys-e-cydeenasphelp.rx@ml.hitachi-sistems.com） 

 

市営住宅の入居者の公募（住宅課） 

公告第１４１号 

市営住宅の入居者を公募するので、大和高田市営住宅条例（平成９年条例第３４号）第４条の規定

により、次のとおり公告する。 

  令和７年１２月１日 

大和高田市長 堀内 大造   

１ 市営住宅の名称等 

名称(団地名) 所在地 規格 戸数 家賃    （円） 

礒野 
礒野北町１４番２-３

０３号 
３ＤＫ １ 

① 10,100 ② 11,600 ③ 13,300 

④ 15,000 ⑤ 17,200 ⑥ 19,800  

礒野 
礒野北町１４番３-１

０１号 
３ＤＫ １ 

① 11,300 ② 13,000 ③ 14,900 

④ 16,800 ⑤ 19,200 ⑥ 22,200 

礒野 
礒野北町１４番３-１

０５号 
３ＤＫ １ 

① 11,300 ② 13,000 ③ 14,900 

④ 16,800 ⑤ 19,200 ⑥ 22,200 

礒野 
礒野北町１４番３-１

０６号 
３ＤＫ １ 

① 11,300 ② 13,000 ③ 14,900 

④ 16,800 ⑤ 19,200 ⑥ 22,200 

礒野 
礒野北町１４番３-２

０２号 
３ＤＫ １ 

① 11,300 ② 13,000 ③ 14,900 

④ 16,800 ⑤ 19,200 ⑥ 22,200 

西坊城 
大字西坊城３２２番地

２（３１０号室） 
３ＤＫ １ 

① 21,900 ② 25,300 ③ 28,900 

④ 32,600 ⑤ 37,300 ⑥ 43,000 

西坊城 
大字西坊城３２２番地

２（４０５号室） 
３ＤＫ １ 

① 21,600 ② 25,000 ③ 28,600 

④ 32,200 ⑤ 36,800 ⑥ 42,500 

サンライズ 
材木町６番２７- 

２０６号 
３ＬＤＫ １ 

① 25,300 ② 29,300 ③ 33,500 

④ 37,800 ⑤ 43,100 ⑥ 49,800 

サンライズ 
材木町６番２７- 

３０９号 
３ＬＤＫ １ 

① 25,300 ② 29,300 ③ 33,500 

④ 37,800 ⑤ 43,100 ⑥ 49,800 

サンライズ 
材木町６番２７- 

４０７号 
３ＬＤＫ １ 

① 25,300 ② 29,300 ③ 33,500 

④ 37,800 ⑤ 43,100 ⑥ 49,800 

mailto:sys-e-cydeenasphelp.rx@ml.hitachi-sistems.com
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サンライズ 
材木町６番２７- 

４１１号 
３ＬＤＫ １ 

① 25,300 ② 29,300 ③ 33,500 

④ 37,800 ⑤ 43,100 ⑥ 49,800 

備考 

  １ 西坊城団地及び礒野団地は単身者（資格２（２）のア～コのいずれかに該当する者）での入

居が可能です。 

  ２ 西坊城団地・サンライズ団地については、上記の表に掲げる家賃とは別に、駐車場使用料（

月額２,０００円）が必要です。 

  ３ 家賃は、次のとおりとします。 

    ア 一般世帯の場合は、所得に応じ、上記の表の①～④の４段階のうちのいずれか 

    イ 高齢者世帯又は障害者世帯（裁量世帯）の場合は、所得に応じ、上記の表の①～⑥の６

段階のうちのいずれか 

 

２ 入居者資格 

市営住宅の入居を申し込むには、申込時に次の（１）から（６）までの条件を具備していること。 

（１） 公募の日（令和７年１２月１日）において、３か月以上大和高田市内に居住し、又は勤務

している者であること。 

 （２） 現に同居し、又は同居しようとする親族（婚姻の届出をしないが事実上婚姻関 

係と同様の事情にある者又は指定入居日から３か月以内に入籍予定の婚姻の予約者を含む。以下

同じ。）があること。ただし、次のいずれかに該当する者（身体上又は精神上著しい障害があるた

め常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難であると認められる者を

除く。）にあっては、この限りでない。 

   ア 申込日時点の満年齢が６０歳以上の者 

   イ 身体障害者手帳の交付を受けている者（障害の程度が１級から４級まで） 

   ウ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者（障害の程度が１級から３級まで） 

   エ 療育手帳の交付を受けている者（障害の程度がウと同程度） 

   オ 戦傷病者手帳の交付を受けている者（障害の程度が恩給法（大正１２年法律第４８号）別

表第１号表の２の特別項症から第６項症まで又は同法別表第１号表の３の第１款症であるこ

と。） 

   カ 厚生労働大臣の認定を受けている原子爆弾被爆者 

   キ 生活保護を受けている者 

   ク 海外からの引揚者（引き揚げた日から５年以内の者） 

   ケ ハンセン病療養所入所者等 

   コ 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（平成１３年法律第３１号。以

下「法」という。）第１条第２項に規定する被害者で次のいずれかに該当するもの 

   （ア） 法第３条第３項第３号の規定による一時保護又は法第５条の規定による保護が終了し

た日から起算して５年を経過していない者 

   （イ） 法第１０条第１項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当 

該命令がその効力を生じた日から起算して５年を経過していないもの 

（３） 公営住宅法（昭和２６年法律第１９３号）第２３条の規定による収入（月額）が１５万８

千円以下であること。ただし、次のいずれかに該当する場合については２１万４千円以下まで認

められます。 

   ア 申込者又は同居予定者に次のいずれかに該当する者がある場合 

    （ア） 次のいずれかに該当する者 
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       ○ア  身体障害者手帳の交付を受けている者（障害の程度が１級から４級まで） 

○イ  精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者（障害の程度が１級から３級まで） 

○ウ  療育手帳の交付を受けている者（障害の程度が○イと同程度） 

    （イ） 戦傷病者手帳の交付を受けている者（障害の程度が恩給法（大正１２年法律第４８

号）別表第１号表の２の特別項症から第６項症まで又は同法別表第１号表の３の第１款症

であること。） 

    （ウ） 次のいずれかに該当する者 

       ○ア  厚生労働大臣の認定を受けている原子爆弾被爆者 

       ○イ  海外からの引揚者（引き揚げた日から５年以内の者） 

       ○ウ  ハンセン病療養所入所者等 

   イ 申込者が満６０歳以上の者であり、かつ、同居予定者のいずれもが満６０歳以上又は満１

８歳未満の者である場合 

   ウ 同居予定者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合 

（４） 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。 

（５） 市税等を滞納していない者であること。 

（６） 入居予定者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員でないこと。 

 

３ 募集案内･申込書の配布期間及び配布場所 

 （１） 配布期間 令和８年１月２３日（金）から２月６日（金）まで（土、日を除く。） 

 （２） 配布場所 大和高田市役所 ２階 環境建設部住宅課 

 

４ 申込書受付期間及び受付場所 

 （１） 受付期間 令和８年１月２３日（金）から２月６日（金）まで（土、日を除く。） 

 （２） 受付場所 大和高田市役所 ２階 環境建設部住宅課 

 

５ 申込方法及び受付について 

（１） 市営住宅入居申込書に必要事項を記入し、市税等納付状況等調査及び暴力団員調査同意書

を添付の上、持参してください。（郵送による申込みはできません。) 

 （２） 申込みは、１世帯につき１住宅に限ります。 

 （３） 申込書及びその他の提出書類は、一切返却しません。 

（４） 税情報は同意の上調査を実施し、市税等に滞納が無い場合等に受付番号（公開抽選番号）

を付した通知書を送付します。 

 

６ 選考方法の概略 

   公募している市営住宅の１戸に対して複数の申込者がある場合は、当選者及び補欠当選者２名

を決定するため、次に掲げる日時及び場所で公開抽選を行います。（公募している市営住宅の１戸

に対して申込者が１名の場合は、当該申込者が当選者となります。） 

 （１） 公開抽選の日時 令和８年２月１６日（月) 午後２時から 

 （２） 公開抽選の場所 大和高田市役所 ５階 会議室７ 

 

７ 入居資格審査と入居予定者の決定 

 （１） 入居資格審査を行うため、住宅課から当選者に対して、入居手続通知書により必要な書類



令和８年１月９日（金） 大 和 高 田 市 公 報 第４４４号 

 

 

 

 

 

135 

の提出について案内します。 

 （２） 当選者の入居資格審査は、住宅課で行いますので、指定された日に（１）で案内した書類

を持参してください。 

 （３） （２）で提出された書類を確認するため、実態調査を行います。 

 （４） （３）の実態調査の結果、市営住宅入居申込書及び（２）で提出された書類の記載事項が

事実と相違していた当選者は、失格となります。この場合、補欠順位の若い補欠当選者が繰上が

りで当該住宅の当選者となり、入居資格審査を行います。 

 （５） 必要な書類が提出されず入居資格審査を行えない当選者は、失格となります。この場合、

補欠順位の若い補欠当選者が繰上がりで当該住宅の当選者となり、入居資格審査を行います。 

 （６） 当選者が入居資格審査に合格して初めて、入居予定者となります。なお、入居資格を満た

していない場合は、不承認通知書を送付します。 

 （７） （４）又は（５）において繰り上がる補欠当選者がない場合は、再度、入居者募集を行い

ます。 

 

８ 入居手続 

 （１） 入居予定者に対して市営住宅入居承認書を郵送します。ただし、入居予定者が婚姻の予約

者の場合は、原則として入籍の確認後に入居手続を行います。 

 （２） 入居手続日（鍵渡しの日）には、次に掲げる書類等が必要です。 

  ア 入居予定者の実印及び印鑑登録証明書 

  イ 連帯保証人の住民票抄本、印鑑登録証明書及び市町村税務関係課発行の直近の所得証明書（所

得証明書については、現に入居予定者と同居している連帯保証人は提出不要です。） 

  ウ その他市長が必要とする書類 

 （３） 入居手続の日時及び場所については、（１）の市営住宅入居承認書で通知します。 

 （４） 入居を辞退する場合は、入居予定者が書面により辞退届を提出してください。 

 

９ 入居可能日、家賃の支払方法その他必要な事項については、入居手続時に説明します。 

 

令和７年度大和高田市職員採用試験（後期）の実施（人事課） 

公告第１４２号 

大和高田市職員採用規程（平成２１年訓令第６号）第６条の規定により、令和７年度大和高田市職

員採用試験（後期）の実施を次のとおり公告します。 

令和７年１２月３日 

大和高田市長 堀内 大造   

大和高田市職員採用試験は市民の方から納めていただいた貴重な税金を使って実施されます。申

込みにより試験の準備を行いますので、必ず受験するようにしてください。万が一、受験できなく

なった場合は、直ちに大和高田市職員採用試験委員会に連絡してください。 

 

【受付期間】令和７年１２月３日（水）午後１時から令和７年１２月１９日（金）午後１時まで 

 

１． 試験概要 

＜募集内容及び受験資格＞ 
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職種及び試験区分 募集人数 
受   験   資   格 

年齢 学歴・資格等 

一 般 事 務 職  

大 学 
 

１１人 

程度 

 

平成８年４月２

日以降に生まれ

た人 

学校教育法による大学（短期大学を除く。）を卒業し

た人又は令和８年３月卒業見込みの人 

一 般 事 務 職  

高 校 

平成１２年４月

２日以降に生ま

れた人 

学校教育法による高等学校を卒業した人又は令和８

年３月卒業見込みの人 

土 木 職 
３人 

程度 

平成８年４月２

日以降に生まれ

た人 

（１）又は（２）の要件を満たす人 

（１） 学校教育法による高等学校以上の学校を卒

業した人で、２級以上の土木施工管理技士の

資格を有する人 

（２） 学校教育法による大学、短期大学若しくは高

等学校のいずれかの土木専門課程を卒業し

た人 

一 般 事 務 職 

（障がい者対象） 

大 学 
３人 

程度 

平成８年４月

２日以降に生

まれた人 

学校教育法による大学（短期大学を除く。）を卒

業した人又は令和８年３月卒業見込みの人で、身

体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉

手帳のいずれかの交付を受けている人 

一 般 事 務 職 

（障がい者対象） 

高 校 

平成１２年４

月２日以降に

生まれた人 

学校教育法による高等学校を卒業した人又は令和

８年３月卒業見込みの人で、身体障害者手帳、療

育手帳又は精神障害者保健福祉手帳のいずれかの

交付を受けている人 

（受験資格等に関する注意事項） 

※１ 「大学」には、専修学校の専門課程を卒業した人又は卒業する見込みの人で、高度専門士の称

号を取得した人又は令和８年３月３１日までに取得する見込みの人（当該受験資格該当課程であ

ることの証明が得られるものに限る。）を含みます。 

※２ 「短期大学」には、専修学校の専門課程を卒業した人又は卒業する見込みの人で、専門士の称

号を取得した人又は令和８年３月３１日までに取得する見込みの人（当該受験資格該当課程であ

ることの証明が得られるものに限る。）を含みます。 

※３ 高等学校卒業程度認定試験合格者は、高等学校卒業と同等に取り扱います。 

※４ 採用後、日本国籍を有しない人は、公権力の行使を伴う職及び市の意思形成に参画する職には

任用されません。 

 

◎全ての職種において国籍は問いませんが、次のいずれかに該当する人は受験できません。 

（１）拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまで

の人 

（２）大和高田市の職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない人 

（３）日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結

成し、又はこれに加入した人 

（４）その他、地方公務員法に定める欠格条項に該当する人 

（５）日本国籍を有しない人で、在留資格において就職などが制限されている人 

 

【障がいへの配慮について】 

受験や採用後の職務遂行にあたり配慮を希望する人は、配慮希望申出書を申込時に必ず提出してくだ
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さい。使用する器具等は各自で持参してください。 

なお、内容によっては試験の実施や公務への支障等により、配慮できない場合もあります。 

 

２．受験手続・申込 

奈良県電子自治体共同運営システム「ｅ古都なら」を利用してインターネットより申込みをしてくだ

さい。 

※ｅ古都ならは令和７年１２月３１日をもってシステムを終了します。それ以降のシステムへのロ

グイン等は一切できません。申込内容や提出書類の確認、受験票や第１次試験の案内等試験に伴うも

のは再通知を行いませんので、必ず確認をし、自身で保管してください。また、通知の確認や手続き

等、ｅ古都ならを使用して行うものは令和７年１２月２５日午後１時までに行ってください。期日以

降の問い合わせは対応できません。 

 

（１）受付期間 

 令和７年１２月３日（水）午後１時から令和７年１２月１９日（金）午後１時までの受信分 

（２）申込方法 

 大和高田市ホームページの「令和７年度大和高田市職員採用試験案内(後期)」にある各種提出書

類及び証明写真を準備の上、「ｅ古都なら」より申込みしてください。申込は、

http://www.egov-nara.jp/e-kotonara/から接続するか、「令和７大和高田市職員採用試験案内(後

期)」のページにあるリンクから「ｅ古都なら」に接続し、利用規約等をご理解の上、画面の指示

に従い、申込みをしてください。利用者登録の有無は問いません。 

申込完了後しばらくすると「申込完了通知メール」が届きます。届かない場合は大和高田市職員採

用試験委員会までご連絡ください。「申込完了通知メール」には、整理番号とパスワードが記載さ

れています。申込の修正や試験結果の通知を確認する際に使用しますので、大切に保管してくださ

い。修正依頼や試験結果の案内は、登録されたメールアドレスに送信しますので、定期的に確認し

てください。 

＊システムの動作環境については、システムページの「ご利用方法」を参照してください。 

＊apply.e-tumo.jpのドメインから送信されるメールを受信できるよう設定してください。 

＊受付期間中のシステムの保守・点検等をする必要がある場合や、障害により本システムの運用の

停止、休止、中断又は制限を行うことがありますので、あらかじめご了承ください。また、これ

により生じた申込みの遅延等による申込期間の延長は認めません。余裕をもって申込みをしてく

ださい。 

 ＊修正は令和７年１２月２２日(月)午後１１時までに行ってください。期日までに修正が確認でき

ない場合、不備がある場合は試験の受付をせず、受験できません。 

 

（３）必要書類提出方法 

職員採用試験に関する書類については、大和高田市ホームページからのダウンロードのみの対応と

なります。市役所内での配布は行いません。 

提出方法 提出書類等 

「ｅ古都なら」から提出 ・経歴及び資格等（中学校卒業から現在までの全ての経歴） 

・証明写真 

・配慮希望申出書 ※配慮を必要とする場合 

・自己ＰＲシート（受験者本人が自筆したもの） 

（注意事項） 

http://www.egov-nara.jp/e-kotonara/
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・経歴及び資格等は、無職や予備校、休職等を含め、中学校卒業から申込み現在までの全ての経歴

を空白期間なく記載してください。 

・証明写真は、下記の条件を全て満たす画像（ＪＰＧもしくはＪＰＥＧ形式）を使用してください。 

申込前６ヶ月以内に本人を直接撮影したもの（写真等を印刷、撮影したものは不可） 

鮮明でかつ焦点があっており、本人と確認できるもの 

脱帽・正面向きで胸部より上が写っているもの 

画像が縦表示で、比率が縦：横＝４：３となるもの 

背景が無地となっているもの 

・自己ＰＲシートは、受験者本人がボールペンで記入し、画像形式（ＪＰＧもしくはＪＰＥＧ形式

で提出してください。 

・申込内容及び提出書類等に不備がないか確認の上、提出してください。 

※申請内容や提出書類は自身の端末に保管する等し、自身で確認できるようにてください。問い合わ

せによる回答はいたしません。 

 

（４）受験票の送付 

令和７年１２月２４日（水）に受験票をｅ古都ならよりアップロードしますので当日中に必ず確認

し保管してください。受験票は、専門試験（土木職のみ）、第２次試験及び不合格時の開示請求で必

要となります。自身の端末にダウンロードし、印刷の上、試験当日まで大切に保管してください。受

験票の再交付は行いません。翌日になっても受験票の確認ができない場合、令和７年１２月２５日(木)

午後１時までに人事課まで必ずお問い合わせください。それ以降のお問い合わせには対応できません。 

 

３． 試験日時・科目・会場等 

第１次試験（合否は１月下旬に発表する予定です。） 

職種 試験内容・会場 日時 

一般事務職 

(障がい者対象

含む) 

基礎能力試験、職場適応性検査 

全国のテストセンター 

令和８年１月６日（火）から 

令和８年１月２０日（火）まで 

土木職 ・基礎能力試験、職場適応性検

査 

全国のテストセンター 

・専門試験 

大和高田市内 

・基礎能力試験 

令和８年１月６日（火）から 

令和８年１月２０日（火）まで・専門

試験 

令和８年１月１８日（日） 

第１次試験について 

・第１次試験の結果は本市ホームページで合格者の受験番号を掲載します。 

合格者には第１次試験合格通知を送付します。不合格者には通知しませんので、ホームページを

必ず確認してください。 

・試験内容や合否に関するお問い合わせについては、一切お答えできません。 

基礎能力試験、職場適応性検査について（全職種） 

・基礎能力試験は、全国の試験会場でコンピュータを使用し、受験者が希望する会場・日時（指定

された期間内）で受験できるテストセンター方式です。会場は、４７都道府県（奈良県内は奈良

市、橿原市、桜井市）に設定されています。試験期間中に利用可能な会場については、下記をご

確認ください。 

https://cbt-s.com/examinee/testcenter/?type=cbtをご確認ください。 

・申込期間終了後、受付を完了した方にＷＥＢ申込の際に登録されたアドレスにテストセンターの
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予約案内メールを１２月２４日(水)に送信します。翌日になっても届かない場合は、１２月２５

日(木)午後１時までに人事課まで必ずお問い合わせください。 

・cbt-s.comのドメインから送信されるメールを受信できるよう設定してください。 

・予約案内メールに掲載しているＵＲＬからテストセンターの予約を行ってください。予約する際

のＩＤとパスワードは受験申込時にｅ古都ならで発行されたものとは異なります。ご注意くださ

い。予約の変更は、受検日の前日の午後２時まで可能です。 

・試験結果の流用はできません。 

・期間中のシステムの保守・点検等をする必要がある場合や、障害により本システムの運用の停止、

休止、中断又は制限を行うことがありますので、あらかじめご了承ください。また、これにより

生じた遅延等による期間の延長は認めません。余裕をもって申込みをしてください。 

・テストセンターでの受検には本人確認書類（顔写真付き身分証明書等）が必要です。詳細は、案

内メールを確認してください。専門試験について（土木職のみ） 

・申込期間終了後に専門試験の詳細をｅ古都ならにアップロードします。 

※期日までに確認及び保存をしてください。期日以降の問い合わせは対応できません。 

 

※第１次試験合格者には、指定する期日までに、下記の書類の提出を求めます。 

・最終学校卒業（見込）証明書【全職種】 

・受験資格対象となる学校の卒業(見込)証明書（最終学校と同じ場合は省略可） 

【一般事務職(障がい者対象を含む)、土木職（（２）の受験資格で応募するもの）】  

・受験資格が確認できる資格証明書若しくは免許証の写し又は取得見込証明書（写し不可） 

【土木職（（１）の受験資格で応募するもの）】 

 ・身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の写し  

【一般事務（障がい者対象）】 

 

第２次試験（合否は２月中旬に発表する予定です。） 

職種 試験内容・会場 日時 

一般事務職 

(障がい者対象含む) 

・個人面接 

  大和高田市内 

 （詳細は合格者に通知） 

・個人面接 

 ２月４日（水）から２月９日(月)まで

のこちらが指定する日時 土木職 

第２次試験について 

・合否にかかわらず、本人に結果を通知します。本市ホームページでも確認できます。 

・試験内容や合否に関するお問い合わせについては、一切お答えできません。 

・第２次試験の実施日時および会場は、個別に受験者へ通知します。日時や会場の指定や変更はで

ません。 

 

４．採用の時期 

（１）最終合格者は採用候補者名簿に登載し、次の区分により採用します。 

・採用予定者 令和８年４月１日付けで採用します。 

・補欠登録者 合格者等に欠員が生じた場合に繰り上げ採用の対象となります。 

（２）採用候補者名簿の有効期間は、令和８年４月１日から令和９年３月３１日までです。 

（３）最終合格者のうち、卒業見込みの人が令和８年３月末日までに卒業できなかった場合又は免許、

資格若しくはその両方を取得見込みの人が、所定の時期までにこれを取得できなかった場合は、そ

の時点で採用候補者名簿（採用予定者、補欠登録者）から抹消します。 
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５．試験結果の開示 

試験の結果については、開示請求ができます。電話などによる開示請求はできませんので、受験

者本人が、受験票と本人であることを証明する書類（運転免許証等）を持って、直接市役所人事課

までお越しください。 

区分試験 請求できる人 開示内容 開示期間及び開示場所 

第１次試験 

第２次試験 

不合格者 

（本人に限る） 

総合得点 

総合順位 

不合格通知の日から起算して２週間 

大和高田市役所 人事課 

  ※開示時間は、土曜日、日曜日及び祝日を除く午前９時から午後５時までです。 

 

６．給与・勤務条件等 

（１）給与 

給料月額は、一般職の給与等に関する条例に基づき支給し、経験年数により加算されます。 

行政職給料表における初任給月額は、大卒２２０，０００円、短大卒２０４，４００円、高校卒

１８８，０００円です。 

※令和７年４月１日現在の給料月額を基準とし、条例等の改正があれば変更となる場合がありま

す。 

※前職の職務内容等により同じ経験年数であっても給料月額が増減する場合があります。 

※他に地域手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、期末・勤勉手当等がそれぞれの条件に応じて

支給されます。ただし、現在、市の財政健全化に資することを目的に、一部手当については減

額措置を講じています。また、同目的により職責に応じて給料月額の減額を行う場合がありま

す。 

（２）勤務時間及び休暇 

・勤務時間は、午前８時３０分から午後５時１５分で、休日は土曜日、日曜日、祝日です。ただし、

職種や配属先により異なる場合があります。 

・休暇には年次有給休暇、特別休暇（夏季休暇、結婚休暇、産前・産後休暇、忌引休暇等）、病気

休暇、介護休暇等があります。 

（３）福利厚生 

共済組合の組合員及び互助会の会員となり、医療給付や保健事業（健康診断、人間ドック助成、

インフルエンザ予防接種助成等）、貯金事業、貸付事業、互助会給付（結婚祝金、出産祝金、入学

祝金等）が受けられます。 

（４）教育制度 

毎年研修及び派遣研修の年間計画を作成し、職員自らの目標に応じた学習目標を構築し、明確

な目的と自主性をもって研修に参加できるようにしています。 

・大和高田市主催研修：新規採用職員フォロー研修、契約実務研修、新任係長・新任課長研修等 

・奈良県市町村研修センター：新規採用職員研修、階層別研修、法制執務研修等 

・他にも市町村職員中央研修所や全国市町村国際文化研修所などが主催する専門的な研修があり

ます。 

 

７． 注意事項 

・受験資格がない場合、提出書類に不正があった場合又は試験や検査を受験生本人以外が受けて

いた場合には、直ちに受験資格を取り消します。また、採用後において発覚した場合には、免

職となることがあります。 
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・受験のために提出された一切の書類は返却しません。取得した個人情報については、職員採用

試験の実施及び採用後の人事管理のために用い、それ以外の目的には使用しません。また、個

人情報の保護に関する法律及びその他関係法令に基づき、適正に管理します。 

・使用されるパソコン等のデバイスや通信回線上の障害等によるトラブルについては一切責任を

負いません。 

・合格基準に満たない場合は、募集人数以下であっても不合格となります。 

・棄権又は欠席したものが１つでもある場合は、それ以降の試験は受験できず、失格となります。 

・職種にかかわらず、採用後は他の業務に従事する場合もあります。 

・受験中に住所や連絡先等が変更になった場合は、必ず大和高田市職員採用試験委員会にご連絡く

ださい。 

・自然災害等の社会情勢により試験の日程を変更する場合は、本市ホームページでお知らせします。 

 

＜試験についての問い合わせ先＞ 

大和高田市役所 企画政策部人事課内 

「大和高田市職員採用試験委員会」 

電話 ０７４５－２２－１１０１ 

 

令和８年２月納品分学校給食用物資（青果物）納入に関する条件付き一般競争入札（教育総務課） 

公告第１４３号 

入 札 公 告 

 

次のとおり条件付一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第

１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告し

ます。 

令和７年１２月５日 

大和高田市長 堀内 大造   

１ 件  名 令和８年２月納品分学校給食用物資（青果物）納入 

２ 納入場所 大和高田市内８小学校及び３中学校 給食室 

３ 契約期間 令和８年２月１日から令和８年２月２８日まで 

４ 履行内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加資格要件 次に掲げる全ての要件を満たしていること。 

（１）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者で

あること。 

（２）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始

の申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５

号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。（た

だし、会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法の規定に

よる再生計画認可の決定を受けている者を除く。） 

（３）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）

に基づく資格停止措置、その他国又は県による同様の措置を受けてい

る者でないこと。 

（４）（１）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措置

要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当する

者でないこと。 

６ 競争入札参加資格確 本件競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり必要書類
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認の申請 （以下｢申請書等」という。）を提出し、競争入札参加資格についての確

認を受けなければなりません。また、期限までに申請書等を提出しない

者又は入札日において競争入札参加資格がないと認められた者は、競争

入札に参加することができません。 

（１）様式については、大和高田市ホームページの「入札公告（学校給

食用物資）」よりダウンロードしてください。 

（２）必要書類は、次のとおりとします。 

① 一般競争入札参加資格確認申請書（本市指定様式） 

② 暴力団排除に関する誓約書（本市指定様式） 

③ 履歴事項全部証明書の写し（発行後３ヶ月以内のもの） 

④ 印鑑証明書の写し（発行後３ヶ月以内のもの） 

⑤ 使用印鑑届又は委任状兼使用印鑑届（指定様式） 

※⑤については、支店長、営業所長等に入札、契約等に関する権限

を委任する場合は委任状兼使用印鑑届を使用してください。 

※③～⑤は、大和高田市物品購入等競争入札参加資格者登録名簿に

登録している者については、提出の必要はありません。 

（３）申請書等の提出は、持参又は郵送（「一般書留郵便」又は「簡易

書留郵便」に限る。）とします。 

（４）受付期間 

令和７年１２月５日（金）から令和７年１２月１２日（金）まで。 

ただし、土曜日、日曜日は除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後１

時 までを除きます。 

（６）受付場所 

〒６３５－８５１１ 

大和高田市大字大中９８番地４ 

大和高田市役所 ２階 教育総務課 

７ 競争入札参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うものと

し、その結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

令和７年１２月１９日（金） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を送

付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を

送付します。 

８ 入札説明書（仕様書）

についての質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、大和高田市ホーム

ページ「入札公告（学校給食用物資）」に掲載の質疑応答票により、

ＦＡＸで、次のとおり行います。 

（１）受付期限 

令和７年１２月２５日（木）午後５時まで 

（２）質疑の送信先 

大和高田市役所 教育総務課 

ＦＡＸ ０７４５－５３－８０３３ 

（３）回答方法及び期日 

回答は、令和７年１２月２６日（金）午後５時までとし、ＦＡＸに

より、本件入札参加資格を認めた者全てに行います。 
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９ 入札書の提出方法 入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

令和８年１月８日（木）。入札執行日の前日であるため、この日

の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 

日本郵便株式会社大和高田郵便局留 

大和高田市 教育委員会事務局教育部 教育総務課 保健給食

担当 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便

によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１０ 入札書の記載 入札書には、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税

事業者であるかを問わず、運搬費・消費税等込みの金額で記入してく

ださい。 

１１ 入札保証金 免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市

契約規則（平成１１年規則第９号）第９条第２項の規定により入札金

額の１００分の５に相当する金額を違約金として徴収します。また、

大和高田市入札参加資格停止措置要綱の規定に基づく入札参加資格

停止の措置を講じることとなります。 

１２ 開札の日時等 入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 令和８年１月９日（金）午後２時３０分 

（２）場所 大和高田市役所 ３階会議室１ 

（３）開札結果等の公表 

  開札結果及び契約内容は、落札者が決定後、一般の閲覧にて公表

します。 

１３ 入札の無効 無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び

虚偽の申請を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した

入札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、入

札時点において５に示した参加資格要件を満たさなくなったもの

のした入札 

１４ 落札者の決定 有効な入札書を提出した者であって、予定価格の制限の範囲内にお

いて最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。 

１５ 契約保証金 免除します。 

１６ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができないと

きは、開札を中止します。 

（３）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

ＰＯＳレジシステム一式リースに関する条件付き一般競争入札（契約監理課） 

公告第１４４号 

入 札 公 告 

 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）
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第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

令和７年１２月１５日 

大和高田市長 堀内 大造   

１ 件  名 ＰＯＳレジシステム一式リース 

２ 設置場所 入札説明書（仕様書）のとおり 

３ 賃貸借期間 令和８年３月２日から令和１３年２月２８日まで 

４ 業務内容等 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加資格要件 この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件を全て満

たしているものとします。 

（１）大和高田市物品購入等競争入札参加資格者登録名簿の「役務の提

供（リース・レンタル）」に登録している者であること。 

（２）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者で

あること。 

（３）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始

の申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５

号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者（ただし、会社

更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法の規定による再生計

画認可の決定を受けている者を除く。）でないこと。 

（４）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）

に基づく資格停止措置を受けている者でないこと。 

（５）（２）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措置要

綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当する者

でないこと。 

６ 競争入札参加資格確

認の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり一般競争入

札参加資格確認申請書等（以下｢申請書等」という。）を提出し、競争入

札参加資格についての確認を受けなければなりません。また、期限まで

に申請書等を提出しない者又は入札日において競争入札参加資格がない

と認められた者は、競争入札に参加することができません。 

（１）様式については、大和高田市ホームページ（以下「本市ホームペ

ージ」という。）の「入札･契約情報」よりダウンロードしてください。 

（２）必要書類は、次のとおりとします。 

① 一般競争入札参加資格確認申請書（指定様式） 

② 暴力団排除に関する誓約書（指定様式） 

（３）申請書等の提出は、持参又は郵送（「一般書留郵便」又は「簡易書

留郵便」に限る。）とします。 

（４）受付期間 

令和７年１２月１５日（月）から令和７年１２月２５日（木）まで。

ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後１

時までを除きます。 

（６）提出場所・郵送先 

  〒６３５－８５１１ 

大和高田市大字大中９８番地４ 

大和高田市役所 ３階総務部契約監理課 

７ 競争入札参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うものと

し、その結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 
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提出期限の翌日より３日以内。ただし、土曜日、日曜日、祝日及び

年末年始期間（令和７年１２月２７日（土）から令和８年１月４日（日）

まで）を除きます。 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書及び

入札書類一式を送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を

送付します。 

８ 入札説明書（仕様書）

についての質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、ＦＡＸにより、次

のとおり行います。質疑応答票は市様式（任意様式可）とし、市様式は

本市ホームページに掲載しています。 

（１）受付期限 

令和８年１月７日（水）午後５時まで 

（２）送信先 

大和高田市役所 総務部契約監理課 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（３）回答期限 

令和８年１月９日（金）午後５時まで 

質疑回答は、本案件の入札公告ページに掲載します。なお、入札事

務に関しての問い合わせは質問者にのみ回答します。 

９ 入札書の提出方法 入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

令和８年１月１５日（木）まで。入札執行日の前日であるため、こ

の日の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局留 

大和高田市 契約監理課 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便に

よるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１０ 入札書への記載 入札書へは、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という。）に係

る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額を消

費税等抜きの金額を記載してください。 

１１ 入札保証金 免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市契

約規則（平成１１年規則第９号）第９条第２項の規定により入札金額の

１００分の５に相当する金額を違約金として徴収します。また、大和高

田市入札参加資格停止措置要綱の規定に基づく入札参加資格停止の措

置を講じることとなります。 

１２ 開札の日時等 入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

令和８年１月１６日（金）午前１０時 

（２）場所 

大和高田市役所 ３階会議室１ 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、後日本市ホームページで公表します。 

１３ 入札の無効 無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚
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偽の申請を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落札

者の決定前に５に示した参加資格要件を満たさなくなったもののした

入札 

１４ 落札者の決定等 落札者は、予定価格の制限の範囲内において最低の価格をもって入札

を行った者とします。 

１５ 契約保証金 免除します。 

１６ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができないと

きは、開札を中止します。 

（３）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

高９８号線舗装維持工事に関する条件付き一般競争入札（契約監理課） 

公告第１４５号 

入札公告 

 

次のとおり条件付き一般競争入札（事後審査型）を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年

政令第１６号）第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規

定に基づき公告します。 

なお、この工事は、大和高田市電子入札システム（以下「電子入札システム」という。）による電

子入札案件です。 

令和７年１２月１６日 

大和高田市長 堀内 大造   

１ 競争入札に付する事項 

（１） 工事番号 高契第４０号 

（２） 工 事 名 高９８号線舗装維持工事 

（３） 工事場所 大和高田市 昭和町・曙町・旭北町 地内 

（４） 工事期間 契約締結日から令和８年３月２７日（金）まで 

（５） 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

（６） 予定価格 ５，２８８，０００円（税抜き） 

（７） 設計金額 ５，２８８，０００円（税抜き） 

（８） 最低制限比較価格 ４，７０４，０００円（税抜き） 

（９） 入札方法 電子入札（「条件付き一般競争入札（事後審査型）」を使用） 

 

２ 競争入札に参加する者に必要な資格 

（１）大和高田市建設工事等競争入札参加資格者登録名簿の舗装工事に登録している者であること。 

（２）大和高田市格付け等級がＢ級又はＣ級の者であること。 

（３）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（４）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者であること。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てがなされている者

又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている

者でないこと。（ただし、会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法の規定による

再生計画認可の決定を受けている者を除く。） 

（６）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）に基づく資格停止措置を
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受けている者でないこと。 

（７）（４）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措置要綱（平成１５年告示第２

５号）第２条第４号又は第５号に該当する者でないこと。 

 

３ 入札日程 

手  続  等 期間・期日・期限 場  所  等 

公告及び入札説明書（仕様

書）の交付（入札情報公開シ

ステムからダウンロードし

てください。） 

令和７年１２月１６日（火） 

～ 

令和８年１月１４日（水） 

入札情報公開システムアドレス 

https://www.epi-cloud.fwd.ne.jp/ 

koukai/do/logon?name1=062006 

40072006E0 

設計図書の交付（入札情報公

開システムからダウンロー

ドしてください。） 

令和７年１２月１６日（火） 

～ 

令和８年１月１４日（水） 

入札情報公開システムアドレス 

https://www.epi-cloud.fwd.ne.jp/ 

koukai/do/logon?name1=062006 

40072006E0 

入札説明書（仕様書）につい

ての質疑受付期限 

令和８年１月７日（水） 

 午後５時まで 

質問のある者のみ、ＦＡＸにて受け

付けます。（ホームページ掲載の市様

式又は任意様式） 

質疑の回答 

（仕様等に影響する回答に

関しては、入札情報公開シ

ステムに掲載いたしま

す。） 

令和８年１月９日（金） 

午後５時まで 

入札情報公開システムアドレス 

https://www.epi-cloud.fwd.ne.jp/ 

koukai/do/logon?name1=062006 

40072006E0 

入札書及び見積根拠資料（工

事内訳書）の提出 

令和７年１２月２３日（火） 

～ 

令和８年１月１３日（火） 

※見積根拠資料（工事内訳書）を作

成し、「内訳書」欄に添付してくださ

い。 

開札の日時 令和８年１月１４日（水） 

午前１０時 

大和高田市役所  

契約監理課 

 ※上記の期間は、大和高田市の休日を定める条例（平成元年条例第３号）第１条第１項に規定する

市の休日（以下「市の休日」という。）を除きます。 

※電子入札システムの稼働時間は、市の休日を除く月曜日から金曜日までの午前８時３０分から午

後８時までです。 

※開札立会希望者がいた場合は、３階会議室１にて開札を行います。 

 

４ 入札書における金額の記載方法等 

入札金額は消費税等を含まない千円止めの金額（百の位以下切捨て）で記載してください。記載さ

れた金額に消費税等を加算した金額をもって契約金額とします。 

入札書の提出にあっては、「見積根拠資料（工事内訳書）」を作成し、「内訳書」欄に添付してくだ

さい。（入札情報公開システムより様式のダウンロードが可能です。） 

 

５ 入札の無効・失格 

（１）次に掲げる入札については、無効とします。 

ア 入札金額等の必要な事項が入力されていない入札 

イ 入札に参加する資格の無い者のした入札 

ウ 他人のＩＣカードを使用した入札 

エ 入札金額に百の位以下の端数を記入した入札 
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オ 入札に際して、公正な入札の執行を害する行為があったと認められた入札 

カ その他市長の定める入札条件に違反した入札 

（２）次に掲げる入札を行った入札者は失格とします。 

ア 内訳書（本市指定様式に限る。）が添付されていない入札書による入札 

イ 入札書金額と内訳書金額が一致しない入札 

ウ 内訳書の日付が入札期間（公告日から開札日まで）外の入札 

エ 内訳書の記名、件名等を欠く、又は重要な文字及び数字の誤落等により必要な事項を確認で

きない入札 

  オ その他事後審査により不適格となった入札 

 

６ 落札候補者の決定 

（１）落札者の決定は、本市の税抜の予定価格（設計金額）以下の価格でかつ最低制限比較価格以上

の最低の価格〔入札書記載の金額〕をもって入札した業者を落札候補者とし、第１順位から事後

審査をもって落札者を決定します。 

（２）落札候補者となるべき同価の入札者が２以上ある場合は、“くじ”により決定します。くじを辞

退することはできません。くじは電子入札システムにより行います。 

（３）入札は、１回限りとします。入札者又は落札者がいないとき、落札者が契約を締結しないとき、

又は落札者のした落札を取り消したとき等、契約相手が決定しない場合は、原則再度競争入札に

付すものとします。 

（４）入札結果は、電子入札情報公開システムにて公表します。また、落札候補者には電子入札シス

テムにより通知します。 

（５）落札者が契約を締結しない場合、大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第９条第２項

の規定により入札金額の１００分の５に相当する金額を違約金として徴収し、あわせて大和高田

市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）第３条の規定により、同要綱別表第２

第８号（４）に該当し、３月間の入札参加資格停止の措置を講じることとなります。なお、当該

違約金を納められない場合は、同要綱第３条の規定により、同要綱別表第２第９号に該当し、当

該債務に係る滞納状況が解消されるまで入札参加資格停止の措置を講じることとなります。 

 

７ 事後審査 

落札候補者の優先順位により確認審査を実施します。入札結果にて落札候補者第１順位者と認め

られた者については、「事後審査型条件付一般競争入札参加資格確認申請書」及び「事後審査に係

る書類」を『電子入札システム（「入札状況一覧」の「資格確認申請書」の「提出」ボタン）』又は

総務部契約監理課への持参により落札候補者の決定（開札日又は同額の場合くじを行った日）の翌

日から３日以内（市の休日を除きます。）に提出してください。受注者として適格でない場合は第

１順位者の入札を失格とし、次順位の落札候補者について、第１順位者と同様の事後審査書類の確

認を行います。 

 

８ 電子入札システムに関する事項 

（１）代表者又は受任者（競争入札参加資格審査申請において、代表者から契約締結権限等の委任を

受けている者）に変更がある場合は、速やかに「競争入札参加資格審査申請書記載事項変更届」

を提出してください。 

なお、変更の事実発生以降は、変更後の契約締結権限等を有する者の名義で入札手続きを行っ
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てください。また、電子入札システムにおいては、変更後の契約締結権限等を有する者のＩＣカ

ードを使用してください。ＩＣカードの取得が間に合わない場合等は、１０（１）の問い合わせ

先まで連絡した上で、指示に従い手続きを進めてください。 

（２）電子ファイルの作成基準は以下のとおりとします。 

ア 電子ファイルでの提出を求める書類の作成に使用するソフトウェア及びファイルの保存

形式は次のいずれかの方法によらなければならない。 

・Microsoft Word 拡張子が.doc又は.docxで保存されるもの 

・Microsoft Excel 拡張子が.xls又は.xlsxで保存されるもの 

・PDFファイル Acrobat Readerで読み取りが可能なもの 

イ 電子ファイルを圧縮する場合、その形式は、ZIP 形式によるものとする。ただし、自己解

凍方式は認めない。 

ウ ア及びイによらず提出された場合は、提出がないものとする。 

（３）電子ファイルを提出するに当たり、入札者は事前に当該ファイルがコンピュータウイルスに感

染（以下「ウイルス感染」といいます。）していないか確認し、ウイルス感染したファイルを添付

してはならない。ウイルス感染が判明した場合においては、入札執行者及び入札参加者は、その

再提出の方法について協議するものとする。 

 

９ その他 

（１）入札保証金について 

免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、６（５）のとおり、違約金を徴収し、

大和高田市入札参加資格停止措置要綱の規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じること

となります。 

（２）契約保証金について 

    免除します。 

（３）前金払について 

大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

（４）部分払について 

 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 

（５）電子入札運用基準について 

公告に定めるもののほか、電子入札に係る事務の取扱いについては、大和高田市電子入札運

用基準の定めるところによる。 

 

１０ お問い合わせ先 

（１）入札の方法及び競争入札参加資格確認等に関すること。 

〒６３５－８５１１ 奈良県大和高田市大字大中９８番地４ 

大和高田市役所 総務部契約監理課 

ＴＥＬ（０７４５）２２－１１０１ 

ＦＡＸ（０７４５）４９－００５３ 

（２）電子入札システム及び電子入札情報公開システムの操作方法に関すること。 

株式会社日立システムズ 電子入札総合ヘルプデスク 

ＴＥＬ（０５７０）０２１－７７７ 

受付時間 平日午前９時から正午及び午後１時から午後５時３０分まで 
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メールアドレス（sys-e-cydeenasphelp.rx@ml.hitachi-sistems.com） 

 

仮想化基盤一式リースに関する条件付き一般競争入札（契約監理課） 

公告第１４６号 

入 札 公 告 

 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

令和７年１２月１８日 

大和高田市長 堀内 大造   

１ 件  名 仮想化基盤一式リース 

２ 設置場所 入札説明書（仕様書）のとおり 

３ リース期間 令和８年７月１日から令和１３年６月３０日まで 

４ 業務内容等 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加資格要件 この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件を全て満

たしているものとします。 

（１）大和高田市物品購入等競争入札参加資格者登録名簿の「役務の提

供（リース・レンタル）」に登録している者であること。 

（２）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者で

あること。 

（３）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始

の申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５

号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者（ただし、会社

更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法の規定による再生計

画認可の決定を受けている者を除く。）でないこと。 

（４）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）

に基づく資格停止措置を受けている者でないこと。 

（５）（２）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措置要

綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当する者

でないこと。 

６ 競争入札参加資格確

認の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり一般競争入

札参加資格確認申請書等（以下｢申請書等」という。）を提出し、競争入

札参加資格についての確認を受けなければなりません。また、期限まで

に申請書等を提出しない者又は入札日において競争入札参加資格がない

と認められた者は、競争入札に参加することができません。 

（１）様式については、大和高田市ホームページ（以下「本市ホームペ

ージ」という。）の「入札･契約情報」よりダウンロードしてください。 

（２）必要書類は、次のとおりとします。 

① 一般競争入札参加資格確認申請書（指定様式） 

② 暴力団排除に関する誓約書（指定様式） 

（３）申請書等の提出は、持参又は郵送（「一般書留郵便」又は「簡易書

留郵便」に限る。）とします。 

（４）受付期間 

令和７年１２月１８日（木）から令和８年１月９日（金）まで。た

だし、土曜日、日曜日及び年末年始期間（令和７年１２月２７日（土）

から令和８年１月４日（日）まで）を除きます。 

（５）受付時間 

mailto:sys-e-cydeenasphelp.rx@ml.hitachi-sistems.com
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午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後１

時までを除きます。 

（６）提出場所・郵送先 

  〒６３５－８５１１ 

大和高田市大字大中９８番地４ 

大和高田市役所 ３階総務部契約監理課 

７ 競争入札参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うものと

し、その結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

提出期限の翌日より３日以内。ただし、土曜日、日曜日及び祝日を

除きます。 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書及び

入札書類一式を送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を

送付します。 

８ 入札説明書（仕様書）

についての質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、ＦＡＸにより、次

のとおり行います。質疑応答票は市様式（任意様式可）とし、市様式は

本市ホームページに掲載しています。 

（１）受付期限 

令和８年１月１５日（木）午後５時まで 

（２）送信先 

大和高田市役所 総務部契約監理課 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（３）回答期限 

令和８年１月１９日（月）午後５時まで 

質疑回答は、本案件の入札公告ページに掲載します。なお、入札事

務に関しての問い合わせは質問者にのみ回答します。 

９ 入札書の提出方法 入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

令和８年１月２２日（木）まで。入札執行日の前日であるため、こ

の日の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局留 

大和高田市 契約監理課 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便に

よるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１０ 入札書への記載 入札書へは、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という。）に係

る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額を消

費税等抜きの金額を記載してください。 

１１ 入札保証金 免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市契

約規則（平成１１年規則第９号）第９条第２項の規定により入札金額の

１００分の５に相当する金額を違約金として徴収します。また、大和高

田市入札参加資格停止措置要綱の規定に基づく入札参加資格停止の措置

を講じることとなります。 

１２ 開札の日時等 入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 
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令和８年１月２３日（金）午前１０時 

（２）場所 

大和高田市役所 ３階会議室１ 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、後日本市ホームページで公表します。 

１３ 入札の無効 無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚

偽の申請を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落札

者の決定前に５に示した参加資格要件を満たさなくなったもののした

入札 

１４ 落札者の決定等 落札者は、予定価格の制限の範囲内において最低の価格をもって入札

を行った者とします。 

１５ 契約保証金 免除します。 

１６ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができないと

きは、開札を中止します。 

（３）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

公売公告（収納対策課） 

公告第１４７号 

令和７年１２月２２日 

大和高田市長 堀内 大造   

公売公告兼見積価額公告 

国税徴収法第９５条の規定により差押財産を公売することを公告します。 

国税徴収法第９９条の規定により見積価額を公告します。 

公売参加申込開始日時 令和８年 １月８日 午後１時００分 

公売参加申込終了日時 令和８年 １月２６日 午後１１時００分 

公売参加申込場所 ＫＳＩ官公庁オークションホームページ 

公売開始日時 令和８年２月２日 午後１時００分 

公売締切日時 令和８年２月９日 午後１時００分 

公売場所 ＫＳＩ官公庁オークションホームページ 

公売方法 期間入札 

開札日時 令和８年２月９日 午後２時００分 

開札場所 ＫＳＩ官公庁オークションホームページ 

売却決定日時 令和８年３月２日 午前１０時００分 

売却決定場所 大和高田市収納対策課 

買受代金納付期限 令和８年３月２日 午後２時３０分 

買受代金納付場所 大和高田市役所又は銀行口座 

公売保証金額 ※詳細は、別紙のとおり 

公売保証金納付日時 令和８年１月８日午後１時００分～令和８年１月２６日午後１１時００分 

公売保証金納付場所 ＫＳＩ官公庁オークションホームページ 

公売財産及び見積価額 ※詳細は、別紙のとおり 
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買受人の資格その他要

件 

本市ホームページ掲載の「大和高田市インターネット公売ガイドライン」

のとおり 

公売財産上の質権者抵

当権者等の権利の内容

の申し出について 

公売財産上に質権、抵当権、先取得権、留置権、その他公売財産の売却代金

から配当を受けることができる権利を有するものは、売却決定の日の前日ま

でに、その内容を申し出てください。 

＜その他の事項＞ 

１ 公売保証金及び買受代金は、現金又は小切手（銀行等の振り出しに係るもの又は銀行等の支払保

証のあるもの）でなければ納付できません。 

２ 見積価額に達した入札者等が無い場合、直ちに再度入札を実施することがあります。 

３ 一度提出した入札書は、引替え、変更又は取消しをすることができません。 

４ 買受人が買受代金を納付するときまでに滞納金額完納の事実が証明されたとき、又は買受代金納

付後で   取り消すべき理由があるときは、公売を取り消します。 

５ 買受代金を納付の期限までに納付しないときは、公売保証金はお返しできません。 

６ 買受人が公売財産の所有権を取得する時期は、買受代金を完納したときです。したがって、所有

権取得後の財産のき損焼失等による損害は、買受人の負担となります。 

７ 公売による権利移転に伴う費用（移転登記の登録免許税等）は、買受人の負担となります。 

８ 次順位買受申込者制度の適用があります。また、次順位買受申込者に売却決定をする場合は、売

却決定の日時及び買受代金の納付のときが異なることがあります。 

９ 農地を買い受ける際は、大和高田市農業委員会に申請したうえで、買受適格証明書を交付しても

らう必要があります。 

１０ 公売物件の所有者が適格請求書（インボイス）発行事業者の場合、希望される買受人の方には

インボイスを発行いたします。また、公売手続期間中において、滞納者から登録申請があった場合

あるいは取消し・事業廃止届出書等が提出される場合などが想定され、インボイス発行に対応でき

ないことも考えられます。その点は予めご了承願います。 

公売財産一覧 

売却区分 

番号 

公売財産の名称、性質数量及び所在 

公売財産上の賃借権等の権利の内容その他 

公売保証金 

（円） 

見積価額 

（円） 

１ ◎公売財産の表示 

（土地の表示） 

・所在   奈良県大和高田市礒野町 

・地番   ２８６番７ 

・地目   宅地 

・地積   ９０．４１㎡ 

（主である建物の表示） 

・所在   奈良県大和高田市礒野町２８６番地７ 

・家屋番号 ２８６番７ 

・種類   居宅 

・構造   木造瓦葺２階建 

・床面積  １階 ６４．６１㎡  ２階 ４６．３７㎡ 

 

以上登記簿による表示 

 

◎公売財産の概要 

・近鉄南大阪線『高田市』駅から西へ約１，０００ ｍの

ところ（徒歩約１３分） 

・当該敷地の西面で市道（接面約９．１ｍ、幅員約４ｍ）

200,000 1,487,000 



令和８年１月９日（金） 大 和 高 田 市 公 報 第４４４号 

 

 

 

 

 

154 

と南面で私道（接面約７．２８ｍ、幅員約４ｍ）と接し

ている。 

 

◎利用状況・法的規制等 

（行政的条件） 

・都市計画区域  市街化区域 

・用途地域     第一種中高層住居専用地域 
・建ぺい率（指定）  ６０％ 

・容積率（指定）   ２００％ 

・高度地区      １５ｍ 

◎その他公売条件等 

・公売に参加する場合は、事前に公売財産の現況、関係公

簿等をご確認ください。 

・公売においては、暴力団員等の売り払いを防止するため

暴力団員等に該当しない旨の陳述書が必要となります。 

・境界については、隣接地所有者と協議してください。 

・大和高田市は、公売財産の引渡義務を負いません。 

・大和高田市は、民法改正前の瑕疵担保責任を負いません。 

・現在、敷地利用している個人及び事業者との協議は、当

事者間で行ってください。 

 

宅地等売却に関する条件付き一般競争入札（総務課） 

公告第１４８号 

次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の

６第１項の規定により公告する。 

令和７年１２月２５日 

大和高田市長 堀内 大造   

１ 入札に付する事項 

物件 
番号 

所在地 
地積 
（㎡） 

地目 用途地域 現況 
最低売却価格 

（円） 

１ 
曙町７５５番１ 
  ７５４番１ 

８７８ 宅地 第一種住居地域 更地 10,230,000 

２ 曙町７４７番４ １１１．６７ 宅地 第一種住居地域 更地 1,903,000 
３ 曙町８００番１３ １５８．６６ 宅地 第一種住居地域 更地 2,225,000 

４ 大字大谷５７２番１ 
２００３．０

５ 
宅地 

市街化調整区域 
（都市計画法第３４条第

１１号指定区域） 
建物付 13,341,000 

５ 
市場５４５番１ 
  ５４５番５ 

１５１２．１
７ 

宅地 第一種住居地域 更地 23,940,000 

６ 
日之出東本町 
１３７０番２ 

２４２５ 雑種地 第一種住居地域 更地 73,990,000 

７ 大字吉井４０番７ 
３１９５．２

７ 
宅地 

市街化調整区域 
（都市計画法第３４条第

１１号指定区域） 
更地 61,030,000 

 

２ 入札参加に際しての注意事項 

（１） 現状有姿の売却とする。 

（２） 最低売却価格は、既存建物等工作物及び埋設物にかかる撤去及び改修費用相当額を差し引
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いた価格とする。ただし、物件番号２・６・７を除く。 

（３） 物件番号１については、地下に当時の建物の杭及び基礎が埋まっている。 

（４） 物件番号４については、敷地に建築物（旧園舎）を含む工作物が残されている。（建築物

の一部にアスベストを含む可能性の高い成型板が使用されている。）この建築物（建築物内の動

産を含む。）は、引き渡し後、物件購入者において、速やかに撤去するものとする。また、敷地

南側及び西側に擁壁が築造されているが、経年による老朽化がみられる。この改修、再築及びそ

の費用相当額を差し引いた価格であるので大和高田市は追加の費用対応はしないものとする。ま

た、建築行為等にあたっては、必要な手続の申請先である各審議機関等へ問い合わせることとす

る。 

（５） 物件番号５については、土壌汚染調査の結果、有害なものは検出されなかった。廃棄物の

埋設があり、土地改良の必要性がある。 

（６） 物件番号６については、電線路の地役権が設定されている。 

（７） 物件番号７については、小屋及び仮設トイレが設置したままとなっている。 

 

３ 入札に参加する者に必要な資格要件 

 （１） 参加資格 

  法人又は個人とする。 

（２） 欠格 

次のアからカのいずれかに該当する者は入札に参加することができない。 

ア 地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当する者 

イ 大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）の規定により、入札

参加資格停止の措置を受けている者 

ウ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３８条の３に規定する公有財産に関する事

務に従事する職員 

エ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第６

号に規定する暴力団員及びその構成員 

オ 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成１１年法律第１４７号）第

５条に規定する観察処分の決定を受けた団体及び当該団体の役職員及び構成員 

カ 大和高田市の市税を滞納している者 

 

４ 入札参加申込みの方法 

入札参加希望者は、下記の要領で申込みの手続を行うものとする。 

（１） 申込みに必要な提出書類 

ア 市有財産売却入札参加申込書（実印）（以下「申込書」という。） 

イ 誓約書（実印） 

ウ 暴力団排除に関する誓約書（実印） 

エ 市税滞納情報照会同意書 

オ 申込者が個人である場合には、当該申込書に係る印鑑登録証明書及び住民票抄本 

カ 申込者が法人である場合には、当該申込書に係る印鑑証明書及び会社法人用登記事項証

明書（現在事項全部証明書） 

※ オ及びカについては、発行後、３か月以内の原本（原本還付可）に限る。 

（２） 入札参加申込の方法並びに受付の期間及び場所 
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ア 申込方法 入札参加申込者は、受付場所へ上記提出書類を持参の上、申込みを行う。 

イ 受付期間 令和８年１月５日（月）から令和８年２月４日（水）まで（土日、祝日を除

く。） 

※受付時間は、午前９時から午後５時までとする。（正午から午後１時まで

を除く。） 

ウ 受付場所 奈良県大和高田市大字大中９８番地４ 

大和高田市総務部総務課（大和高田市庁舎４階） 

（３） 入札の方法等についての説明 

入札参加申込者は、入札参加受付時に入札方法等の説明を受けなければならない。 

（４） 入札参加審査 

上記提出書類受付後、入札参加資格条件に係る審査を行うものとする。審査の結果、参加資格

を有すると認めた者には、申込書に受付印を押印した申込書の写しを交付する。 

 

５ 入札保証金の納付 

入札参加者は、令和８年２月１２日（木）午後２時までに入札金額の１００分の５以上の入札保

証金を現金又は、銀行振出小切手で納付しなければならない。 

 

６ 入札及び開札執行の日時及び場所 

（１） 日時 令和８年２月１９日（木）午前１０時  

（２） 場所 奈良県大和高田市大字大中９８番地４ 

大和高田市役所３階会議室１ 

 

７ 入札辞退 

入札参加資格を有すると認められた者は、入札を辞退することは認められないが、やむを得ない

理由により、参加することができなくなったときは、大和高田市所定の辞退届に必ず辞退理由を付

し、次に定めるところにより提出しなければならない。 

（１） 入札当日の入札開始時刻までに辞退届を提出するとき 総務課に提出すること。 

（２） 辞退届は、必ず持参するものとし、郵送による提出は認めない。 

 

８ 入札の無効 

次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

（１） 入札に参加する資格のない者がした入札 

（２） 記名押印を欠く入札 

（３） 入札書に記載された入札金額その他記載事項が確認できない入札 

（４） 同一入札について入札者又はその代理人によりなされた２以上の入札 

（５） 入札に関し談合等の不正行為をした入札 

（６） 入札に際して公正な入札の執行を害する行為をなした者の入札 

（７） 入札金額を加除訂正した入札 

（８） 最低売却価格に達しない価格での入札 

（９） 郵送等により送付された入札 

（１０） 前各号に掲げるもののほか、所定の入札条件に違反した入札 
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９ 落札者の決定方法 

入札場所において投函終了後、直ちに入札者立会いの下で開札を行い、有効な入札を行った者の

うち、市の最低売却価格以上かつ最高価格で入札した者を落札者とする。ただし、落札者となる同

価格の入札者が２人以上あるときは、その場において直ちにくじ引きを行い落札者を決定する。 

 

１０ 契約保証金 

契約締結までに売買代金の１００分の１０以上の契約保証金（入札保証金全額を充当）を納付

しなければならない。 

 

１１ 契約締結等 

（１） 契約の締結日 

落札者は、令和８年３月２日（月）（当日の正午まで）に契約を締結しなければならない。

なお、落札者が契約締結期限までに契約を締結しなかった場合、入札保証金は大和高田市に

帰属する。 

（２） 契約書作成の要否 

要す。 

 

１２ 売買代金の納入 

落札者は、売買代金の残金（売買代金と契約保証金との差額をいう。）を令和８年３月１６日

（月）までに納付しなければならない。 

契約保証金は、納期限までに売買代金の残金の納付がなかった場合、大和高田市に帰属する。 

 

１３ 契約条件 

（１） 所有権の移転等 

ア 売買代金の全額納付があったときに所有権が移転し、同時に物件を引き渡すものとする。 

イ 所有権の移転登記は、大和高田市が嘱託により行う。 

（２） 契約費用及び公租公課等 

ア 売買契約書に貼る収入印紙の費用は、買受人の負担となる。 

イ 所有権の移転登記に必要な登録免許税は、買受人の負担となる。 

ウ 所有権移転後の公租公課は、買受人の負担となる。 

エ その他契約に要する費用は、買受人の負担となる。 

（３） 損害の賠償等 

契約締結後、物件の数量の不足その他契約の内容に適合しないことを発見しても、売買代金の

減免、損害賠償の請求又は契約の解除を請求することができない。 

（４） その他 

落札者は、物件の所有権移転登記前に権利義務を第三者に譲渡することはできない。 

 

１４ 問い合わせ先 

奈良県大和高田市大字大中９８番地４ 

大和高田市総務部総務課 

電話 ０７４５－２２－１１０１ 
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高５枝東中２丁目地内管渠工事（１６）に関する条件付き一般競争入札（契約監理課） 

公告第１４９号 

入札公告 

 

次のとおり条件付き一般競争入札（事後審査型）を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年

政令第１６号）第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規

定に基づき公告します。 

なお、この工事は、大和高田市電子入札システム（以下「電子入札システム」という。）による電

子入札案件です。 

令和７年１２月２５日 

大和高田市長 堀内 大造   

１ 競争入札に付する事項 

（１） 工事番号 高契第４１号 

（２）工 事 名 高５枝東中２丁目地内管渠工事（１６） 

（３）工事場所 大和高田市 東中２丁目 地内 

（４）工事期間 契約締結日から令和８年８月３１日（月）まで 

（５）工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

（６）予定価格 ２０，８４０，０００円（税抜き） 

（８） 設計金額 ２０，８４０，０００円（税抜き） 

（８）最低制限比較価格 １８，７１４，０００円（税抜き） 

（９）入札方法 電子入札（「条件付き一般競争入札（事後審査型）」を使用） 

 

２ 競争入札に参加する者に必要な資格 

（１）大和高田市建設工事等競争入札参加資格者登録名簿の土木一式工事に登録している者である

こと。 

（２）大和高田市格付け等級がＣ級の者であること。 

（３）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（４）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者であること。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てがなされている者

又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている

者でないこと。（ただし、会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法の規定による

再生計画認可の決定を受けている者を除く。） 

（６）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）に基づく資格停止措置を

受けている者でないこと。 

（７）（４）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措置要綱（平成１５年告示第２

５号）第２条第４号又は第５号に該当する者でないこと。 

（８）本公告の公告日の前日までに、元請けで市発注の工事を受注している（落札者又は落札候補

者となった時点から竣工検査に合格するまで）者でないこと。 

（９）本公告の公告日から入札時点までの間に市発注工事における他の入札案件において落札者又

は落札候補者となった者でないこと。 

 

３ 入札日程 
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手  続  等 期間・期日・期限 場  所  等 

公告及び入札説明書（仕様

書）の交付（入札情報公開シ

ステムからダウンロードし

てください。） 

令和７年１２月２５日（木） 

～ 

令和８年１月２１日（水） 

入札情報公開システムアドレス 

https://www.epi-cloud.fwd.ne.jp/ 

koukai/do/logon?name1=062006 

40072006E0 

設計図書の交付（入札情報公

開システムからダウンロー

ドしてください。） 

令和７年１２月２５日（木） 

～ 

令和８年１月２１日（水） 

入札情報公開システムアドレス 

https://www.epi-cloud.fwd.ne.jp/ 

koukai/do/logon?name1=062006 

40072006E0 

入札説明書（仕様書）につい

ての質疑受付期限 

令和８年１月１５日（木） 

 午後５時まで 

質問のある者のみ、ＦＡＸにて受け

付けます。（ホームページ掲載の市様

式又は任意様式） 

質疑の回答 

（仕様等に影響する回答に

関しては、入札情報公開シ

ステムに掲載いたしま

す。） 

令和８年１月１９日（月） 

午後５時まで 

入札情報公開システムアドレス 

https://www.epi-cloud.fwd.ne.jp/ 

koukai/do/logon?name1=062006 

40072006E0 

入札書及び見積根拠資料（工

事内訳書）の提出 

令和８年１月５日（月） 

～ 

令和８年１月２０日（火） 

※見積根拠資料（工事内訳書）を作

成し、「内訳書」欄に添付してくださ

い。 

開札の日時 令和８年１月２１日（水） 

午前１０時 

大和高田市役所  

契約監理課 

 ※上記の期間は、大和高田市の休日を定める条例（平成元年条例第３号）第１条第１項に規定する

市の休日（以下「市の休日」という。）を除きます。 

※電子入札システムの稼働時間は、市の休日を除く月曜日から金曜日までの午前８時３０分から午

後８時までです。 

※開札立会希望者がいた場合は、３階会議室１にて開札を行います。 

 

４ 入札書における金額の記載方法等 

入札金額は消費税等を含まない千円止めの金額（百の位以下切捨て）で記載してください。記載さ

れた金額に消費税等を加算した金額をもって契約金額とします。 

入札書の提出にあっては、「見積根拠資料（工事内訳書）」を作成し、「内訳書」欄に添付してくだ

さい。（入札情報公開システムより様式のダウンロードが可能です。） 

 

５ 入札の無効・失格 

（１）次に掲げる入札については、無効とします。  

ア 入札金額等の必要な事項が入力されていない入札 

イ 入札に参加する資格の無い者のした入札 

ウ 他人のＩＣカードを使用した入札 

エ 入札金額に百の位以下の端数を記入した入札 

オ 入札に際して、公正な入札の執行を害する行為があったと認められた入札 

カ その他市長の定める入札条件に違反した入札 

（２）次に掲げる入札を行った入札者は失格とします。 

ア 内訳書（本市指定様式に限る。）が添付されていない入札書による入札 

イ 入札書金額と内訳書金額が一致しない入札 
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ウ 内訳書の日付が入札期間（公告日から開札日まで）外の入札 

エ 内訳書の記名、件名等を欠く、又は重要な文字及び数字の誤落等により必要な事項を確認で

きない入札 

  オ その他事後審査により不適格となった入札 

 

６ 落札候補者の決定 

（１）落札者の決定は、本市の税抜の予定価格（設計金額）以下の価格でかつ最低制限比較価格以上

の最低の価格〔入札書記載の金額〕をもって入札した業者を落札候補者とし、第１順位から事後

審査をもって落札者を決定します。 

（２）落札候補者となるべき同価の入札者が２以上ある場合は、“くじ”により決定します。くじを辞

退することはできません。くじは電子入札システムにより行います。 

（３）入札は、１回限りとします。入札者又は落札者がいないとき、落札者が契約を締結しないとき、

又は落札者のした落札を取り消したとき等、契約相手が決定しない場合は、原則再度競争入札に

付すものとします。 

（４）入札結果は、電子入札情報公開システムにて公表します。また、落札候補者には電子入札シス

テムにより通知します。 

（５）落札者が契約を締結しない場合、大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第９条第２項

の規定により入札金額の１００分の５に相当する金額を違約金として徴収し、あわせて大和高田

市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）第３条の規定により、同要綱別表第２

第８号（４）に該当し、３月間の入札参加資格停止の措置を講じることとなります。なお、当該

違約金を納められない場合は、同要綱第３条の規定により、同要綱別表第２第９号に該当し、当

該債務に係る滞納状況が解消されるまで入札参加資格停止の措置を講じることとなります。 

 

７ 事後審査 

落札候補者の優先順位により確認審査を実施します。入札結果にて落札候補者第１順位者と認め

られた者については、「事後審査型条件付一般競争入札参加資格確認申請書」及び「事後審査に係

る書類」を『電子入札システム（「入札状況一覧」の「資格確認申請書」の「提出」ボタン）』又は

総務部契約監理課への持参により落札候補者の決定（開札日又は同額の場合くじを行った日）の翌

日から３日以内（市の休日を除きます。）に提出してください。受注者として適格でない場合は第

１順位者の入札を失格とし、次順位の落札候補者について、第１順位者と同様の事後審査書類の確

認を行います。 

 

８ 電子入札システムに関する事項 

（１）代表者又は受任者（競争入札参加資格審査申請において、代表者から契約締結権限等の委任を

受けている者）に変更がある場合は、速やかに「競争入札参加資格審査申請書記載事項変更届」

を提出してください。 

なお、変更の事実発生以降は、変更後の契約締結権限等を有する者の名義で入札手続きを行っ

てください。また、電子入札システムにおいては、変更後の契約締結権限等を有する者のＩＣカ

ードを使用してください。ＩＣカードの取得が間に合わない場合等は、１０（１）の問い合わせ

先まで連絡した上で、指示に従い手続きを進めてください。 

（２）電子ファイルの作成基準は以下のとおりとします。 

ア 電子ファイルでの提出を求める書類の作成に使用するソフトウェア及びファイルの保存
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形式は次のいずれかの方法によらなければならない。 

・Microsoft Word 拡張子が.doc又は.docxで保存されるもの 

・Microsoft Excel 拡張子が.xls又は.xlsxで保存されるもの 

・PDFファイル Acrobat Readerで読み取りが可能なもの 

イ 電子ファイルを圧縮する場合、その形式は、ZIP 形式によるものとする。ただし、自己解

凍方式は認めない。 

ウ ア及びイによらず提出された場合は、提出がないものとする。 

（３）電子ファイルを提出するに当たり、入札者は事前に当該ファイルがコンピュータウイルスに感

染（以下「ウイルス感染」といいます。）していないか確認し、ウイルス感染したファイルを添付

してはならない。ウイルス感染が判明した場合においては、入札執行者及び入札参加者は、その

再提出の方法について協議するものとする。 

 

９ その他 

（１）入札保証金について 

免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、６（５）のとおり、違約金を徴収し、

大和高田市入札参加資格停止措置要綱の規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じること

となります。 

（２）契約保証金について 

    免除します。 

（３）前金払について 

大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

（４）部分払について 

 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 

（５）電子入札運用基準について 

公告に定めるもののほか、電子入札に係る事務の取扱いについては、大和高田市電子入札運

用基準の定めるところによる。 

（６）電子契約について 

    電子契約を希望する場合は、電子契約利用申出書に必要事項を記入し、事後審査時に電子入

札システムにて提出又は、落札候補者決定の翌日から３日以内（市の休日を除きます。）に契

約監理課宛にメールにて提出すること。 

 

１０ お問い合わせ先 

（１）入札の方法及び競争入札参加資格確認等に関すること。 

〒６３５－８５１１ 奈良県大和高田市大字大中９８番地４ 

大和高田市役所 総務部契約監理課 

ＴＥＬ（０７４５）２２－１１０１ 

ＦＡＸ（０７４５）４９－００５３ 

メールアドレス（keiyakukanri@city.yamatotakada.nara.jp） 

（２）電子入札システム及び電子入札情報公開システムの操作方法に関すること。 

株式会社日立システムズ 電子入札総合ヘルプデスク 

ＴＥＬ（０５７０）０２１－７７７ 

受付時間 平日午前９時から正午及び午後１時から午後５時３０分まで 

mailto:keiyakukanri@city.yamatotakada.nara.jp
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メールアドレス（sys-e-cydeenasphelp.rx@ml.hitachi-sistems.com） 

 

高４枝市場地内管渠工事（１７）に関する条件付き一般競争入札（契約監理課） 

公告第１５０号 

入札公告 

 

次のとおり条件付き一般競争入札（事後審査型）を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年

政令第１６号）第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規

定に基づき公告します。 

なお、この工事は、大和高田市電子入札システム（以下「電子入札システム」という。）による電

子入札案件です。 

令和７年１２月２５日 

大和高田市長 堀内 大造   

１ 競争入札に付する事項 

（１） 工事番号 高契第４２号 

（２） 工 事 名 高４枝市場地内管渠工事（１７） 

（３） 工事場所 大和高田市 大字市場 地内 

（４） 工事期間 契約締結日から令和８年８月３１日（月）まで 

（５） 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

（６） 予定価格 １４，４６０，０００円（税抜き） 

（７） 設計金額 １４，４６０，０００円（税抜き） 

（８） 最低制限比較価格 １２，９６３，０００円（税抜き） 

（９） 入札方法 電子入札（「条件付き一般競争入札（事後審査型）」を使用） 

 

２ 競争入札に参加する者に必要な資格 

（１）大和高田市建設工事等競争入札参加資格者登録名簿の土木一式工事に登録している者である

こと。 

（２）大和高田市格付け等級がＣ級の者であること。 

（３）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（４）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者であること。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てがなされている者

又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている

者でないこと。（ただし、会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法の規定による

再生計画認可の決定を受けている者を除く。） 

（６）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）に基づく資格停止措置を

受けている者でないこと。 

（７）（４）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措置要綱（平成１５年告示第２

５号）第２条第４号又は第５号に該当する者でないこと。 

（８）本公告の公告日の前日までに、元請けで市発注の工事を受注している（落札者又は落札候補

者となった時点から竣工検査に合格するまで）者でないこと。 

（９）本公告の公告日から入札時点までの間に市発注工事における他の入札案件において落札者又

は落札候補者となった者でないこと。 

mailto:sys-e-cydeenasphelp.rx@ml.hitachi-sistems.com
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３ 入札日程 

手  続  等 期間・期日・期限 場  所  等 

公告及び入札説明書（仕様

書）の交付（入札情報公開シ

ステムからダウンロードし

てください。） 

令和７年１２月２５日（木） 

～ 

令和８年１月２１日（水） 

入札情報公開システムアドレス 

https://www.epi-cloud.fwd.ne.jp/ 

koukai/do/logon?name1=062006 

40072006E0 

設計図書の交付（入札情報公

開システムからダウンロー

ドしてください。） 

令和７年１２月２５日（木） 

～ 

令和８年１月２１日（水） 

入札情報公開システムアドレス 

https://www.epi-cloud.fwd.ne.jp/ 

koukai/do/logon?name1=062006 

40072006E0 

入札説明書（仕様書）につい

ての質疑受付期限 

令和８年１月１５日（木） 

 午後５時まで 

質問のある者のみ、ＦＡＸにて受け

付けます。（ホームページ掲載の市様

式又は任意様式） 

質疑の回答 

（仕様等に影響する回答に

関しては、入札情報公開シ

ステムに掲載いたしま

す。） 

令和８年１月１９日（月） 

午後５時まで 

入札情報公開システムアドレス 

https://www.epi-cloud.fwd.ne.jp/ 

koukai/do/logon?name1=062006 

40072006E0 

入札書及び見積根拠資料（工

事内訳書）の提出 

令和８年１月５日（月） 

～ 

令和８年１月２０日（火） 

※見積根拠資料（工事内訳書）を作

成し、「内訳書」欄に添付してくださ

い。 

開札の日時 令和８年１月２１日（水） 

午前１０時２０分 

大和高田市役所  

契約監理課 

 ※上記の期間は、大和高田市の休日を定める条例（平成元年条例第３号）第１条第１項に規定する

市の休日（以下「市の休日」という。）を除きます。 

※電子入札システムの稼働時間は、市の休日を除く月曜日から金曜日までの午前８時３０分から午

後８時までです。 

※開札立会希望者がいた場合は、３階会議室１にて開札を行います。 

 

４ 入札書における金額の記載方法等 

入札金額は消費税等を含まない千円止めの金額（百の位以下切捨て）で記載してください。記載さ

れた金額に消費税等を加算した金額をもって契約金額とします。 

入札書の提出にあっては、「見積根拠資料（工事内訳書）」を作成し、「内訳書」欄に添付してくだ

さい。（入札情報公開システムより様式のダウンロードが可能です。） 

 

５ 入札の無効・失格 

（１）次に掲げる入札については、無効とします。  

ア 入札金額等の必要な事項が入力されていない入札 

イ 入札に参加する資格の無い者のした入札 

ウ 他人のＩＣカードを使用した入札 

エ 入札金額に百の位以下の端数を記入した入札 

オ 入札に際して、公正な入札の執行を害する行為があったと認められた入札 

カ その他市長の定める入札条件に違反した入札 

（２）次に掲げる入札を行った入札者は失格とします。 
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ア 内訳書（本市指定様式に限る。）が添付されていない入札書による入札 

イ 入札書金額と内訳書金額が一致しない入札 

ウ 内訳書の日付が入札期間（公告日から開札日まで）外の入札 

エ 内訳書の記名、件名等を欠く、又は重要な文字及び数字の誤落等により必要な事項を確認で

きない入札 

  オ その他事後審査により不適格となった入札 

 

６ 落札候補者の決定 

（１）落札者の決定は、本市の税抜の予定価格（設計金額）以下の価格でかつ最低制限比較価格以上

の最低の価格〔入札書記載の金額〕をもって入札した業者を落札候補者とし、第１順位から事後

審査をもって落札者を決定します。 

（２）落札候補者となるべき同価の入札者が２以上ある場合は、“くじ”により決定します。くじを辞

退することはできません。くじは電子入札システムにより行います。 

（３）入札は、１回限りとします。入札者又は落札者がいないとき、落札者が契約を締結しないとき、

又は落札者のした落札を取り消したとき等、契約相手が決定しない場合は、原則再度競争入札に

付すものとします。 

（４）入札結果は、電子入札情報公開システムにて公表します。また、落札候補者には電子入札シス

テムにより通知します。 

（５）落札者が契約を締結しない場合、大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第９条第２項

の規定により入札金額の１００分の５に相当する金額を違約金として徴収し、あわせて大和高田

市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）第３条の規定により、同要綱別表第２

第８号（４）に該当し、３月間の入札参加資格停止の措置を講じることとなります。なお、当該

違約金を納められない場合は、同要綱第３条の規定により、同要綱別表第２第９号に該当し、当

該債務に係る滞納状況が解消されるまで入札参加資格停止の措置を講じることとなります。 

 

７ 事後審査 

落札候補者の優先順位により確認審査を実施します。入札結果にて落札候補者第１順位者と認め

られた者については、「事後審査型条件付一般競争入札参加資格確認申請書」及び「事後審査に係

る書類」を『電子入札システム（「入札状況一覧」の「資格確認申請書」の「提出」ボタン）』又は

総務部契約監理課への持参により落札候補者の決定（開札日又は同額の場合くじを行った日）の翌

日から３日以内（市の休日を除きます。）に提出してください。受注者として適格でない場合は第

１順位者の入札を失格とし、次順位の落札候補者について、第１順位者と同様の事後審査書類の確

認を行います。 

 

８ 電子入札システムに関する事項 

（１）代表者又は受任者（競争入札参加資格審査申請において、代表者から契約締結権限等の委任を

受けている者）に変更がある場合は、速やかに「競争入札参加資格審査申請書記載事項変更届」

を提出してください。 

なお、変更の事実発生以降は、変更後の契約締結権限等を有する者の名義で入札手続きを行っ

てください。また、電子入札システムにおいては、変更後の契約締結権限等を有する者のＩＣカ

ードを使用してください。ＩＣカードの取得が間に合わない場合等は、１０（１）の問い合わせ

先まで連絡した上で、指示に従い手続きを進めてください。 
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（２）電子ファイルの作成基準は以下のとおりとします。 

ア 電子ファイルでの提出を求める書類の作成に使用するソフトウェア及びファイルの保存

形式は次のいずれかの方法によらなければならない。 

・Microsoft Word 拡張子が.doc又は.docxで保存されるもの 

・Microsoft Excel 拡張子が.xls又は.xlsxで保存されるもの 

・PDFファイル Acrobat Readerで読み取りが可能なもの 

イ 電子ファイルを圧縮する場合、その形式は、ZIP 形式によるものとする。ただし、自己解

凍方式は認めない。 

ウ ア及びイによらず提出された場合は、提出がないものとする。 

（３）電子ファイルを提出するに当たり、入札者は事前に当該ファイルがコンピュータウイルスに感

染（以下「ウイルス感染」といいます。）していないか確認し、ウイルス感染したファイルを添付

してはならない。ウイルス感染が判明した場合においては、入札執行者及び入札参加者は、その

再提出の方法について協議するものとする。 

 

９ その他 

（１）入札保証金について 

免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、６（５）のとおり、違約金を徴収し、

大和高田市入札参加資格停止措置要綱の規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じること

となります。 

（２）契約保証金について 

    免除します。 

（３）前金払について 

大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

（４）部分払について 

 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 

（５）電子入札運用基準について 

公告に定めるもののほか、電子入札に係る事務の取扱いについては、大和高田市電子入札運

用基準の定めるところによる。 

（６）電子契約について 

    電子契約を希望する場合は、電子契約利用申出書に必要事項を記入し、事後審査時に電子入

札システムにて提出又は、落札候補者決定の翌日から３日以内（市の休日を除きます。）に契

約監理課宛にメールにて提出すること。 

 

１０ お問い合わせ先 

（１）入札の方法及び競争入札参加資格確認等に関すること。 

〒６３５－８５１１ 奈良県大和高田市大字大中９８番地４ 

大和高田市役所 総務部契約監理課 

ＴＥＬ（０７４５）２２－１１０１ 

ＦＡＸ（０７４５）４９－００５３ 

メールアドレス（keiyakukanri@city.yamatotakada.nara.jp） 

（２）電子入札システム及び電子入札情報公開システムの操作方法に関すること。 

株式会社日立システムズ 電子入札総合ヘルプデスク 

mailto:keiyakukanri@city.yamatotakada.nara.jp
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ＴＥＬ（０５７０）０２１－７７７ 

受付時間 平日午前９時から正午及び午後１時から午後５時３０分まで 

メールアドレス（sys-e-cydeenasphelp.rx@ml.hitachi-sistems.com） 

 

市民交流センター２階喫茶スペース等の有効活用に係る受託候補者の選定を公募型プロポーザルで行

う公告（まち振興課） 

公告第１５１号 

大和高田市市民交流センター２階喫茶スペース等を喫茶等で活用していただく受託候補者の選定

を公募型プロポーザル方式で行いますので公告します。 

令和７年１２月２５日 

大和高田市長 堀内 大造   

１ 事業概要 

（１）事業名 

市民交流センター２階喫茶スペース等の有効活用に係る公募型プロポーザル 

（２）事業概要 

市民交流センター２階喫茶スペース等で喫茶等を運営する。 

（３）運営期間 

運営開始日から最長５年間 

 

２ 参加資格 

  公募型プロポーザルに参加する資格を有する者は、「大和高田市市民交流センター２階喫茶スペー

ス等の有効活用に係る公募型プロポーザル実施要領」（以下「実施要領」という。）の「５ 参加資

格」の要件を全て満たす者であること。 

 

３ 参加申込等書類の提出期限 

令和８年１月２４日（土）午後５時 

 

４ その他 

  実施要領による。 

実施要領等の必要書類は、①大和高田市及び②市民交流センターの各ホームページへ掲載する。

本プロポーザルへの参加を希望する事業者は、必要書類をダウンロードし、取得すること。 

ホームページアドレス： 

① https://www.city.yamatotakada.nara.jp/index.html 

② https://www.city.yamatotakada.nara.jp/cosmosplaza/index.html 

 

５ 担当課 

〒６３５－００８５ 奈良県大和高田市片塩町１２番５号 

大和高田市市民交流センター「コスモスプラザ」 

ＴＥＬ ０７４５－４４－３２１０ 

メールアドレス：cosmos-plaza@city.yamatotakada.nara.jp 

 

 

mailto:sys-e-cydeenasphelp.rx@ml.hitachi-sistems.com
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教育委員会 

大和高田市教育支援ルーム設置規則の一部を改正する規則（教育支援課） 

教育委員会規則第５号 

 大和高田市教育支援ルーム設置規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

  令和７年１２月２２日 

大和高田市教育委員会教育長 安川 禎亮   

大和高田市教育支援ルーム設置規則の一部を改正する規則 

大和高田市教育支援ルーム設置規則（令和２年教育委員会規則第５号）の一部を次のように改正す

る。 

第１１条第２項に次の１号を加える。 

（３） 前２号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者 

附 則 

この規則は、令和８年１月１日から施行する。 

 

大和高田市教育委員会１２月定例委員会の招集（教育総務課） 

教育委員会告示第１６号 

 大和高田市教育委員会１２月定例委員会を次のとおり招集する。 

  令和７年１２月１５日 

大和高田市教育委員会教育長 安川 禎亮   

１ 日時  

令和７年１２月２２日（月）午前１０時１０分 

２ 場所  

   市役所５階 会議室８ 

３ 議案  

第１号 学校運営協議会委員の任命について 

第２号 大和高田市教育支援ルーム設置規則の一部を改正する規則（案）について 

第３号 その他 

 

 

 

選挙管理委員会 

大和高田市の議会の議員及び長の選挙権を有する者の総数の３分の１の数等（選挙管理委員会） 

選挙管理委員会告示第３４号 

令和７年１２月１日現在における地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第７６条第１項、第８０

条第１項、第８１条第１項及び第８６条第１項並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭

和３１年法律第１６２号）第８条第１項に規定する選挙権を有する者の総数の３分の１の数並びに市

町村の合併の特例に関する法律（平成１６年法律第５９号）第４条第１１項及び第５条第１５項に規

定する選挙権を有する者の総数の６分の１の数並びに地方自治法第７４条第１項及び第５条第１項に

規定する選挙権を有する者の総数の５０分の１の数は、次のとおりである。 

令和７年１２月１日 

大和高田市選挙管理委員会委員長 北本 政治   

教育委員会 

選挙管理委員会 
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 ３分の１の数   １７，８６６ 人 

 ６分の１の数    ８，９３３ 人 

 ５０分の１の数   １，０７２ 人 

 

選挙人名簿の抄本の閲覧状況の公表（選挙管理委員会） 

選挙管理委員会告示第３５号 

公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第２８条の４第７項及び公職選挙法施行規則第３条の４

の規定により、令和６年１２月１日から令和７年１１月３０日までの期間における選挙人名簿抄本閲

覧の状況を、別紙のとおり公表する。 

令和７年１２月１日 

大和高田市選挙管理委員会委員長 北本 政治   

別紙省略（市役所前掲示場掲示済） 

 

 

 

農業委員会 

大和高田市農業委員会１月定例委員会の招集（農業委員会） 

農業委員会告示第１２号 

大和高田市農業委員会１月定例委員会を次のとおり招集する。 

  令和７年１２月２３日 

大和高田市農業委員会会長 弓場 一郎   

１ 日時 

令和７年１月９日（金）午後３時 

２ 場所 

   大和高田市役所５階 会議室６ 

３ 議案 

第１号 農地法第３条第１項の規定による申請について 

第２号 農地法第５条の規定による申請について 

第３号 農地中間管理事業の推進に関する法律第１９条第３項の規定による 

    農用地利用集積等促進計画について 

第４号 その他 

農業委員会 


